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   議事日程第１号        第２回定例会 

   平成３０年５月２９日（火）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

      （２）平成３１年度国県に対する重要事業の要望事項について 

      （３）平成２９年度寒河江市土地開発公社決算及び平成３０年度寒河江市土地開発公社予 

         算について 

      （４）平成２９年度一般財団法人寒河江市体育振興公社決算及び平成３０年度一般財団法 

         人寒河江市体育振興公社予算について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 

 〃  ７ 議会案第２号 寒河江市議会基本条例の一部改正について 

 〃  ８ 議案説明 

 〃  ９ 委員会付託 

 〃 １０ 質疑・討論・採決 

 〃 １１ 報告第３号 平成２９年度寒河江市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 〃 １２ 報告第４号 平成２９年度寒河江市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告 

            について 

 〃 １３ 質疑 

 〃 １４ 議第３７号 平成３０年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃 １５ 議第３８号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 １６ 議第３９号 寒河江市都市公園条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第４０号 市道路線の認定について 

 〃 １８ 議第４１号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結に 

            ついて 

 〃 １９ 請願第１号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書の提出に関する請願 

 〃 ２０ 請願第２号 政府に対して「森友学園」、「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に対

する説明責任を果たすよう求める意見書の提出に関する請願 

 〃 ２１ 請願第３号 種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願 

 〃 ２２ 議案説明 

   散  会 
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   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  寒河江市が日本一さくらんぼの里として最も

輝く季節となりました。当議会においても、こ

の６月定例会を「さくらんぼ議会」として開催

し、ことしで５年目を迎えますが、寒河江市の

さらなる魅力を全国に発信するとともに、「さ

くらんぼと歴史が育む スマイルシティ 寒河

江」の実現に向け、議会として取り組んでまい

ります。 

  また、当議会では、昨年度より県内で初めて

議会運営にタブレットを導入し、ペーパーレス

の推進と効率的な議会運営に取り組んでおりま

すが、これからも積極的に議会改革に取り組み、

市民に開かれた議会を目指してまいります。 

  ただいまから、平成30年第２回寒河江市議会

定例会を開会いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  なお、報道機関等より撮影の申し出があり、

議長においてこれを許可しております。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進め

てまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○内藤 明議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、８番石山 忠議員、10番沖

津一博議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○内藤 明議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。石

山議会運営委員長。 

   〔石山 忠議会運営委員長 登壇〕 

○石山 忠議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました平成30年第２回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る５月

24日、委員６名全員出席並びに関係者出席のも

と議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数や

一般質問通告数などを勘案し、本日から６月14

日までの17日間と決定いたしました。その間の

会議等につきましては、お示ししております第

２回定例会日程表のとおり決定いたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申しあげ、御報告といたします。 

○内藤 明議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月14日までの17日
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間と決定しました。 

 

第２回定例会日程                     平成３０年５月２９日（火）開会 

月  日 時  間 会      議 場  所 

５月２９日(火) 午前９時３０分 本  会  議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、行政報告、質疑、人権

擁護委員候補者推薦、議会

案上程、同説明、委員会付

託、質疑・討論・採決、報

告、質疑、議案・請願上

程、同説明 

議   場 

５月３０日(水) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

５月３１日(木) 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

６月 １日(金) 休   会 （ 議 案 調 査 ） 

６月 ２日(土) 休               会 

６月 ３日(日) 休               会 

６月 ４日(月) 午前９時３０分 本  会  議 一  般  質  問 議   場 

６月 ５日(火) 

午前９時３０分 本  会  議 
質疑、予算特別委員会設

置、委員会付託 
議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 
開会、議案説明、質疑、分

科会分担付託 
議   場 

予算特別委員会 

終  了  後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

６月 ６日(水) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月 ７日(木) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月 ８日(金) 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

６月 ９日(土) 休               会 

６月１０日(日) 休               会 

６月１１日(月) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月１２日(火) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月１３日(水) 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月１４日(木) 午前９時３０分 予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・

討論・採決、閉会 
議   場 
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予算特別委員会 

終  了  後 
本  会  議 

議案・請願上程、委員長報

告、質疑・討論・採決、閉

会 

議   場 

 

 

諸 般 の 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告については、お示

ししております文書によって御了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について、（２）平成31年

度国県に対する重要事業の要望事項について、

（３）平成29年度寒河江市土地開発公社決算及

び平成30年度寒河江市土地開発公社予算につい

て、（４）平成29年度一般財団法人寒河江市体

育振興公社決算及び平成30年度一般財団法人寒

河江市体育振興公社予算について、市長から報

告を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 皆さん、おはようございます。 

  平成30年第２回定例会の開会に当たりまして、

３月定例会以降、今定例会までの主な市政の概

況について御報告を申しあげます。 

  まず、初めに市内小学校の給食用米飯への異

物混入について申しあげます。 

  去る５月10日及び21日に、市内の小学校で提

供された給食の米飯に異物の混入が発見される

という事故が発生をいたしました。食の安全・

安心に対して、市内の児童生徒、保護者、市民

の皆様に大きな不安を与えてしまう事態が生じ

ましたことに対しまして、心よりおわび申しあ

げる次第でございます。 

  学校給食を担当する本市教育委員会から、米

飯を委託しております公益法人山形県学校給食

会と、米飯を提供している業者に対しまして、

原因の究明と再発防止の対策を講じるよう強く

求めているところでございます。原因が判明し、

対策が決定した段階で、直ちに皆様に御報告さ

せていただきたいというふうに考えております。 

  市といたしましても、早期の原因究明ととも

に、今後とも安全・安心でおいしい給食の提供

に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

  さて、このたびの定例会はさくらんぼ議会と

いうことでございます。市内各所のさくらんぼ

園地では、順調にさくらんぼが実をつけ、日ご

とに膨らみを増しております。ことしも、来る

６月１日の観光さくらんぼ園の開園式を皮切り

に、全国から多くの皆様をお迎えして、寒河江

が大変活気づく季節となってまいりました。 

  まず、うれしい話題から申しあげたいと思い

ます。去る５月24日、山形市や本市を含む７つ

の市町で構成し、県が申請をしておりました

「山寺が支えた紅花文化」が日本遺産に認定を

されました。 

  日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じ

て文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定

をし、国内外に発信することで地域の活性化を

図るもので、県内では４番目、内陸では初めて

の認定となるものでございます。 

  本市の関連といたしましては、慈恩寺の本堂

や仏像群などが挙げられております。慈恩寺本

堂前で奉納される林家舞楽の衣装に紅花染のも

のがあることや、本尊の弥勒菩薩像の唇に紅が

施されていることなどから、日本遺産の構成文

化財として取り上げられたところでございます。 

  今後、県や関係市町等と協議会を設置して、
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こうした機会を捉えて大いにＰＲに努めてまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  次に、ことしのさくらんぼの作柄について申

しあげたいと思います。 

  ことしの春は、３月以降気温の高い日が多く、

雪解けが一気に進み、園地の消雪が平年より早

くなったことなどから、平年より早い生育状況

となっております。降霜、霜の被害もほとんど

見られず、順調に生育しているところでござい

ます。 

  去る５月16日から18日にかけて実施されまし

た寒河江営農生活センター及び各支所単位の作

柄調査の結果によりますと、市内における一花

叢当たりの着果数は1.88と、平年の1.7を0.18

ポイント上回っております。着果数は豊作であ

った一昨年や昨年よりも若干少ないものの、果

実肥大が順調であり、昨年並みの収穫量が見込

まれております。これによる収穫量は、およそ

1,575トンを見込んでいるところでございます。 

  これからの収穫期に向け、関係機関と連携を

しながら、適切な着色管理や適期収穫などによ

る高品質な生産に向けて努力をしていただきた

いと思っているところでございます。 

  一方、消費宣伝の取り組みといたしましては、

去る４月20日にバラ、４月26日には寒河江産ハ

ウスさくらんぼのトップセールスを東京都内で

実施をしたところでございます。 

  バラにつきましては、昨年は５月に実施をし

ておりましたが、生産者団体からの要望もあり、

本格出荷が始まる４月に前倒しをして、寒河江

産のバラの魅力をＰＲしたところでございます。

板橋市場や葛西市場におきまして、市場関係者

に向けて流通安定と取り扱い量の拡大を訴えて

きたところでございます。また、同じ時期に上

野公園で開催された陵東中学校と陵西中学校の

修学旅行での合唱発表会にあわせて、生徒の皆

さんとともに来園者にバラの切り花を配布をし、

ＰＲ活動を行ってまいりました。生徒の皆さん

にもいい思い出となったものと思っております。 

  ハウスさくらんぼにつきましては、大田市場

において市場関係者に向けた試食によるＰＲを

行ったところでございます。市場では、果物流

通が少ない時期でもあり、仲卸関係者からも歓

迎をされ、寒河江市産ハウスさくらんぼの魅力

を十分にアピールしてきたところでございます。 

  今後も、寒河江市産農産物のブランド力向上

に向けた知名度アップに、取り組みを一層努力

してまいりたいと考えているところでございま

す。 

  次に、景気・雇用情勢について申しあげます。 

  ５月24日に発表された日本銀行山形事務所の

山形県金融経済概況では、「山形県内の景気は、

緩やかに拡大をしている」としており、４月発

表と同様の内容となっております。 

  山形労働局発表の３月の県内有効求人倍率は

1.59倍、原数値でありますが、ハローワークさ

がえ管内においても1.27倍、寒河江市内に限り

ますと1.46倍であり、引き続き１倍を超える高

い水準となっております。 

  中でも、寒河江市内の正社員に係る有効求人

倍率は1.15倍と全国平均の0.94倍、県平均の

0.86倍を上回る状況となっております。 

  また、３月末時点での西村山管内高校新卒者

の就職内定率は100％となっております。７年

連続の100％を達成しているところでございま

す。 

  次に、４月中旬からのさがえ春花まつりにつ

いて申しあげます。 

  桜まつりは、寒河江市郷土館に隣接するさく

らの丘を主会場に、開花状況に合わせて４月14

日から４月27日まで夜間ライトアップを実施を

いたしました。21日には、満開の桜が咲き誇る

中、寒河江茶道連合会による「さくらの茶会」

や、桜や残雪残る月山、葉山を背景に記念撮影

を行う「さくらの丘の写真館」のイベントを開
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催したところでございます。当日は、汗ばむほ

どの陽気に恵まれ、また開花状況もピークを迎

えたこともあって、イベントへの参加はもちろ

んのこと、終了後も夜まで多くの花見客でにぎ

わいを見せたところでございます。 

  ツツジにつきましては、ゴールデンウイーク

には三分咲きとなりまして、例年より早く開花

が進んだものの、その後気温が低い日が続いた

こともあって、中旬にようやく満開を迎えたと

ころでございます。恒例になった夜間ライトア

ップについては、５月１日から31日まで行って

おり、早咲きのものから遅咲きのものまで、期

間中いろいろな品種、色とりどりのツツジを夜

まで楽しんでいただけるよう環境を整備したと

ころでございます。 

  去る19日・20日には、つつじまつりイベント

として音楽ライブや手づくりマルシェなどが開

催されたほか、陵東中学校創立50周年を記念し

た全校生合唱を披露するなど、多くの市民が参

加した内容もあり、市内外から多くの皆様に御

来場いただいたところでございます。市道寒河

江公園アクセス線も全線で供用を開始し、スム

ーズな交通となったことで、今後より一層の集

客を期待しているところでございます。 

  また、５月13日には多くの市民の皆様方から

「寒河江フラワーロード」の植栽をしていただ

いて、本市を訪れるお客様をお迎えする準備も

着々と進んでいるところでございます。これか

らも市民の皆様の協力のもとに、より美しいま

ちづくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、子育て支援の取り組みについて申しあ

げます。 

  本市におきましては、今年度から、母子保健

担当並びに子育て世代包括支援センターを子育

て推進課に移管をし、子育て関係業務の一元化

を行ったところでございます。これによりまし

て、これまで以上によりきめ細やかな支援体制

が構築できるものと考えているところでござい

ます。 

  さらに、他市に先駆けて実施展開してきまし

た寒河江型ネウボラのさらなる充実を図るため、

今年度より子育て世代包括支援センター内に母

子保健コーディネーターとして新たに助産師を

配置し、妊産婦の不安等に対する相談に専門的

に対応できるよう相談体制の充実を図っている

ところでございます。 

  また、本市の基幹保育所でありますなか保育

所の移転新築及び医療保育施設の一体的整備を

行う寒河江マザーズ支援拠点整備事業では、４

月27日開催の臨時市議会におきまして工事請負

契約の締結についての議決をいただき、５月１

日には起工式をとり行い、来る平成31年３月29

日までの工期で工事に着手しているところでご

ざいます。 

  また、放課後児童対策事業では、４月より寒

河江中部小学校区に、本市15番目となる第四わ

んぱくクラブを六供町公民館に開所をいたしま

した。寒河江中部小学校区の放課後児童クラブ

「わんぱくクラブ」の利用児童数が増加したこ

とによるもので、４カ所目となります。４月現

在で38名の児童が利用しており、市全体の利用

児童数は580名となっているところでございま

す。 

  最後に、慈恩寺振興と地域づくりの活性化に

ついて申しあげます。 

  まず、史跡慈恩寺旧境内については、平成29

年度に整備検討委員会での協議を経て「史跡慈

恩寺旧境内整備基本計画」を策定いたしました。

この計画は、史跡の保存と活用の整備事業を推

進していくための基本計画となるものでござい

ます。 

  今年度は、この計画をもとに第１期整備の基

本計画やガイダンス施設の基本計画などについ

て策定していきたいと考えております。 

  また、文化財を戦略的に市の発展とまちづく
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りに生かしていくという観点から、新たに市長

部局に「慈恩寺振興課」を設置したところでご

ざいます。史跡慈恩寺を推進し、歴史・観光の

拠点となるようなまちづくりにつなげてまいり

たいと考えております。 

  次に、田代地区の多目的交流館について申し

あげます。 

  ４月１日から指定管理者である「特定非営利

法人葉山の里たしろ」により、地域住民が主体

となった施設運営がスタートをいたしました。

４月８日には、「学びの里ＴＡＳＳＨＯグラン

ドオープン記念式典」を、地域住民の方々を初

め市民の皆様など約110名の方から参加いただ

き、交流館の体育館において盛大に開催し、市

内外へ情報発信したところでございます。 

  スポーツ合宿などを初めとしてさまざまな個

人・団体の方から御利用いただいており、今年

度は既に500名以上の宿泊予約を受けていると

聞いております。 

  今後、葉山観光の拠点、そして田代地区にお

ける地域づくりの拠点として、「学びの里ＴＡ

ＳＳＨＯ」が多くの皆様から利用していただけ

るよう、指定管理者とともに市内外へＰＲして

まいりたいと考えているところでございます。 

  以上、３月定例会以降の主な市政の概況を申

しあげましたが、今後とも議員各位の御理解と

御協力を賜りながら市政運営に努めてまいりま

すので、よろしくお願い申しあげる次第でござ

います。 

  次に、平成31年度国県に対する重要事業の要

望項目について御報告を申しあげます。 

  国県に対する重要事業の要望事項につきまし

ては、全体で45件でございますが、内容につき

ましては去る５月21日の議会全員協議会で御協

議をいただいたとおり取りまとめたところでご

ざいます。 

  詳細につきましては、議会全員協議会で御説

明を申しあげておりますので、それにより御報

告にかえさせていただきたいと存じます。 

  次に、平成29年度寒河江市土地開発公社決算

及び平成30年度寒河江市土地開発公社事業計画

について御報告を申しあげます。 

  初めに、平成29年度事業報告及び決算でござ

いますが、委託事業においては、寒河江市から

の委託を受けて先行取得した用地を、市営住宅

建設整備用地及び市立なか保育所移転建設用地

として、並びにチェリークア・パーク整備用地

ののり面用地を寒河江市へ処分しております。 

  また、自主事業においては、寒河江中央工業

団地第４次用地造成事業として、１区画約２万

4,000平米を処分するとともに、幹線道路とな

るＢ路線の道路新設工事を初め、Ｂ路線に接続

する国道287号の道路改良工事を行っておりま

す。 

  この結果、収益合計では５億1,459万2,727円、

費用合計では４億2,664万2,183円となり、

8,795万4,544円の当期純利益となっております。 

  次に、平成30年度の事業計画及び予算につい

て申しあげます。 

  土地開発公社の設立目的と役割を認識し、史

跡慈恩寺旧境内ガイダンス施設等の整備用地の

取得に係る委託事業並びに自主事業を推進する

こととしております。特に、公社保有地の処分

に重点を置くとともに、寒河江中央工業団地第

４次用地造成事業については、引き続き企業の

立地動向を見きわめながらオーダーメード方式

により進めていくこととしております。 

  これに伴う収益的支出予算として21億1,606

万4,000円を、また資本的支出として26億8,989

万1,000円をそれぞれ計上したものでございま

す。 

  なお、詳細につきましてはお手元の別冊資料

のとおりでございます。 

  次に、平成29年度一般財団法人寒河江市体育

振興公社決算及び平成30年度一般財団法人寒河

江市体育振興公社予算等について御報告を申し
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あげます。 

  平成29年度につきましては、市民体育館やプ

ール等の体育施設の指定管理者として、各種ス

ポーツ教室の開催やトレーニングマシン等の利

用講習要請にも積極的に応えております。また、

寒河江市総合スポーツクラブ「アスポートさが

え」の運営支援を行いながら、生涯スポーツの

普及・振興に努めてきたところでございます。 

  その結果、利用者数は約13万7,000人、当期

収入合計6,621万8,725円、当期支出合計6,335

万9,001円となり、当期収支差額が285万9,724

円、次期繰越収支差額は755万5,900円となって

いるところでございます。 

  平成30年度につきましては、指定管理者とし

て各体育施設の管理運営業務を円滑に行い、市

民がスポーツに親しむ機会を多く提供するため、

予算総額6,418万8,000円を計上したところでご

ざいます。 

  また、市体育振興公社は、平成30年５月22日

の平成30年度第１回評議員会において、市体育

振興公社の法人としての存続期間を平成31年３

月31日までとすることに、定款の一部を変更し

たとの報告を受けております。 

  なお、詳細につきましてはお手元の別冊資料

のとおりでございます。 

  以上２件につきましては、地方自治法第243

条の３第２項の規定に基づき御報告を申しあげ

たものでございます。以上でございます。 

 

質     疑 

 

○内藤 明議長 日程第５、行政報告についての

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いいたします。 

  ただいまの行政報告中、（１）市政の概況に

ついて質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（２）平成31年度国県に対する重要事

業要望事項について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（３）平成29年度寒河江市土地開発公

社決算及び平成30年度寒河江市土地開発公社予

算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（４）平成29年度一般財団法人寒河江

市体育振興公社決算及び平成30年度一般財団法

人寒河江市体育振興公社予算について質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

人権擁護委員の候補者の推薦に 

関し意見を求めることについて 

 

○内藤 明議長 日程第６、人権擁護委員の候補

者の推薦に関し意見を求めることについてを議

題といたします。 

  本件については、お示ししております文書の

とおり、委員候補者１名の推薦について、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、市長よ

り意見を求められております。 

  お諮りいたします。 

  これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、人権擁護委員の候補者の推薦につい

ては、市長の諮問のとおり同意することに決し

ました。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第７、議会案第２号寒河江

市議会基本条例の一部改正についてを議題とい

たします。 
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議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第８、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第２号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り、議案説明を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

委 員 会 付 託 

 

○内藤 明議長 日程第９、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第２号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第10、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第２号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより、議会案第２号寒河江市議会基本条

例の一部改正についてを起立により採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議会案第２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

議 案 上 程 

 
○内藤 明議長 日程第11、報告第３号平成29年

度寒河江市一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について及び日程第12、報告第４号平成29年

度寒河江市公共下水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書の報告についての２案件を一括議題

といたします。 

  市長から報告を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 平成29年度補正予算で、繰越明

許の手続をとりました報告第３号平成29年度寒

河江市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて及び報告第４号平成29年度寒河江市公共

下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告についての２案件を一括して御説明申しあげ

ます。 

  報告第３号は、国の地方創生拠点整備交付金

を活用して実施する寒河江マザーズ支援拠点整

備事業費や、山西米沢線整備事業費など、10億

6,053万7,840円でございます。 

  報告第４号は、浄化センター建設事業費

2,360万円でございます。 

  それぞれを平成30年度に繰り越ししたもので、

地方自治法施行令第146条第２項の規定により

御報告申しあげるものでございます。よろしく

お願いを申しあげます。 

 

質     疑 
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○内藤 明議長 日程第13、これより質疑に入り

ます。 

  初めに、報告第３号平成29年度寒河江市一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告について質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、報告第４号平成29年度寒河江市公共下

水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第14、議第37号平成30年度

寒河江市一般会計補正予算（第２号）から日程

第21、請願第３号種子法廃止に伴う万全の対策

を求める請願までの８案件を一括議題といたし

ます。 

 

議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第22、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 初めに、議第37号平成30年度寒

河江市一般会計補正予算（第２号）について御

説明を申しあげます。 

  このたびの補正予算は、寒河江マザーズ支援

拠点整備事業の融雪設備導入工事に係る工事請

負費等を追加するものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ1,266万2,000円

を追加し、予算総額を174億766万9,000円とす

るものでございます。 

  次に、議第38号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてを御説

明申しあげます。 

  学校教育法施行規則の一部改正により、市内

の中学校に部活動指導員を新たに配置すること

に伴い、所要の改正をしようとするものでござ

います。 

  次に、議第39号寒河江市都市公園条例の一部

改正についてを御説明申しあげます。 

  都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正

に伴い、所要の改正をしようとするものでござ

います。 

  次に、議第40号市道路線の認定についてを御

説明申しあげます。 

  円滑な道路交通の確保と住民生活の向上に資

するため、３路線を認定しようとするものでご

ざいます。 

  次に、議第41号寒河江市公共下水道寒河江市

浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついてを御説明申しあげます。 

  浄化センターの汚泥濃縮設備及び中央監視制

御装置の建設工事の協定を締結いたしたく、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例の第２条の規定により提案する

ものでございます。 

  以上、５案件について御提案申しあげました

ので、よろしく御審議の上、御可決くださいま

すようお願い申しあげる次第であります。 

 

   散    会    午前１０時０６分 

 

○内藤 明議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第２号        第２回定例会 

   平成３０年５月３１日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○内藤 明議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、要領よくかつ有効に進行されますよ

うお願いいたします。 

  この際、執行部におきましても、質問者の意

をよく捉えられ、簡潔にして適切に答弁される

よう要望いたします。 

 

 一般質問通告書   

 平成３０年５月３１日（木）                       （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

山形Ｃ１２号の取

り組みについて 

 

 

 

 

高齢者の健康づく

りについて 

（１）山形Ｃ１２号の取り組みの考え方

について 

（２）山形Ｃ１２号の栽培拡大策につい

て 

（３）生産者支援について 

（４）山形Ｃ１２号の販売戦略について 

（１）特定健診について 

（２）健康保持、筋力アップについて 

（３）市民浴場への温水プール併設につ

いて 

１４番 

工 藤 吉 雄 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

３ 

 

 

 

教育全般について 

 

（１）学力向上について 

 ア 現在の状況と今後の取り組みにつ

いて 

 イ 児童のフォローアップについて 

 ウ 電子黒板の活用について 

 エ 教職員の指導方法のスキルアップ

について 

（２）英語教育について 

 ア 現在の取り組み状況について 

 イ 交換留学について 

（３）部活動指導員について 

 ア 配置方法と活動について 

（４）小中学生の地域参加について 

 ア 現在の状況と今後の取り組みにつ

いて 

（５）学校連絡メールについて 

 ア 現在の取り組み状況について 

 イ 全校統一したシステム導入につい

て 

１１番 

國 井 輝 明 

教 育 長 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

未来志向のまちづ

くりに向けた「さ

がえブランド力」

向上推進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の恒久平和に

向けた平和行政の

さらなる推進につ

いて 

（１）チェリーランドの再整備計画につ

いて 

 ア 計画策定の進捗状況について 

 イ チェリードームの活用について 

（２）長岡山の寒河江公園再整備につい

て 

 ア アクセス道路（北ルート）につい

て 

 イ 野球場・陸上競技場整備について 

 ウ 花木の植栽について 

（３）二の堰親水公園及び遊歩道改修整

備について 

平和祈念事業について 

（１）市民平和祈念式典・コンサートに

ついて 

（２）戦没者遺族会への支援について 

（３）子どもたちの広島・長崎・沖縄派

４番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

遣について 

６ 

 

７ 

 

 

国民年金について 

 

子育て支援につい

て 

 

 

（１）国民年金の現況と周知について 

（２）国民年金制度の適正化について 

（１）アクションプランでは指定管理の

３つの保育所を民間立にしていく予

定になっているが、市としての考え

方について 

（２）人口減少に歯止めをかける保育行

政のさらなる充実について 

６番 

遠 藤 智与子 

市 長 

 

市 長 

 

 

 

工藤吉雄議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号１番、２番について、

14番工藤吉雄議員。 

○工藤吉雄議員 おはようございます。 

  今定例会最初の質問者となりました、さわや

かクラブの工藤吉雄でございます。通告番号１、

２について順次質問いたします。よろしくお願

いいたします。 

  通告番号１、山形Ｃ12号の取り組みについて。 

  寒河江市の６月は特別な月としみじみ感じら

れます。さくらんぼで全てが活気づく季節だか

らであります。 

  まず、今回招集されました定例会はさくらん

ぼ議会、そして市の木はさくらんぼ、市のシン

ボルカラーはさくらんぼレッド、第６次振興計

画の将来都市像は「さくらんぼと歴史が育む 

スマイルシティ 寒河江」と、これまでさくら

んぼにこだわったまちづくりを展開されてきま

した。 

  しかし、近年のさくらんぼ生産地は、県内各

地はもとより東北各地、北海道、上甲信越とそ

の栽培地は拡大の一途をたどり、山形県村山地

方の特産物の名声は薄くなったように感じられ

ます。 

  さくらんぼの栽培最適地の寒河江市、それゆ

えの日本一さくらんぼの里を表明してきたと思

ってきました。 

  主力品種の佐藤錦から晩成種の紅秀峰へと広

範囲の品種栽培。栽培技術的には早期出荷の加

温ハウスから露地かさがけまで、作業効率と機

械化を図るための樹形、Ｙ字、垣根風、矮化仕

立てなど、日々努力を重ねてきているのを目の

当たりにしています。 

  市長より、以前の定例会で伺いました五百円

玉超えの大玉さくらんぼについての話題であり

ます。 

  市内島地区にあります県園芸試験場生まれの

さくらんぼ山形Ｃ12号を、今秋7,000本の苗木

を生産者へ販売されると発表。４月の地元紙に

掲載されていました。県の考え方として、佐藤

錦の切りかえ品種としての導入拡大を図るとあ

りました。 

  そこで、寒河江市で栽培面積の拡大を図って

いる紅秀峰と同じ寒河江市生まれの山形Ｃ12号。

寒河江市の取り組み、考え方を伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  工藤議員からは、山形Ｃ12号の取り組みにつ

いての御質問ということでありましたが、御案

内のとおり、この山形Ｃ12号、大変大玉で海外

展開、海外の大玉品種との競争を可能にすると

いうことで４Ｌサイズの生産を目指して県が平
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成27年に立ち上げたさくらんぼ世界一プロジェ

クトの一つとして、県の園芸試験場、寒河江市

にございますが、そこで開発が進められてきた

品種でございます。 

  御案内のとおり、昨年12月19日には、農林水

産省への品種登録の出願公表がなされて、生産

者を初めとした多くの県民、市民の注目を集め

ているわけでございます。寒河江市では、御案

内のとおり、これまで県の園芸試験場で開発さ

れた紅秀峰ということで、大玉で糖度が高く実

がかたいということで、食味のよさに加えて寒

河江生まれのさくらんぼということで、ブラン

ド化に力を注いできたところでございます。 

  この紅秀峰というのは、平成３年に品種登録

をされているわけです。それで、平成18年に策

定された第５次の市の振興計画において、市の

新たなブランド品として奨励するということに

したわけでありますが、この間15年を要してい

るところでございます。 

  その後、生産量確保のための栽培面積拡大支

援、あるいはトップセールスなどのＰＲ活動を

通して生産者、それから農業団体、それから行

政が一体となって取り組みを進めてきたわけで

あります。その結果、今日、市場や生産者から

一定の知名度、評価をいただいているといふう

に考えております。この間、約20年の月日を要

しているということでございます。 

  一方、近年はＳＮＳなどの発達によって情報

伝達のスピードが前よりは格段に違う状況があ

ろうかというふうに思います。そういう意味で、

新しい品種のブランド化を進めるということに

際しては、新たなスピード感を持って、新たな

視点で取り組む必要があるというふうに考えて

いるところでございます。 

  県のほうでは、山形Ｃ12号の流通開始を４年

後の2022年というふうに掲げているわけでござ

いますけれども、現時点での評価については、

実際に食べての感想という方が少ないわけであ

ります。そういう意味で、どうしても話題のほ

うが先行している面があろうかというふうに思

いますけれども、生産者の皆さんからだけでな

くて、一般市民の皆さんも大変注目度が高い、

また農家の皆さんもＣ12号についての栽培の意

欲も大変高いというふうに聞いておりますので、

寒河江市といたしましてはそのブランド化に向

けた下地づくりというのを４年後に向かって進

めていかなければならない。そういう意味で、

農家の方の確保、生産者を確保する、それから

栽培面積を確保していく、そして生産量を確保

していくための取り組みというものを支援して

いく必要があるというふうに認識をしておりま

す。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 今、市長より答弁いただきまし

たけれども、Ｃ12号は非常に生産者からも関心

を持って受けとめられているというふうなお話

を伺いました。 

  このパンフレットは、その生産者からいただ

いたその苗木を購入するためのマニュアルとい

いますか、手順といいますか、そういうふうな

ものが書いてあるようでございますけれども、

答弁の中にありました紅秀峰、これも寒河江市

生まれの非常に優秀なさくらんぼ。それと同じ

ように、この山形Ｃ12号、寒河江市生まれの大

玉さくらんぼ種というふうなことで、第６次振

興計画にもうたってありますように、紅秀峰は

計画年度、40ヘクタールから、６次振興計画10

年後の目標年まで大体70ヘクタール、そんなふ

うに拡大したいとうたってありますけれども、

このＣ12号もあわせてというお考えなのか、

別々に70ヘクタールぐらいずつ栽培拡大を広め

ていこうとするようなお考えなのか伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 県からのいろんな情報がＣ12号

についてあるわけでありますけれども、粒の大

きさ等は御案内のとおりだと思いますが、栽培
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時期として、佐藤錦、Ｃ12号、紅秀峰という生

産の時期になっているというふうに伺っており

ますから、我々としては、佐藤錦も多くの生産

者もつくってらっしゃる、紅秀峰も寒河江のブ

ランドとして確保している。その中でＣ12号と

いうことですから、言ってみれば余り結論めい

たお答えをしてはいかがかと思いますが、三本

柱というか三姉妹的に、つや姫の三姉妹という

のがありますけれども、三姉妹的にやっていく

必要があると思います。 

  ですから、これは本当かどうかあれですけれ

ども、お話を伺うと、紅秀峰を侵食していくと

いうことではなくて、佐藤錦を侵食してＣ12号

の生産が拡大していくのではないかというふう

なことも言われておりますから、我々としては、

じゃあ受粉樹も紅秀峰だと、こういうふうに言

われているようですから、やっぱり紅秀峰を確

保しながら、さらにＣ12号をプラスしていくと

いう意味で寒河江のブランドを確立して、拡大

していければというふうに考えております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 先ほど紹介しました生産者から

いただいたこのパンフレットですけれども、た

だいま市長から御答弁いただきましたとおり、

佐藤錦と紅秀峰の間にこの山形Ｃ12号が入って

いると。非常にぐあいいい構図で順序よく入っ

ているというようなことで、非常に頼もしく思

う品種というふうに私自身も捉えているところ

でございます。 

  しかし、栽培者の高齢化で荒廃、伐採されて

いる園地が多く見受けられている現在です。な

がらも、生産者は大粒さくらんぼには少なから

ず興味も関心もあると、こんなお話でありまし

た。 

  さくらんぼ栽培を経営の柱とする営農者が多

い私の居住地にも、佐藤錦の老朽木が非常に多

くなってきたというふうなことで、伐採にあっ

ている樹園地が見られるようになりました。 

  この中で、後継品種として、今御答弁いただ

いた山形Ｃ12号が植えかえされれば、佐藤錦、

山形Ｃ12号、そして紅秀峰と順に生産されるよ

うになり、消費者も切れ目のない３品種のさく

らんぼが楽しめるようになるんだなというよう

なことで、非常に期待を持っているところでご

ざいます。 

  ことしの秋、7,000本の苗木を生産者へ販売

するというふうに発表されているんですが、本

市の栽培面積を拡大していく上で、販売に当た

っての条件や実際どのような形で販売を予定さ

れているかを伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、ことしの苗木

供給本数7,000本程度が予定されているという

ふうに聞いておりますが、これは、紅秀峰が初

年度に苗木供給本数があったわけですけれども、

その４倍ぐらいの量だというふうに聞いており

ます。県ではスピード感を持って計画的に生産

拡大を図って、ブランド化を推進したいという

ふうに考えているようでございます。 

  ことしの苗木の販売については、８月から９

月に導入希望者の取りまとめがなされて、実際

の販売は11月ごろになるというふうに聞いてお

ります。 

  この苗木の販売方法に当たっては、１つはお

おむね３年程度は１戸当たりの植栽本数を10本

以上と設定すること。さらに、２つには、種苗

法に基づく適正な管理を行うための生産者登録

制とするということが公表されているわけでご

ざいます。 

  しかしながら、それ以上の御指摘のあった条

件や、あるいは供給本数に対して導入希望本数

が多数となった場合、その7,000本程度をどう

いうふうにして絞り込むかという選考方法など

については、現時点では明らかにされていない

というふうに聞いて、まだ聞いておりません。 

  また、生産者が購入を決める際の大変大きな
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要素であります苗木の販売価格。これについて

も公表されていないというふうになっておりま

すので、我々も情報収集に努めながら、生産者

の皆さんが適切な判断ができるような情報提供

を行っていきたいと考えております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 まだそれぞれどういうふうな形

で販売されるというような、本数等々、価格

等々もわからないとありましたけれども、生産

者は１人10本以上、ちまたではそして苗木１本

5,000円、あるいはそれより１万円近くまでな

るんじゃないかなとか、ちょっと年齢食ってる

から10本まとめてでは面倒見切れないからばら

売りされないかなとか、いろんなお話も伺うん

ですが、その辺市長はどのようにお考えなのか

伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 県の考えとしてもわからなくは

ないんです。要するに、ブランド化をどういう

ようにして進めていくかということを考えたと

きに、一つの優良事例として、つや姫の生産の

方法というんですか、生産拡大の方法というの

が、優良な事例として、県が成功事例としての

そういうことを持っているので、同じように、

ある程度、いたずらに生産者を拡大するという

ことではなくて、ある程度限定的に、それも非

常に意欲のある農家の皆さんに一生懸命つくっ

ていただいて、品質を確保してブランド化をつ

なげていこうという戦略的な意図があるのでは

ないかというふうにも考えられるところではあ

りますが、ただやっぱり１人10本以上というと、

現実的にはなかなか難しいところがあるのでは

ないかということも、農家の方からもお聞きい

たしますので、そこら辺はこれから県のほうで

もいろいろ状況をお話ししながら理解をしてい

ただくような取り組みも進めていきたいと考え

ております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 ただいま戦略的に苗の販売なん

かも進めていく考えのようだがというふうなお

話なんですが、私はかつてのようなナポレオン

を主生産としていた時代の昭和30年代から40年

代前半のようなときのさくらんぼ全盛といいま

すか、寒河江市はあの時代は非常にさくらんぼ

で燃えたといいますか、栄えた時代があったと。

私の地域ではさくらんぼ御殿というふうな話を

聞いたこともありました。 

  こんなふうにすると、この際の苗木配分を主

産地、いわゆる重点アピール地区といいますか

そんなので、ここに一気に投入するというふう

な考えで、県が持った。例えばそういうふうな

ことになれば、市長は手を挙げて寒河江市で受

けますというようなお考えなんかはないんでし

ょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この苗木の希望については、既

に公表して募集をしている段階なわけです。で

すから、さがえ西村山で何本、どのくらいの生

産者の方が何本程度手を挙げる、あるいは天童

ではさらに何本くらい手を挙げる、東根も何本

くらい手を挙げるという、今もう既にそういう

状況になっているので、工藤議員のお気持ちは

十分わかるわけでありますけれども、そういう

ことにはなかなか難しいのかなというふうに認

識しておりますけれども、いずれにしてもさく

らんぼの主産地であることにはこれからも変わ

りはないわけでありますので、そういう意味で

Ｃ12号のブランド化、寒河江のＣ12号について

ブランド化を進めるような対策をいろいろ講じ

ていきたいというふうに考えております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 そこでですが、今年度の寒河江

市としての導入本数、予定本数といいますか、

考えている本数。導入予定面積、あるいはそれ

にかかわる生産者への支援策などありましたら

お伺いしたいと思います。 
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○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 導入本数については、先ほどお

答えいたしましたけれども、現在希望をとって、

7,000本程度の供給量ということでありますか

ら、そこをどういうふうに配分されるかという

ことがわかりませんので、そこら辺はできるだ

け多く配分していただければというふうに考え

ておりますが、ただ我々としては、30年度の予

算、御案内かと思いますが、引き続き紅秀峰の

里づくりというものを進めていく、それを加速

していくという中で、紅秀峰のブランド戦略の

中で、この新たな品種であります山形Ｃ12号の

導入に対する支援というものも、紅秀峰だけで

なくてＣ12号の品種も拡大をして導入を支援し

ていくということにしています。 

  具体的には、苗木の導入支援として１本当た

り1,000円の補助。また、紅秀峰及び山形Ｃ12

号への改植費用に対して、補助率２分の１で10

アール当たり30万円を限度に支援をしていくと

いうふうにしているところでございます。 

  そう今の段階での対応は考えているわけであ

りますが、実際これから秋に向かってどのくら

いの量が確保され、どのくらいの生産者の皆さ

んが意欲を持って取り組んでいけるかというこ

とがわかった段階で、また新たな支援策という

ものも検討していかなければならないと考えて

おります。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 ありがとうございます。現実的

に、苗木を買うというふうな形になると、苗木

に対しての金銭的支援を30年度からもう既に考

えているというふうなこと。それから、改植の

ための圃場整備といいますか、畑づくりをする

ための支援というふうなことで、非常に生産者

にとっては明るい話題かなというふうに思って

聞いておったところでございます。 

  さきに申しあげましたが、私の居住地域でも

さくらんぼの老朽木伐採が見受けられます。管

理不良、労力不足、栽培者の高齢化が原因とも

言われています。これらの問題も新品種山形Ｃ

12号で情勢好転でき得ないものかなというふう

に考えているところでございます。 

  今やさくらんぼは、かつてのような山形県村

山地方の特筆すべき果物ではなくなったようで

す。他産地県との競争で、山形県一丸となって

負けない取り組みが最も必要なときと理解して

いるところでございます。他県でたくさんのさ

くらんぼを生産されても、山形県のメーンはや

はりさくらんぼと言いたいところであります。 

  昨年、農林水産省の地理的表示、ＧＩ保護制

度に東根さくらんぼとして登録されました。海

外進出に大いに役立つ内容の記事を目にしたと

ころです。私は、さくらんぼは山形県と感じて

きたところです。一自治体の話ではないものと

考えます。県として山形さくらんぼをＧＩ登録

に向けて準備されていると聞いています。生ま

れ、地の利を生かして、寒河江市生まれのさく

らんぼを銘打っての売り込み、どこの産地にも

負けない気持ちで生産者への支援を実行すべき

と考えるが、いかがお考えか伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 工藤議員御指摘のとおり、さく

らんぼは本県の代表的な農産物ということでご

ざいます。山形県といえばさくらんぼ、さくら

んぼといえば山形県と、こういうことでありま

すし、また寒河江市にとっても、これは農業と

いうだけでなくて、いろんなイベント、あるい

は観光などさまざまな他産業に大きく影響を与

えているさくらんぼであります。まさに、さく

らんぼは寒河江の象徴というふうに考えている

ところであります。 

  園芸試験場が寒河江市にあるという地の利を

生かしていくことも、これからもますます必要

だと思います。そういう意味で、県内での競争

もさることながら、やはりおっしゃるように県

外、あるいは広げれば世界との戦いでこのさく
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らんぼをどういうふうに売り出していくか、寒

河江のさくらんぼをどういうふうに売り出して

いくかということで、生産者の皆さん、あるい

は農業団体の皆さんとも、さらに知恵を絞りな

がら、技術を磨きながら、取り組みを進めてい

きたいと考えております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 県では関係機関との組織を組ん

で、山形Ｃ12号を生産から販売までのブランド

戦略を考えているとしております。この組織が

活動しているときこそ、出生地としての寒河江

市も大きくアピールできるときではないかとい

うふうに思っております。 

  製品が出荷されるまでは、たしか先ほど市長

４年とおっしゃいましたが、５年でなかったか

な。22年か23年、その辺ちょっと定かでなくな

りましたが四、五年かかって製品が出てくると

いうふうになります。他の自治体が動き出す前

にこそ、寒河江市をアピールできるものが使え

るんじゃないかなと思うわけですけれども、早

い者勝ちというふうなことで、寒河江市にイメ

ージ言葉、あるいはロゴマーク等制作して、今

のうちから売り込んでいこうというようなお気

持ちなどはないんでしょうか、伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 山形Ｃ12号のブランド化の戦略

については、先ほど工藤議員御指摘のとおり、

県や農業団体などによるブランド化戦略検討会

議が昨年度立ち上げられて、生産者の意見など

を踏まえて、ことし２月には苗木供給開始から

５年間で佐藤錦の栽培面積の５％となる100ヘ

クタールを目標とする基本方針というのが策定

されております。 

  今年度は８月をめどにブランド化プランが策

定される予定と聞いております。 

  また、ブランド化を進める上で重要となりま

す山形Ｃ12号の果実を販売する際の名称につい

ては、公募を行って、苗木販売開始前までに決

定の上、商標登録を行うというふうに聞いてお

ります。 

  議員からは寒河江市としてＣ12号出生地とし

てのアピールを他の自治体に先駆けてやるべき

ではないのかと、こういうことでの御提案であ

りますけれども、寒河江市としても寒河江の山

形Ｃ12号というものを最終的には売り出してい

きたいと思っております。それが、当座はやっ

ぱり全体的な名称も決めてそういうように売り

出していくわけですけれども、どういうことか

というと、紅秀峰についても三泉地区の紅秀峰

について初夏のルビーという形で寒河江の紅秀

峰のブランドを生み出していけるという取り組

みも実現しておりますから、そういう意味で農

業団体も含めて意欲ある農家の皆さんとそうい

う取り組みができるように、いろんな知恵を絞

りながら対策を検討していく、まさにそういう

段階にもう来ているのではないかというふうに

考えているところでございます。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 ありがとうございます。 

  私は、寒河江市は日本一のさくらんぼの里と

いうふうなことで、どうしても寒河江市を強く

イメージできる、そんなさくらんぼ戦略を考え

ていただきたいと、ただひたすらそういうふう

に思うところでございます。今後のさくらんぼ

にかける精力的な施策を期待して、これでさく

らんぼに関する質問を終わらせていただいて、

次の質問に入りたいと思います。 

  通告番号２番、高齢者の健康づくりについて。 

  ことし４月、2015年実施国勢調査結果からの

2015年市区町村別生命表を厚生労働省が公表し

ました。男性80.5歳、女性87.0歳が山形県の平

均寿命となっています。 

  その中で寒河江市の女性が87.8歳と県内一の

長寿となっています。まことにうれしいことで

あります。これまでの健康に関する施策が結果

としてあらわれたものと敬意を表するものであ
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ります。 

  今、自治体全体の関心事は、国内最大人数の

団塊の世代が2025年になると後期高齢者となる

ことにあります。75歳以上となると、このこと

は医療費、介護費が多く必要な年齢期に入って

くると言われております。65歳から74歳までの

１人当たり年間医療費55万4,000円、75歳以上

では90万7,000円となるようであります。介護

費は５万5,000円から53万2,000円となるようで

あります。以上、厚労省公表資料によるもので

ございます。 

  このような事柄を踏まえて、健康長寿につい

て質問に入ります。 

  誰でもが健康第一と思い、自分の将来を考え、

体の健康保持、体力増進を図っていると思って

います。 

  寒河江市の国民健康保険加入者の健康診断で

ある特定健診、40歳から74歳までを実施してい

ますが、その対象者数、受診者数、受診率はど

のようになっていますでしょうか。 

  また、このうち65歳から74歳までの方につい

ても同じような数字で伺いたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の国民健康保険被保険

者の特定健診受診率でございますけれども、平

成28年度の数字がありますので、対象者数は

6,195人、受診者数は2,780人ということで、受

診率は44.1％となっております。 

  このうち65歳から74歳までの対象者数は

3,782人、受診者数は1,904人、受診率は50.3％

となっております。一方、40歳から64歳までの

受診率は36.3％ということでありますから、そ

れに比べて高い傾向を示しております。 

  また、全体の受診率を年度別に見ますと、平

成26年度が41.7％、27年度が42.1％、28年度が

44.9％ということで年々上昇しております。健

康についての意識が徐々に高まってきていると

いうふうに感じております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 前期高齢者期、いわゆる今65歳

から74歳までですが、50.3％となって、全体か

ら見ると５％程度受診率が高くなっている。生

活習慣から起因する病気の健診から見ても、健

康度の関心が、少しずつ年齢が上がると関心度

を増すということが推測できると思っておりま

す。 

  厚労省の話として、健康のためには栄養管理

や運動習慣が大切と書かれておりました。人口

数で注目を浴びている団塊の世代、今は前期高

齢者期にあります。筋力増強、健康保持努力、

個々人それぞれ自分に合った運動はされている

ようであります。 

  寒河江市でも高齢者を対象とした健康によい

筋力アップメニューが準備されているようです

が、それぞれの利用者数、年代等を教えていた

だきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在実施している高齢者を対象

とする筋力アップなどの事業については、いわ

ゆる介護保険の中の地域支援事業、一般介護予

防事業として実施しているわけでありますけれ

ども、事業の対象者は介護保険の要介護認定を

受けていない65歳以上の高齢者で、要介護状態

となることを予防するために運動やレクリエー

ション、それから口腔機能向上などの教室を実

施しております。 

  この事業については、市で直接実施する事業

と民間施設などを活用する委託事業というふう

に分かれております。 

  ちょっと長くなりますけれども、御質問であ

りますのでお答えしますが、最初に市が直接実

施している事業として、介護予防運動指導員に

よるさわやか運動教室があります。参加者は延

べ1,010名でございます。実人数は42名という

ことで、60歳代が８名、70歳代が19名、80歳代

が14名、90歳代が１名となっております。 
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  次に、理学療法士などによる介護予防運動講

座がございます。参加者は延べ388名でござい

ます。60歳代が131名、70歳代が166名、80歳代

が88名、90歳代が３名となってございます。 

  それから、今度は民間に委託している事業に

ついて申しあげますが、軽スポーツを中心とし

たいきいき健康教室というのがございます。こ

れには延べ579名が参加していただいておりま

す。60歳代が143名、70歳代が362名、80歳代が

74名というふうになっております。 

  また、自分の手足の重さを活用する運動のら

くらく筋トレ教室というのがございます。これ

には延べ136名の方が参加していただいて、60

歳代の方が46名、70歳代が75名、80歳代が55名

となっております。 

  また、流水プールを活用した流水健康塾とい

うのがあります。これには延べ171名の方が参

加をしていただいて、60歳代の方が34名、70歳

代が122名、80歳代が15名というふうになって

おります。 

  それから、各地区公民館４カ所で実施をして

おります出前講座というのがございます。これ

には全体で延べ289名の方が参加をしていただ

いております。60歳代の方が54名、70歳代の方

が183名、80歳代の方が52名というふうになっ

ております。 

  今申しあげたように、全体として70歳代の方

の参加が多くなっておりますけれども、健康に

大変関心のある方が幅広く参加をしていただい

ております。 

  そのほかにも、地域主体となる活動として、

いきいき100歳体操というのがスタートアップ

を支援しております。今では市民主体で15の団

体で週１回程度、地域に密着した介護予防活動

を展開していただいているところであります。

そういう意味で幅広く多くの方にさまざまな講

座、教室などに参加をしていただいているとい

うふうに考えております。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 ありがとうございます。 

  やはり先ほど申しあげました県内一長寿とい

うふうな部分が出たというものがありありと見

えるような感じがします。直接事業、委託事業

とも非常に利用者が多い。60代、70代、80代、

果ては先ほど90代の方まで健康元気をつくろう

とするその努力。それぞれの年代層とも頑張っ

ておられるというようなことを非常にうれしく

思うし、関心度も高いというふうに感じる数字

でございます。 

  その中でも前期高齢者となって、心の健康元

気さ、体の健康元気さを維持継続できるかが課

題となると考えています。みずから自発的に腰

を上げられる内容のメニュー、施設利用を考え

るべきと思うところでございます。市民体育館

トレーニングルーム、民間トレーニング施設等

も利用する方法もあります。ただいま伺いまし

た事業なんかでも、まさしくそれを顕著にあら

わしているんじゃないかなというふうに感じて

いるところでございます。 

  現在は、健康長寿への体づくりに多くの市民

が挑戦されています。70歳代前半の市民の話で

ありますが、トレーニングが趣味でウオークで

鍛えていると。体育館も利用していると。でも、

やり過ぎると膝が痛んでくるなと。痛めないで

筋力アップを図りたい。市民浴場に温泉プール

が欲しいなと、こんなことを話してくれました。 

  平成29年第４回定例会で、同僚渡邉議員の一

般質問に市民浴場移転の件で健康ランドと温泉

プール構想を質問されていました。市長は、構

想を大変褒められていましたが、しかし湯量が

上限に来ているというふうに答弁されておりま

した。 

  私は、浮力で衝撃を和らげる水中歩行、水泳

で筋力アップ、体力維持をフルシーズンで利用

できる温泉プールでなく、温水プール施設でも

いいのではないかなと。温水プール施設で運動
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して、その後に温泉で体を癒す。こんなパター

ンがあってもいいのではないかなと、こんなふ

うに思うところでございます。機械器具利用の

運動は市民体育館、民間施設でお願いするとい

うふうなことであります。 

  隣接自治体河北町に、温水プールつきトレー

ニング施設があります。その隣接地に町立温泉

施設があります。双方の施設を見学してまいり

ました。人々はおのおの施設をどのように併用

されているかはわかりません。しかし、敷地内

移動は見受けられました。 

  こんなことから、このたびの市民浴場にあわ

せた温水プール併設なんかは健康のために考え

られないでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 工藤議員からは、市民浴場に温

水プールをということで御提案がありましたが、

確かに渡邉議員の御質問にお答えして、温泉の

湯量はなかなかふやすことはできないというこ

とで、温泉のプールというのはなかなか難しい

のではないかというお答えを申しあげたところ

でございます。そういう意味でなくて、温泉を

使わないで温水プールだと、こういうことでは

どうかというような御質問でありましたので、

確かに御指摘のとおり、非常に温水プールのと

ころでの運動というのは負荷が逆にかからない

部分があって、そういう意味では健康の運動と

しては大変いいというようなお話も聞いており

ます。 

  河北町の温水プールつきのトレーニング施設

を御視察になったということでありますが、河

北町にはほかにそういう施設がないというよう

なところで、公共施設で整備をしたということ

であります。新たにそういう温水プールを設置

するということになると、御案内のとおり寒河

江市には温水プールを活用した運動施設という

のは、民間の施設が２カ所あるわけであります

し、また先ほど御答弁申しあげましたが、いろ

んな健康の事業などでも流水健康塾などという

ことで、流水プールを活用した塾なども、実際

そういう施設を活用していろんな健康づくりの

取り組みなどもさせていただいているところで

ありますから、そういう民間の既存施設の活用

なども含めて、費用対効果、あるいは需要予測

なども十分検討した上で、どういうふうにして

いくかということを進めていきたいと今考えて

いるところでございます。 

○内藤 明議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 新緑まぶしく感じられる昨今、

寒河江川堤防、最上川ふるさと総合公園、二の

堰親水公園散策路でのウオーク運動を目にする

ところであります。さきに申しあげました水中

歩行施設がそろえば、体への負担も軽く、さら

に筋力アップが図られるんじゃないかなという

ふうに思うところでございます。団塊世代が後

期高齢者になる前に、少しでも多く貯筋できる

年代にというふうに、公的施設なんかあっても

いいんじゃないかなというふうに私は思うとこ

ろであります。 

  将来の医療費、介護費を減らせる最良の方法、

それは市民の健康、高齢者の元気長寿が大事と

思います。健康長寿に先行投資してみませんか。

再度市長に、先ほどいいなというふうにおっし

ゃっていた中での再考を何かないか再度お伺い

して、私の質問を終わります。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 工藤議員から御提案、それから

御指摘のとおり、団塊の世代が後期高齢者とな

って、その上でいつまでも元気に暮らしていた

だくということを考えますと、やっぱり今まで

以上に健康ということが大変大事でありますし、

また議員御指摘のとおり少しでも貯筋をしてい

くという取り組みを官民挙げてしていくという

ことが大事なのではないかというふうに思って

いるところであります。 

  水中運動は、改めて言うまでもなく大変体へ
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の負荷が少ないというところもあって、持続的

に運動ができるということで効果があるという

ふうに言われておりますから、そういう施設が、

気軽に行けるような施設がほかにもあるという

ようなことが、そういうのに取り組む人たちが、

運動に身近に取り組んでいく人たちがふえてき

て、それが健康につながって医療費の削減など

にもつながっていくということにもなるんだと

いうふうに思いますから、改めて申しあげるま

でもありませんけれども、民間事業者の皆さん

ともいろいろ調整検討させていただいて、また

市としてできる事業などもいろいろ検討した上

で、これからの2025年に向かっての高齢者の健

康づくり、さらに充実をしていく必要があると

いうふうに考えているところでございます。

（「ありがとうございました」の声あり） 

 

國井輝明議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号３番について、11番國

井輝明議員。 

○國井輝明議員 さくらんぼ議会一般質問２番手

というようなことで、今回もまたさくらんぼを

目の前に質問できることを寒河江市民として特

別な思いを感じるところでございます。 

  ただいまは工藤議員の質問を聞きながら、私

自身１年前の質問のことを思い出しておりまし

た。今回はもうＣ12号というようなことでさく

らんぼの大玉化、またチッパーの導入について

質問させていただいたということを思い出しま

すけれども、そうしたことにおいて、今年度、

30年度の予算につきまして予算措置し、チッパ

ーを導入補助ということで実施してくださいま

した。そんな中、直接市民から、今回すぐ申請

したよという生の声も伺っているところで、打

てば響く寒河江市政というものを個人的に評価

しているところでございます。 

  今回は教育長に対して質問させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  寒政・公明クラブの一員として、今回質問さ

せていただきますのは教育全般というようなこ

とで、平成30年度の寒河江市政の教育、こちら

の冊子を拝見させていただきましたが、平成28

年度３月に第２次寒河江市教育振興計画を策定

し、基本目標である「ふるさとを愛し、寒河江

から夢のある未来を切り拓く人づくり」実現に

向け、取り組んでこられました。 

  計画３年目となる本年度は、さらなる教育の

充実発展のため、具体的な事業展開を確実に進

めてまいりますと力強く書かれておりました。

こうした文言を見ますと、私も頑張ってほしい

という気持ちから、胸に込み上げてくるものが

あり、胸が熱くなるものであります。 

  そこで、今回の一般質問では、学力の向上に

向けての取り組みや地域で抱えている課題解決

に向けての考え方、また児童生徒の保護者が必

要とされている取り組みなどについて質問させ

ていただければと考えております。 

  まず、学力の向上、現在の状況についてお伺

いしたいわけですけれども、近年寒河江市の学

力は全国並びに県と比較してどのような状況な

のかをお尋ねをさせていただいます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 おはようございます。 

  今、國井議員からは、今年度の寒河江市の教

育に対しまして評価をしていただき、またその

取り組みについてエールを送っていただいたの

かなということで感謝を申しあげたいなという

ふうに思います。 

  市の小中学校の子供たちの学力の状況につい

てということでございますので、お答えしたい

と思います。 

  学力につきましては、御案内のとおり、学校

教育法第30条に規定されているとおり、基礎的

な知識、技能の習得だけではなくて、これに加
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えて知識、技能を活用して課題を解決するため

の思考力、判断力、表現力等の育成、そして主

体的に学習に取り組む態度、この３つが要素と

されております。 

  これらのことを踏まえて、本市では標準学力

検査であるＮＲＴ、これは県内35市町村全てで

実施されておりますけれども、そして全国学

力・学習状況調査、さらには山形県学力等調査

などをもとに子供たちの学力について分析、評

価を行っているところでございます。 

  ＮＲＴにつきましては、学習指導要領に準拠

する比較的基礎的、基本的な学力を全国基準に

照らして見る検査であり、全国平均を50として

おります。昨年度は、小学校２年生から６年生

までを対象に検査し、小学校においては２・３

年生で国語、算数の２教科、４・５年生では理

科を加えて３教科、６年生ではさらに社会を加

えて４教科で検査をしております。中学校にお

いては、１年生が国・数・社・理の４教科、２

年生が英語を加えての５教科で検査を実施して

いるところであります。 

  小学校２年生から６年生までの教科全体での

平均は、先ほど平均が50と申しあげましたが、

本市は53.2、中学校全体では51.0という結果で、

全国平均を上回る結果でございます。 

  過去３年の経年で見ましても、小学校は52か

ら53、中学校は51前後で推移しております。 

  一方、小学校６年生と中学校３年生で毎年実

施されております全国学力・学習調査結果の昨

年度の結果は、小学校の国語Ａ問題の正答率は

全国と比較して約マイナス３ポイント、Ｂ問題

では約マイナス７ポイント、算数Ａ問題は約マ

イナス９ポイント、Ｂ問題ではマイナス５ポイ

ントと、全国正答率を大きく下回っております。

中学校では、国語ＡとＢ問題は、全国とほぼ同

程度の正答率ではございますが、数学Ａ問題は

約マイナス１ポイント、Ｂ問題は約マイナス２

ポイントという結果でございます。 

  また、小学校５年生と中学校２年生で行われ

ました、これは単独の教科ではなくて複数の教

科を横断したり総合したりして応用力とか活用

力というものを問う山形県学力等調査でござい

ますが、この結果につきましては２つの検査が

ございまして、検査１と検査２がございます。

小学校におきましては、検査１は、これは県の

テストでございますので、県の平均正答率と比

較して約マイナス２ポイント、検査２は県と同

程度であり、中学校につきましては検査１と２

ともに県平均と同じ程度でございます。以上で

ございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁の中で、最初に

50を平均としたところで非常に全国を上回ると

いうようなことで、次にまたもらったものでは

マイナスのポイントということで、私的にはど

のような基準をもって評価したらいいかわかり

ませんけれども、平均的なというふうに評価し

ていいのかちょっとわかりませんが、そのこと

につきまして、まずその状況をどのように捉え

ているのかお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほど申しあげましたＮＲＴ

でありますけれども、これは基礎基本の部分で

あります。基礎基本の習得ということをはかる

テストでございますが、これは全国を上回って

おりますので比較的良好な状態にあるのかなと

思いますが、思考力、判断力、表現力の活用力

あるいは応用力を問う全国学力・学習状況調査、

山形県学力等調査の結果は、県あるいは国の正

答率を下回る状況になっておりますので、こう

いった思考力、判断力、表現力の力を育成する

学力の向上と、そして教職員の授業改善という

ものが必要だなというふうなことで、本市の喫

緊の課題であると捉えているところでございま

す。 
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○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 よくわかりました。そうしたこ

とを目的に、目標に頑張ってほしいという気持

ちも持ちながらも、今寒河江市で学力について

は、先ほど答弁にもいろいろあったわけですけ

れども、全国学力調査に加え全学年にわたって

実施している学力検査の結果を十分に活用しな

がら、今後の課題を把握して向上を進めている

というようなことなんでしょうけれども、今後

の取り組みについてお尋ねさせていただきたい

と思います。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 学力向上と授業改善につきま

しては、県内全ての小中学校に共通する喫緊の

課題であるということで、この課題解決のため

には、県におきましては探究型学習の推進に取

り組んで今年度で４年目を迎えているところで

ございます。 

  このような県全体の取り組みに加え、本市で

は今から申しあげる２つのことについて取り組

みを始めているところでございます。 

  まず１つは、昨年度から教職員の研究・研修

機関であります市の教育研究所の組織を大きく

改編し、学力向上に特化した取り組みを開始し

たところでございます。３つの中学校区それぞ

れの子供たちの学力の実態を踏まえ、児童生徒

が主体的、協働的、意欲的に学習課題に取り組

めるように、教材または単元構成などを工夫し

たり、授業を他の学校へも積極的に公開するな

どして、授業改善を小中連携により系統的、計

画的に行うことで授業の質的向上を目指してい

るところでございます。 

  ２つ目は、本市独自に今年度小学校４年生と

中学校１年生で学力調査を実施したところでご

ざいます。このことによって、全国学力・学習

状況調査、山形県学力等調査に加えて、小学校

４年生から中学校３年生まで切れ目なく児童生

徒の学力を多角的、多面的に分析することがで

き、より効果的な学力向上対策が講じられるの

ではないかなというふうに考えているところで

ございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 独自の調査等々も実施しながら

検証して進めていくということで、よろしくお

願いしたいと思っております。 

  私自身、自分も今中学校３年生と小学校６年

生の２人の子供を持つ父親として少し感じてき

たところに、小学校時、４・５年生あたりで勉

強に対しての理解度にだんだん開きが出てきて

いるなというふうに感じていたところでござい

ます。 

  こうしたことを把握しながら、適切な対応は

必要であり、これまで以上にしっかりしたフォ

ローを入れていくべきだろうなと思いますけれ

ども、現在の状況も含めて今後の取り組みにつ

いてお尋ねさせていただきたいと思います。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員御指摘のように、学年が

上がるにつれて学習内容もふえ、また高度にな

ってきますので、そういったことについては議

員御指摘のとおりかなというふうに感じている

ところでございます。 

  子供たちの学習へのフォローアップにつきま

しては、各小中学校においては、先ほど申しあ

げましたさまざまな検査の結果をもとにしなが

ら、個々の学力や学習の状況をつぶさに分析し、

個に応じた具体的で適切な指導がなされている

というふうに認識しているところでございます。 

  加えて、本市としましては、昨年度まで配置

しておりました学習補助員を今年度より学力向

上支援員というふうなことで、学力向上に力を

入れております。これまで以上に学力向上のフ

ォローアップに努めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ぜひしっかりとお願いしたいな
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というふうに思っております。 

  学力向上のことにつきまして、いろいろ学区

内の議員とも小中学校を訪問していろいろ先生

方ともお話ししたときに、電子黒板のことにつ

いてちょっとお話しさせてもらったことがあり

ました。現在、各小中学校に電子黒板が設置さ

れておりますけれども、私も３月の予算委員会

で質問させていただきましたが、この電子黒板

を活用して行う授業は児童生徒に対し非常に有

効的であるというデータも出ているようであり

ました。 

  文部科学省が委託した電子黒板の活用により

得られる学習効果等に関する調査研究報告書を

見ますと、電子黒板の活用により得られる学習

効果等に関する調査を小学校50人、中学校で52

人の教員が一体型の電子黒板を活用し授業を行

ったところ、「子供の意欲を高めることに効果

がある」「子供の理解を深めることに効果があ

る」については、「とてもそう思う」と「少し

そう思う」を合わせた肯定的な回答が100％で

ありました。 

  しかしながら、「子供の表現や技能を高める

ことに効果がある」については93.1％と高いの

ですが、「子供の思考を深めたり広げたりする

ことに効果がある」については52.0％と、他に

比較して低い値となっておりました。 

  このことにつきましては、現在取り組んでい

るグループ学習、ペア学習など協働的な学習も

活用しつつ学力向上に取り組んでほしいと考え

ております。 

  こうした調査結果を見て、電子黒板を多く利

用できる環境を整備し、よりよい授業を受けら

れる条件整備を進めるべきだと考えますが、い

かがでしょうか。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 電子黒板を含めたＩＣＴを活

用した情報教育の推進につきましては、本市の

第２次教育振興計画にも具体的な取り組みの推

進とそれに伴う促進目標が明記されてございま

す。 

  電子黒板につきましては、促進目標にありま

すように、学校規模に応じ各フロア１から２台

の設置については既に達成しているところでご

ざいます。市内の各学校のＩＣＴ機器の使用状

況でございますが、電子黒板によるデジタル教

科書、あるいはデジタルコンテンツなどの活用。

興味関心を喚起し、視覚的効果を狙いとした書

画カメラの活用などは意欲的に行われていると

ころでございます。 

  とりわけ先ほど話題になりました電子黒板に

つきましては、本市におきましても、他の生徒

の意見を画面上で紹介したり、全体でさまざま

な意見を共有したりすることで意見を広げたり、

また思考力、判断力、表現力を高めるために効

果的だと先ほど御指摘のありましたグループや

ペア学習等の場面でもお互いの考えを比較した

り深めたりするなど効果的な使用も見られると

ころでございます。 

  これまで以上に多くの子供たちに電子黒板を

含めたＩＣＴ機器の活用が可能となるためには、

教育環境整備のさらなる充実が必要であるとい

うふうに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 先ほど私も申しあげたとおり、

やっぱり効果があるというものに、ぜひしっか

りと支援してほしいなと思っております。特に

教育というのは、私の個人的な見解ですけれど

も、やはり教育することによってその先、何年

後かはわかりませんが、しっかり効果が出ると

いうふうに思っておりますので、効果が出るも

のに対して早目に対応してほしいという気持ち

があったものでしたので、そうしたことでちょ

っと御提案させていただいたところでございま

した。 

  このほか、学力の向上についてはそういった

ＩＣＴの活用というものももちろんそうであり
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ますが、現在おられる教職員のスキルアップに

ついてもお尋ねさせていただきたいと思ってお

ります。 

  これは個人的にいろいろ考えるわけですけれ

ども、学習塾に通わせることをちょっとふと考

えると、親としては成績が伸びる、点数が伸び

るから、そうしたことで決して安くはないお金

をかけて塾に通わせているところでございます

けれども、結果として成績が伸びる。その要因

を考えると、他人より多くの時間を勉強するこ

と、また少人数できめ細やかな指導がされてい

る等、挙げられると思います。 

  寒河江市では、公開授業等を行い、教職員の

スキルアップを図っているようですが、学校で

の授業の進め方にもより工夫をした指導方法も

考えていくべきだと思いますが、現在の取り組

み状況についてお伺いさせていただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 児童生徒の学力を向上させる

ためには、議員御指摘のとおり、教員の指導力、

資質を高めていくということは重要なことであ

ると承知しているところでございます。 

  県が推進している探究型学習につきましては、

児童生徒の学力を高めるということだけではな

くて、教員の学習に対する指導力を高めるとい

うことも狙いとしているというふうに感じてお

ります。 

  そのために、県では県内全ての教員に探究型

学習推進協力校の公開研究会や各種学力向上に

関する研修会への積極的な参加を促しておりま

す。 

  その動きと連動させながら、それぞれの教員

はみずからが探究的に教材研究を行い、教科の

特質に応じた主体的、協働的な学びが展開でき

るそういった単元、あるいは授業づくりをデザ

インできるよう努力をしているところでありま

す。 

  全県的なこのような動きに加えまして、本市

内の小中学校では、学校独自に、今県で命課し

ている教育マイスターとは別に、校内マイスタ

ーを任命したり、指導主事あるいは大学の教員

を助言者に招聘して事業を積極的に公開したり、

あるいはアセスメントの調査、これは先ほどの

学力・学習状況以外に、例えば生徒指導上の、

あるいは学級の子供たちのそういった人間関係

といったものも含めますアセスメントの検査な

ども活用しておりますが、そういったことをよ

り有効に活用するための研究会を実施したりと、

日常的に教職員のＯＪＴも機能させながら、教

員の資質と能力のスキルアップを行っていると

ころであります。 

  市の教育委員会といたしましても、学校のニ

ーズに応えながら適切に指導助言を加えて、学

力向上に資する市全体の教員のスキルアップに

努めていきたいと考えております。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 答弁ありがとうございます。 

  今、県全体での取り組み以外でも市独自の取

り組みも実施しながらやっているということで

ございますので、その辺もしっかり私も見なが

ら、何かありましたら私のほうからもまた改め

て質問させていただきたいと思います。まずは

頑張って取り組んでいただきたいというふうに

思っております。 

  次に、英語教育についてお尋ねをさせていた

だきたいと思います。 

  寒河江市では、現在外国語指導助手ＡＬＴを

３名配置し、また今年度からは新たに日本人英

語講師ＡＥＴを設置し、小学校から始まる外国

語活動や高学年で教科となる外国語学習の充実

を図っております。 

  まずは、現在の取り組み状況についてお尋ね

させていただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 御案内のとおり2020年度から

新しい学習指導要領が全面実施されることに伴
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い、今小学校５・６年で行われている外国語活

動は教科になります。また、新たに５・６年で

行われている外国語活動が３・４年生で新たな

領域としての指導が始まっていきます。この学

習指導要領全面実施に向けて、今年度と来年度

は移行期間というようなことで、積極的に先行

実施を行っていくというふうな期間になってお

ります。 

  そういったことを踏まえて、確実に全面実施

に向けた取り組みを進めているところでありま

す。 

  本市の外国語教育につきましては、先ほど議

員からございましたとおり、ＡＬＴ３名の配置

のほかに、さらなる外国語教育の充実を目指し

て、外国語指導支援員ということでＡＥＴを３

名今年度から配置する取り組みを始めたところ

でございます。 

  授業につきましては、現在学級担任による単

独の授業のほかに、担任とＡＬＴがチームティ

ーチングといいますか一緒に授業をやる、ある

いは担任とＡＥＴが授業をするというふうなこ

の３つの形態で行い、これまで以上に質の高い

充実した授業となるよう取り組みを進めている

ところでございます。 

  これに加えて、市の英語教育推進会議、これ

は中学校、小学校の英語を担当している教員で

構成している会議でございますが、この中でも

ＡＬＴやＡＥＴとの効果的な授業のあり方につ

いて議論をしたり、小中連携を含めた研修に取

り組んで取り組みを行っているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 取り組み状況につきましてはわ

かりました。 

  その英語教育、英語を身につけるために一番

効果的なものに、私は交換留学というものがあ

るというふうに正直思います。やはりその国に

行って、実際の肌で感じるというか、実際その

場で学ぶということも、非常にこれは効果的で

あるというので、交換留学についてちょっとお

尋ねさせていただきたいわけですけれども、外

国語を学ぶのに海外留学というものは非常に有

効であるとともに、個人の世界観も広がること

から、実際に海外に足を運んでほしいと考えま

すが、費用もかかることから我が子を海外に旅

をさせるということの実現には至っていないよ

うな状況ではないでしょうか。 

  こうした中、身近なところで活動している市

内のロータリークラブが取り組んでいる事業で、

これは高校生ですけれども、高校生を対象とし

た交換留学を支援しております。これは約１年

間、アメリカ、ブラジル、台湾、フランス、ド

イツ等幅広い国々と若者の交流を進め、グロー

バルに活躍できる人材育成を目指しているので

す。 

  こうした取り組みはとても重要であると私も

考えます。約１年間の留学で、生徒たちは、こ

の国の言葉で通訳ができるほど語学を習得され

るとのことです。 

  こうした取り組みについて、どのような感想

を持たれるのかお尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 高校生を対象にした交換留学

をロータリークラブさんで行っているというふ

うなことで、大変、英語圏だけではなくてそれ

以外のフランス、ドイツ等とも幅広く交流をさ

れているというようなことに対しては敬意を表

したいと思っているところであります。 

  高校生だけでなく、やはりこういったグロー

バル化の社会の中にあっては、小中学生という

早い時期から異文化への理解、あるいは国際感

覚を身につけること、あるいは外国の人たちと

のコミュニケーション能力、そういったことを

身につけていくことは大変大切なことではない

かなと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 
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○國井輝明議員 では、高校ではなく、義務教育

課程でありますから中学校までということであ

りますけれども、短期留学でも生徒たちは意識

の向上が図られるというふうに私は感じている

んですけれども、こうした取り組みを義務教育

課程である中学生時に行えないものかと考えま

すが、課題となるようなことはないのかお尋ね

させていただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 短期の交換留学、あるいは海

外派遣については、議員御指摘のとおり成果が

得られるものだろうと思いますが、一方で検討

すべき課題もあるのかなというふうに思ってい

るところでございます。 

  １つは、適正な派遣人数とそれを選考するた

めの基準というものが必要なのかなというふう

に思っているところでございます。 

  ２つは、義務教育課程の中での派遣でござい

ますので、学校教育とのかかわりの中でどのよ

うな時期にどのくらいの期間が適切かという問

題もあるのかなと思っております。 

  ３つ目は、往復あるいは滞在期間における安

全面の配慮でございます。まして当然のことで

はありますが、旅費や滞在費といった費用の問

題もございます。 

  このこと以外にも、派遣先や国際情勢の変化

等々により慎重に検討していかなければならな

い細かな点での課題も出てくるのかなというふ

うに思っているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいま３点ほど、やはり課題

となるようなところがありました。私もやはり

平等とかいうことはしっかりと思うんですけれ

ども、やはりその人数、派遣の選定というよう

なことで、皆様がひとしく得られなければ、そ

ういった海外でのもし実施できるんであれば、

皆さんがひとしく受けられるような条件下でな

ければだめなのかなと思いますので、そうした

ことを考えてしまうとこういった取り組みとい

うのは正直難しいのかなとちょっと感想を持っ

たところでございます。 

  しかしながら、やはりこの寒河江にいて、か

ついろんな語学を学びたい、英語だけでなく、

英語を一番メーンにいっていますけれども、そ

ういった場で学びたいという方がいれば支援す

るのも一つだと私は考えておりますので、そう

したときに、考えるときに、市内の民間団体で

実績を持っている、先ほどロータリークラブと

申しあげましたけれども、こうした方、団体と

行政とで連携した取り組みなどできないか。そ

れをもって実施できないかというふうにも考え

ますけれども、いかがでしょうか。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 西村山地区内の他のまちの状

況を見ますと、実際に中学生の海外派遣事業を

行っている例もございます。例えば、大江町や

朝日町では中学生の海外派遣を夏休み中に１週

間ほど、アメリカに10名程度の生徒を派遣して

おるというふうに聞いております。 

  これらの事業につきましては、生徒に国際感

覚を養って、広い視野に立ち、さまざまな異文

化を体験し、実際に見聞を広めながら言葉や生

活環境の違う人々と触れ合うことで、国際社会

の中でともに生きていくための資質、能力を育

成するということを目的としているというよう

に伺っております。一部費用を個人負担してい

ただきながら、町の単独事業として行っている

というふうに聞いております。 

  本市といたしましても、民間団体との連携に

よる派遣につきましては、公教育の中での意義

や狙い、派遣先なども含めた自治体の先行事例

等も参考にしながら調査研究を行い、総合的に

考えてまいりたいと思っているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前11時10分といたします。 



 - 42 -

 休 憩 午前１０時５５分  

 再 開 午前１１時１０分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  國井議員。 

○國井輝明議員 質問に入ります前に、私冒頭、

軽部教育長のことを軽部教育委員長というふう

に言ってしまったようでございました。正しく

は軽部教育長ということで文言の修正をお願い

するとともに、おわびいたします。大変失礼い

たしました。 

  先ほどの質問に対しまして、近隣の自治体で

実施している状況を御答弁いただきありがとう

ございました。その中で少し検討させていただ

くということでございますので、何とかいい方

向で検討いただきながら、結果を出していただ

ければというふうに思っているところでござい

ます。 

  それでは、次の質問に入らせていただきたい

と思います。 

  部活動指導員について質問をさせていただき

たいと思います。 

  この質問に関しましては、一般質問２日目、

木村議員から詳しく質問されるようでもござい

ますので、私からは３点について質問させてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

  働き方改革の一環として、教職員の負担軽減

を図るとされておりますが、寒河江市でも予算

措置し、各中学校へ１人ずつ配置する予定と伺

っております。このことにつきまして、まずど

のような方を配置しようとしているのかお尋ね

をいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 部活動指導員につきましては、

昨年、学校教育法施行規則が一部改正されて、

新たに制度化されたものでございます。身分に

つきましては、地方公務員法に基づいて任用さ

れる非常勤嘱託職員となり、非常勤の特別職公

務員として学校の設置者が任命するものでござ

います。 

  部活動指導員は、国が策定した運動部活動の

あり方に関するガイドラインなどに基づいて、

学校教育における部活動の役割や意義、各部活

動の目標や方針を十分に理解した上で、安全の

確保や心身の発達段階に応じた指導、体罰の禁

止、事故発生時の対応など、指導員として教員

である顧問と同じ資質、役割を担うことになり

ます。 

  本市としましては、このことを踏まえた上で、

７月より市内３中学校に１名ずつ適任と思われ

る方を配置し、教員の働き方改革の一環として

教員の負担軽減を図ってまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 済みません、ただいまの答弁で、

具体的にどのような方というところでちょっと

わからなかったんですけれども、お願いできま

すでしょうか。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほど資質あるいは役割につ

いては申しあげましたけれども、そういったこ

とに適合できるような方を、まず地域にそうい

った方がいるかということを学校長が学校のニ

ーズに応じて人材を選んで、そして配置してい

くというふうなことになるかと思います。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 人選中というようなことだと思

います。ありがとうございます。 

  それでは、部活動指導員とは、どのような活

動の仕方をするのか。例えば、１つの部活動に

専念させるのか、または、教職員の負担軽減で

すので、複数の部活動をかけ持ちするのか。そ

うしたところをお尋ねしたいと思います。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 これまでは外部コーチという
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ものが学校の部活動の指導等を担っていたわけ

ですけれども、この外部コーチにつきましては

学校長の委嘱状等による契約というふうなこと

で、主に当該の部活動、１つの部活動にかかわ

る技術指導のみを行って、コーチ単独での引率

などはできないというふうなことでございまし

たが、部活動指導員につきましては学校の実態

に応じた運用というものが可能になってござい

ます。１つの部活動の顧問としての指導だけで

はなくて、学校で必要な場合は複数の部活動に

ついてもかかわりを持つことはできますし、大

会引率や指導が可能になってきます。この点は、

これまで配置されている先ほど申しあげた外部

指導者、いわゆる外部コーチとは異なるもので

ございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 わかりました。 

  では、いろいろ部活動がございますが、顧問

の先生とのかかわり方についてお尋ねさせてい

ただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほどの御回答と重複する部

分があろうかと思いますが、これまで配置され

ていました外部コーチは、教員である顧問との

連携、協力のもとでの技術的な指導のみを行う

ことができました。 

  これに対して、部活動指導員は文科省の通知

によりますれば、スポーツや文化活動等にかか

わる専門的な知識、技能のみならず、学校教育

に関する十分な理解を有するものというふうに

されておりますので、顧問のかわりに生徒の引

率が可能になるなど、顧問が不在であっても部

活動の指導、引率ができる責任ある立場という

ふうになります。 

  このようなことから、これまで配置されてお

おりました外部コーチ以上に、学校との連携、

あるいは学校との協力というものは必要になっ

てくるというふうに考えているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 大変責任も重いというふうに認

識しますけれども、やはりそうしたしっかりと

した人を人選いただくように、学校側にもしっ

かりとお伝えいただければと思っております。 

  木村議員の質問とかぶっておりますので、こ

の程度に質問をとどめさせていただきたいと思

います。 

  それでは、小中学校の地域参加についてちょ

っとお尋ねさせていただきたいと思います。 

  児童生徒がこれまで以上に地域参加しやすい

環境をつくるために、教育委員会として御協力

をお願いできないかということで質問させてい

ただきたいわけですが、私の地域に目を向けて

お話をさせていただければ、例えば地域の運動

会では毎年子供たちの参加が少ない、参加しな

いと感じております。言いかえれば、地域で児

童生徒と交流するところが少ないということと

も言えると思います。 

  私、これは持論ですけれども、地方にあって

都市部にないものというのは、やはり地方のほ

うでは人と人とのかかわりを大切にしていると

ころだというふうに私は考えています。私の幼

いころから比べましても、地域での人のかかわ

りというものが非常に少なくなり、希薄化して

いると感じているところでございます。地方を

支えるのは人とのかかわりというふうに強く持

ち、支え合うことであると私は考えております

ので、こうした課題を早く解決したいなという

ふうに考えるところでございます。 

  軽部教育長は、子供たちを地域コミュニティ

ーへ参加させたいというお気持ちを強く持って

いると感じているところでありますが、まずは

こうした現状をどのように捉えているのかをお

尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員御指摘のとおり、少子高
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齢化、そしてそういった影響のもとで地域住民

同士のかかわりが希薄になっているなというと

ころで、小中学生が地域コミュニティーと積極

的にかかわって、地域に貢献したり、地域に対

する愛情を醸成していくということはとても重

要なことであるというふうに認識しております。 

  現状についてでございますが、昨年度の全国

学力・学習状況調査に子供たちの意識調査とい

う部分がございまして、本市の小学校６年生で

ございますが、地域の行事に参加していますか

というふうな質問に対して、「当てはまる」あ

るいは「どちらかといえば当てはまる」と答え

た子供たちの割合は86.5％でございます。これ

は全国や県と比較しても約４ポイント高い割合

を示しています。この結果から見ても、小学生

にあっては地域の運動会や資源回収、花植えや

草取りなど市主催の行事等も含めて地域行事や

ボランティアに積極的にかかわっている姿が見

られるのかなというふうに思っております。 

  学校教育の中でも、触れ合い学習、あるいは

伝統行事、伝統芸能等での体験学習において地

域の方々との触れ合い、あるいは地域の方々と

一緒の活動に積極的に取り組んでいる姿がある

のかなというふうに感じております。 

  一方、中学生でございますが、先ほどの同じ

全国学力・学習状況調査の中学生の意識調査の

地域の行事に参加していますかというふうなこ

とに回答した「当てはまる」「どちらかといえ

ば当てはまる」と答えた割合につきましては

39.2％でございます。これは県が57.9％、全国

が42.1％でございますので、それより低い傾向

にあるというようなことで、先ほど議員が御指

摘していた状況が中学生にはあるのかなという

ふうに感じているところでございます。 

  このような現状を踏まえて、本市の中学校の

中にも、子供たちが主体的に学区内の町会長さ

んとグループでの話し合いを持って、その当該

の町内で抱えている課題を大人と子供が共有化

していくというふうな話し合いをしたり、ある

いは地域の方と一緒にできるボランティア活動

はないのかというふうなことについて議論した

りするなど、具体的に取り組んでいる学校がご

ざいます。 

  そのようなことが功を奏しまして、これまで

よりも地区民運動会やお祭りなどへ積極的に参

加したり、あるいは敬老会でボランティアを行

ったりというふうな活動をしたりする姿も見ら

れるようになったと聞いており、うれしく思っ

ているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 答弁いただいた内容で、小学校、

中学校でそれぞれ地域とのかかわりということ

でパーセンテージを示されました。小学校は

86％、中学校では39％ということなんですが、

ちょっとやはり私は正直疑問に思うところがあ

りまして、やはり資源回収だとは思うんですね、

小学校。年に２回くらいあるのかな。育成会で

の資源回収、また学校単位の資源回収というこ

とで。その資源回収に１回でも参加すれば、地

域に参加したか、活動に参加したかどうかとい

うところをイエス・ノーで答えれば参加してい

ますだと割合が高くなると思いますが、やはり

具体的に教育長先ほど述べられた町会長と語っ

て情報の共有を図りながらボランティア活動を

するということを、もう少し頑張ってほしいな

という気持ちがあったので質問しましたので、

現状ではまだ少ないというふうに思っておりま

す。 

  ですので、もし資源回収だったとすれば、正

直自分たちの親世代としかかかわりがない。幅

広く言えば、その上の年、お年寄りといったら

大変失礼です。大先輩とおつき合いすることで、

地域とのかかわりというものが強くなると思っ

ております。これは、学力だけではなく、地域

の人と、人と接することで、コミュニティー・

コミュニケーション、そうした能力も高くなっ
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ていくと思いますので、社会で生き抜くために

はそうしたコミュニケーション能力を高めるこ

とも必要だと思いますので、あと地域コミュニ

ティーの強化ということで、ぜひともこれから

もっと進めていただければというふうに思って

いるところでございます。 

  私は、先ほど述べたことについて、町会長の

会合や公民館の会合でも、若者も参加できる事

業展開してほしいとお願いした経緯もありまし

て、各町会で課題となっていることの一つに、

若い世代が地域活動へなかなか参加してくれな

いことだということでありました。 

  小学生になればスポーツ少年団活動、中学校

になれば部活動で時間がとれなくなり、これに

伴って親としても子供たちの活動に密接にかか

わっていることから、地域での会合に参加しに

くくなっているというのが実情だと思っており

ます。 

  こうした課題解決のため、教育委員会として、

地域参加促進ということへの御協力はできない

ものなのかお尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 子供たちの地域参加という課

題につきましては、やはり教育委員会のみなら

ず学校含め、そしてこれは地域全体で考えてい

かなければならない課題なのかなというふうに

考えております。 

  少子高齢化が進む中で、地域社会をどう活性

化していくのかと。若い親世代をコミュニティ

ーづくりにどう関与させていくのか、あるいは

どう取り組んでいくのかということについては、

極めて重要な検討すべき課題であるというふう

に感じております。 

  課題解決を学校だけに期待するということで

はなくて、子供たちの実態や状況を捉えた上で、

地域の持つ課題をどのように解決していくか、

あるいはコミュニティーをどう活性化していく

かというのは、我々行政も含め地域全体で考え

ていく必要があるというふうに考えているとこ

ろであります。 

  先ほど述べましたように、子供たちが主体的

な気持ちで、先ほどの調査では地域に参加して

いるかという割合のほかに、地域に対する課題

意識を持っているか、あるいは地域に何か貢献

できるかという項目がございますが、その項目

につきましては本市の子供たちは高い数字にな

っていると感じておりますので、そういった子

供たちに活動する場がもっともっと地域との話

し合いの中で出てくれば、子供たちが地域に出

ていく場、あるいはそれに引きずられて親世代

も出ていくという、そういったいい循環ができ

てくるのかなというふうに思っておるところで

あります。 

  先ほど申しあげたような子供たちと大人が話

し合いを持って地域の課題について共有化した

り、あるいは地域で何のボランティアができる

のかということを話し合うことを通して、取り

組みが少しずつ進んでおりますので、そういっ

たことを教育委員会としても価値づけ、積極的

に後押しをし、そしてその取り組みが全市に拡

大していくよう期待しているところであります

ので、そのように指導してまいりたいと思って

いるところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 力強い答弁をいただいたなと思

っております。ぜひよろしくお願いしたいと思

います。我々もしっかりと協力していきたいと

思いますので、お願いいたしたいと思います。 

  それでは、最後の質問に入らせていただきた

いと思います。 

  学校用の学校での連絡メールについて質問さ

せていただきたいというふうに思っております。 

  私は、先ほどもちょっと申しあげましたが、

２人の子供、２児の父として学校関係でかかわ

ることがございまして、子育て世代の意見を多
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く伺っているところでございます。最近の話題

としましては、寒河江市はとても頑張っている

という話題が多くて、とてもうれしく思ってい

るところでございます。 

  そうした中にあっても、子供を育てる親たち

はいつも不安に思うこともあるものです。それ

は緊急時の対応ということなのですが、例えば

東日本大震災では、停電でも学校行事が行える

のか、強風等の悪天候でも通学させるのか、不

審者の情報をいち早く知らせてほしい等、タイ

ムリーな情報提供を求める保護者は少なくあり

ません。 

  こういった声に耳を傾け、独自にメールによ

る一斉送信する取り組みを行っている学校もあ

るようです。私が調べた中では大きく２つの方

式がありました。 

  具体的に申しあげれば、寒河江小学校では学

校独自にシステムを導入し、学校に設置したパ

ソコンから一斉送信する取り組みであります。

この取り組みのメリットは、一度システムを購

入してしまえばコストがかからないこと。全然

とは言いませんがコストがほとんどかからない

ということ。デメリットとしては、セキュリテ

ィーを考え、緊急時でも学校に設置しているパ

ソコンでしか送信できないこと。 

  もう一つの取り組みとして、これは陵東中学

校ですけれども、陵東中学校ではマ・メールと

いうスマートフォン等の携帯端末でも一斉送信

ができるというものであります。この仕組みの

メリットとしては、緊急時でもその場で必要な

情報を一斉送信できること。デメリットとして

は、セキュリティーの保護として業者に登録件

数に応じてその費用を毎年支払わなければなら

ないことであります。そして、このシステム利

用に当たっての費用については、父母と教師の

会の会費から支出しているというような状況に

あるようです。父母と教師の会の収支報告を見

ましても大変厳しい状況にあるようですが、ま

ずは市内小中学校での取り組み状況についてお

尋ねさせていただきます。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員のお話にもありましたよ

うに、学校緊急連絡メールにつきましては、災

害時や緊急事態発生時の教育課程変更、臨時休

校とか授業の変更などの連絡においては非常に

有用、有効であるというふうに認識していると

ころであります。 

  本市の小中学校の状況につきましては、先ほ

ど議員からありましたように、学校が市販のソ

フトを購入して緊急連絡メールシステムを実行

している学校、それから学校会計とかＰＴＡ会

費による経費から学校が業者と１年単位で契約

をして緊急メールを導入している学校などがご

ざいます。親御さんが携帯電話、スマートフォ

ンを本当に持っている時代になりましたので、

そういった保護者さんからの要望もあり、学校

でもそのニーズに応えながら先ほど申しあげた

ソフト購入、あるいは業者との契約という形で

保護者の要望に応えるよう対応しているという

ふうに捉えているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいま各学校単位で保護者の

ニーズに応える形でということで、そうした学

校もあるということでございますので、やはり

学校単位での活動、取り組みということになる

と思います。 

  いろいろ今、教育長の答弁の中で、今の世代

は大体タブレットとか携帯とか、そういったも

のを持っている状況にだんだんなっているとい

うことでしたが、やはり持っていない方ももし

かしたらいるかもしれませんが、そうした課題

もあるかもしれませんが、私としましても、市

内どこの学校に通っても、同じサービスで同じ

ような安心感が得られるということは必要であ

るというふうに思っております。 

  共通システムを利用できるように予算措置し
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て取り組んでもらいたいというふうに思います

が、この点についてはいかがでしょうか。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 緊急連絡メールシステムにつ

きましては、大変有用性が高いというのは御指

摘のとおりだと思います。ただ、市全体で共通

システムを構築していくかということについて

は、さまざまクリアしなければならない課題も

あるのかなというふうに思っております。 

  １つは、保護者の情報受信が携帯電話、スマ

ートフォンだというようなことで、受信に係る

パケット料金といいますか、料金が発生したり

するということがございますし、メールアドレ

スを公開する必要性から個人情報が流出するの

ではないかというふうな懸念などもあり、全員

から確実に加入していただけるのかという点が

ございます。先ほど議員からございましたよう

に、全ての方が持っているとも限らないという

ようなところもあるのかなと思います。 

  また、２つ目は、学校の現有教員の体制の中

で緊急情報をどの時間帯でも迅速に送信できる

体制が本当に可能であるのかというふうなこと。

また、受信側、保護者にあっても、常に受信で

きる状態にあるのかというふうなことも考えて

いかなければならない点なのかなと思います。 

  ３つ目は、非常災害の被害が特定のエリアで

発生した場合にも、臨時休校とか授業変更の情

報を市全体共通のものとして全ての保護者に緊

急連絡メールを発信するということが本当に必

要なのかということも吟味していかなければな

らない。つまり、配信の範囲ということも検討

していかなければならないのかなと思います。 

  校長会等では、豪雨あるいはそういう自然災

害のときの休校につきましては、中学校学区を

１つの単位として共通認識しながら、その中で

対応しているということがありますので、そう

いった現状を踏まえますと、全ての市内全員に

同様の情報を提供するということがどうなのか

なという点も考えていかざるを得ないのかなと

いうふうに思っているところであります。 

  これ以外にもさまざまあるのかなというふう

なことで、いずれにしましても市内同一サービ

スの導入に当たってはこれらの多くの課題に対

して慎重に検討を加えるとともに、それを踏ま

えた十分な準備というものが必要かなというふ

うに現段階では感じているところでございます。 

○内藤 明議長 國井議員。 

○國井輝明議員 答弁の中でいろいろ課題がある

ということで、やはりパケット通信料、受ける

側も費用がかかってしまうということ、また個

人情報の流出、もちろんそうであります。 

  また、ちょっと私の感覚と違うところもあっ

たんですけれども、要は一斉送信といっても教

育委員会から一斉に全部同じ情報ではなく、シ

ステム導入ということは、学校単位にすること

によって、学校単位の判断で送信すればいいだ

けの話であるというふうに思いますので、その

辺も含めて教育長の答弁ではちょっとしっかり

と考えていきたいというように私は前向きに思

っておりますので、よろしくお願いしたいとい

うふうに思っております。 

  こうしたシステム導入については、いろいろ

本当に課題も多いかと思いますけれども、しっ

かりと、例えば各保護者に対してのアンケート

調査、意識調査なども行うなど対応など考えて

いただきながら、寒河江市の児童生徒がしっか

りと学校で学んで、そして登下校できる環境整

備というものを整えていただきたい。そんな思

いを最後に述べさせていただきまして、私の質

問を終わらせていただきたいと思います。あり

がとうございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号４番、５番について、

４番渡邉賢一議員。 
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○渡邉賢一議員 社会民主党、市民クラブの渡邉

賢一であります。 

  多くの市民を代表いたしまして、無会派議員

の１人として御質問をさせていただきます。 

  まず、市長の市政概況報告でも触れられてお

られましたけれども、去る５月19日に行われま

した本市第１号の統合中学校である陵東中学校

創立50周年記念式典、全国、東北の合唱コンク

ールにおきまして過去に功績のありました５組

の個人、団体の有志同窓生が講師となって記念

公演とスペシャルコンサート、またつつじまつ

りのオープニングとなる全校合唱記念コンサー

トが盛大かつ成功裏に終了することができたと

報告されております。当日は曇り空でつつじま

つりのイベントも天気が心配されておったんで

すけれども、生徒の皆さん、学校関係者、保護

者、地域の皆さんの願いが届き、すばらしい全

校合唱のハーモニーを響かせることができまし

た。私も関係した１人として、市当局の皆様に、

御尽力に敬意と感謝を申しあげる次第でありま

す。 

  さて、今シーズンの露地さくらんぼの収穫も

始まり、あしたは観光さくらんぼ園の開園式も

予定されているところであります。 

  きのう、私は研究機関である園芸試験場で研

修を受けてまいりました。山形Ｃ12号、先ほど

工藤議員からもありましたけれども、平成９年

から開発されて21年かかっているということで

ありまして、過去に県の園芸試験場が柴橋にあ

り、西根に来て、今は島につくられた研究機関

でありますけれども、そのところをやっぱり感

じてまいりました。 

  昨年発刊された「寒河江のさくらんぼの歴

史」の中で、著者の宇井 啓先生はこう書いて

いるんですけれども、「日本一さくらんぼの里

寒河江として名実ともに誇れる特産地になった

のは、先人の新しいものに興味を持って研究す

る情熱である」というふうに書かれております。 

  150年前の明治維新後、市内の内楯の井上勘

兵衛氏が1874年、明治７年に単身北海道に渡り、

桜桃の苗木を３本分けてもらって寒河江に持ち

帰り、独学で栽培を始めた。何度も何度も失敗

したんですけれども、10年間試行錯誤を繰り返

して、やがて違う品種を交配させることによっ

てやっと実をつけるようになったと。これは、

私たちが忘れてはならない先人の偉業でありま

して、改めて感謝をしたいというふうに思って

います。 

  さて、今回は、市民から要望の多い事業につ

いて、特に重点事業に掲げながら残念ながら

遅々として進まないハード事業、整備基本計画

策定の先送り、ＰＦＩ等による民間企業参入の

検討などで、本市の第６次振興計画における前

期アクションプランの内容について、特に計画

変更され続けている未来志向のまちづくりの課

題につきまして御質問をさせていただきたいと

思います。 

  もう一つは、このたび市民団体より核兵器廃

絶に向けた核兵器禁止条約の署名と批准を求め

る請願、これが出されているわけですけれども、

恒久平和を目指す平和都市宣言を行った本市の

平和祈念事業関連事業につきまして、以上２点

の質問通告をさせていただいておりますので、

順次質問させていただきます。どうか誠意ある

御答弁をお願いする次第であります。 

  まず最初に、通告番号４番、未来志向のまち

づくりに向けた「さがえブランド力」向上推進

についてであります。 

  市長は、今年度の施政方針の中で、ブランド

化については地域の魅力を高めて人口増や地域

経済活性化につなげるため、商工や農林、観光、

文化といった各分野での資源を磨き、または新

たに創出し、さがえブランドまでに高めていく

ことが大変重要であり、そのための各分野での

ブランド創出の取り組みを総合的に施策として

企画・調整するさがえブランド戦略室を設けて
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推進していくんだというふうにありました。こ

れで、ハード・ソフトの両面からこの事業を進

めているわけですけれども、観光拠点のチェリ

ーランドについては、一昨年度のアンケート調

査、昨年度ワークショップを行って再整備計画

を策定する予定だったわけですけれども、残念

ながら先送りをされました。 

  2017年度予算要求の我々に資料が出された

150万円も、最終的には査定でゼロになったと

お聞きしております。 

  市民からは、いつまで延期するんだと。老朽

化した施設のリニューアル、特に観光客の使用

頻度の高い公衆トイレの更新、例えば高速道路

のサービスエリアにあるような多機能型トイレ

にしたりしてほしいというふうに要望がござい

ます。また、現地での関係者のお話を聞きます

と、トイレの自動ドアが壊れたんだということ

などもあって、修理の要望などがございます。

緊急性の高いものについては、計画策定前に整

備をしていただきたいという声がございます。 

  今後、チェリーランドの再整備を市長として

どのように進めていくお考えなのか御所見をお

伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 チェリーランドの再整備につい

ては、既にお示しをしている行動計画の中で平

成30年度に再整備計画を策定するということは

明記してあるわけです。ただ、おっしゃるよう

に、渡邉議員が一昨年の９月に御質問した際に

は、29年度中に作成するということを答弁申し

あげました。ところが、いろいろ我々のほうで

整備を進めていく中で、当然のことながらハー

ド事業については国の交付金なども念頭に置き

ながら事業を進めていかなければならないとい

うことになりますので、その際にはみどりの基

本計画というものを、全体が公園ですから、公

園の整備を進めていくには、みどりの基本計画

というものが策定がなければそういう交付金の

事業の対象になって整備が進まないということ

でありましたから、まず29年度にみどりの基本

計画を策定するということにいたしました。 

  そういう関係で、30年度にチェリーランドの

再整備計画は１年繰り延べをしたというふうに

なっています。 

  それで、現在みどりの基本計画については、

ほぼ計画がまとまりつつありますので、近々議

会の皆さんにも案をお示しして、そしてその後

にパブリックコメントなどもさせていただいて、

策定をして、その前提で再整備計画に向かって

取り組んでいくという計画でおりますので、そ

こら辺は御理解をいただきたいと。いつまで計

画を先延ばしするんだということについては、

既にこれを議会のほうにも示している。示して

おりますから、そこは御理解いただきたいなと

いうふうに思っております。渡邉議員、御存じ

の上での御質問だというふうに理解をしており

ます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今、市長から御答弁いただきま

したけれども、みどりの基本計画ということで、

昨年度も私、質問したら、チェリーランド構想

もそこに含めるんだというふうなことで伺って

おります。 

  しかしながら、今お聞きしましたけれども、

みどりの基本計画については今まとまりつつあ

るんだというふうなことでありまして、そこに

アンケート調査結果とかいろんな資料が出され

てくるんだというふうに思うんですけれども、

私は緊急性の高いものとかは、今、市長に申し

あげたのは、その構想、整備計画をというとこ

ろを待って何年度からというふうにするんじゃ

なくて、そこはきちんと手当てをすべきではな

いかということで申しあげたわけです。（「議

長」の声あり） 

○内藤 明議長 ちょっとお待ちください。（「質

問させていただいていいですか、議長」の声あ
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り）渡邉議員、続けて。（「しつこく聞いたよ、

何回も同じことを」の声あり） 

○渡邉賢一議員 いいですか。 

  そういったことで、私どももぜひそこは理解

しているつもりです。 

  そこで、チェリードームの話になるんです。

これも前回も申しあげたわけですけれども、チ

ェリードームの調査も行ったんだと。再利用に

ついても、これはいろんな検討があると。ニー

ズなんかもいろいろ調べていくんだというふう

な御回答でした。 

  私どもも、このチェリードームについては非

常に目立つ建物でありまして、せっかくの円錐

形の巨大シンボルも、もったいないと、観光客

からも、地元住民からも言われているわけであ

ります。特にさびが目立ってきておって、この

前の議会報告会の席上で市民の方からもお話が

あったわけですけれども、何でペンキ塗りもし

ていないんだと。ペンキも塗れないような状況

などがまるで露呈しているんじゃなかというふ

うなこと、残念ながらさがえブランドのイメー

ジダウンにつながっているんじゃないかという

ふうなことをおっしゃっていました。私も同感

であります。これらについても早急な対応が急

務であると思っています。 

  解体撤去とか、あるいは再利用というふうな

ことで市長も御検討されていると思うんですけ

れども、ぜひここについては過去に提言させて

いただいた内容なども含めて、専門のプロジェ

クトチームなどで我々のほうにもぜひ形を示し

ていただきたいというふうに思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 チェリーランドについては、先

ほど渡邉議員から御指摘がありましたが、全体

としてオープンしてから25年以上たっていると

いうようなところで、施設についても老朽化が

進んでいるところがあるわけです。そういう意

味で、株式会社においては物販部門をこのたび

リニューアルして、中のトイレなんかもきれい

にしてエレベーターもつけるというリニューア

ルをしていただきました。 

  そういうところで会社のほうから指定管理も

していただいておりますけれども、指定管理の

ほうからも、外のトイレなどについても何とか

という、御指摘のような話があります。 

  それから、チェリードームについても、私は

特にこれからさくらんぼの時期なのでしょっち

ゅうあそこを通るわけなので、通るたびに非常

に心が痛んでいるわけでありますので、御指摘

のように全体の計画を今年度中につくっていき

ますけれども、その中でも早急に対応していか

なければならない、今申しあげたような施設で

すね。そこはやはり一番最初に取り組んでいか

なければならないというように考えております。 

  特にあの外のトイレなどについては、下のグ

ラウンドゴルフの利用者の方からは本当は下に

もトイレをつくってほしいというような声がい

っぱいあるので、そこのトイレを設置可能かど

うかも検討しているわけでありますけれども、

あの上のトイレなどについても入り口をあっち

側にもつけるとか両方つけるとかということも

できないわけではないかと思いますけれども、

そういうふうなところで利便性を高めていくリ

ニューアルということをやっぱり優先的に取り

組む必要があるのではないかと思います。 

  そういう意味では、渡邉議員のおっしゃる趣

旨については十分我々も認識をしております。

それで目的は一緒の方向だというふうに思いま

すので、そこら辺は御理解いただきたいなと思

います。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。市長と

私も同感でありまして、通るたびに心が痛むと

いうところは地域住民一緒だというふうに思い

ます。 
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  ぜひここは魅力ある観光拠点として、さらに

充実を図っていきたいと御決意もいただいたわ

けですけれども、未来都市像の中でも観光振興

の最重点課題だと、整備していきたいというふ

うなことでありますので、ぜひそこは力強く進

めていただきたいというふうにお願いしたいと

思います。 

  続いて、２番の長岡山の寒河江公園再整備に

ついてでございます。ここはアクセス道路、南

ルートはおかげさまで整備されているわけです

けれども、北ルートについて御質問をさせてい

ただきます。 

  これについては、長岡山なんですけれども、

ベストセラーとなっている「やまがた百名山」。

県のみどり自然課が監修したものでありまして、

いわゆる里山も含まれているわけであります。

これを見ると、花の山、祈りの山、暮らしの山、

憩いの山として編集されたすばらしい本でござ

います。先日からＮＨＫ山形でも特集を組んで

放送されているようですし、非常に県民の関心

も高いわけです。 

  これについて、信仰の山、葉山は登録された

わけですけれども、残念ながら我々のランドマ

ーク、長岡山が登録されなかったということで

あります。ちなみに、隣の天童市の舞鶴山は登

録されておりますけれども、非常に多くの市民

はとても残念なことだと感じておられます。Ｐ

Ｒが不足していたのではないかというふうなこ

ともあると思います。 

  また、前年度は先ほどありましたみどりの基

本計画策定とそれに基づく整備ということであ

ったわけですけれども、ぜひ長岡山が不動の位

置にあってほしいなというふうに思っていると

ころであります。 

  さて、このアクセス道、北ルートにつきまし

ては、現在のところ未定のままでございます。

せっかく南ルートを整備していただいて、今陵

南、陵西のほうの地域住民の皆さんは非常によ

くなったというふうな声が聞こえるわけですけ

れども、残念ながらこちらの陵東側からはぐっ

と迂回しなければならない、山の反対側とかを

回って行かなければならないような状況がござ

います。 

  それで、文化センターや市民体育館、市民プ

ール、合宿所などとのアクセスがさらに格段に

よくなるわけでありまして、この北ルートの整

備について早期に行うべきと考えるわけでござ

いますけれども、市長の御所見をお伺いしたい

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江公園の再整備ということ

で、平成26年につつじ園の整備、そして27年か

ら29年、３年かかりましたけれども、公園南側

にアクセス道路をつくったと、完成したという

ことであります。念願でありました県道からの

大型バスの乗り入れが可能となったところであ

ります。 

  とりあえずのつつじまつりの状況で、大型バ

スの乗り入れ、29年は27台、30年は41台という

ことで、やっぱりアクセス道の効果があるのか

なというふうに感じております。まだ完成した

ばかりということでありますから、さらに我々

もいろんなところでＰＲをさせていただきなが

ら乗り入れを多くしていければというふうに思

います。 

  そういう効果があるということで、北側にも

アクセス道路ということで、基本計画にも示し

ているところであります。おっしゃるように北

側からのアクセスがよくなれば、非常に112号

からの誘導も大変容易になるということで、公

園への周遊ルートというんですかね、それが十

分可能になるということでございます。南側も

経費がかかったというか、交付金などもあって

３年間要しましたから、北側もということであ

れば補助事業を活用していかなければならない

というふうに思っているところであります。 
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  今、行動計画の中でも、32年までの寒河江公

園に整備についてお示しをしておりますが、ま

ず公園内の各エリアの整備を優先させていただ

いて、その後に北側のアクセス道路の整備をし

ていくということで、できるだけ補助事業をう

まく活用しながら、住民の皆さん、地域の皆さ

んの御期待に応えられるよう頑張っていきたい

というふうに考えております。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 午前中に引き続き質問させてい

ただきたいと思います。 

  午前中にも、市民の健康志向、健康づくりで

いろんな運動、筋力トレーニングをやって老後

に備えるというふうなこともありましたけれど

も、次の質問は野球場、陸上競技場の整備につ

いてでございます。 

  市民アンケートや都市計画マスタープランの

見直しに係るアンケート調査など、平均してど

の地区でもスポーツ施設の整備がまだまだ不十

分というふうな回答がございます。特に次世代

の中学生、高校生の学生アンケートのベスト３

にランクインされているのが、まさに未来の都

市像でスポーツが盛んなまちでございます。 

  これは、過去に御質問させていただきました

けれども、第６次振興計画の前期アクションプ

ランの中でも、市長は何とか優先順位を上げて

いきたいと。市長の公約にもございますこの課

題についても、しっかりと前に進めていきたい

という御決意もいただいているところでありま

す。 

  しかし、残念ながら、今のところ全く市民の

前に具体的なビジョンさえ出されていないとい

うところが現状であります。 

  市民体育館は床の張りかえでリニューアルさ

れ、市民テニスコートは３回コートの更新がな

されたそうです。なぜ、野球場と陸上競技場だ

けが放置されているのか理解に苦しむと競技団

体、関係者からも声が上がっているわけでござ

います。 

  都市計画マスタープランどおり、柴橋地区の

拠点施設整備も明記されているわけですので、

現在の２つの施設について、市長としての私は

政治的な御判断が必要ではないかということで、

御決断すべきときが来ているのではないかとい

うふうに感じている一人であります。市長の御

所見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 あの２つの施設、野球場と陸上

競技場と、こういうことでございますが、寒河

江公園の再整備の基本計画の中では、陸上競技

場の部分については多目的広場ゾーンと、こう

いうふうに位置づけされて、その広さを生かし

たヘリポート機能を備えた救助活動の拠点とし

て利用可能な多目的な広場として整備をしてい

くと、こういう考え方があるわけであります。 

  そして、野球場については、施設更新を行っ

て幅広い市民の利用を促進していくということ

になっております。平たく言うと、陸上競技場

は陸上競技場としてのスケールがなかなか基本

的に今のエリアではとれないということがあっ

て、多目的な広場として活用していきましょう

と。野球場については、改修をして、リニュー

アルをして現在地で整備をしていきましょうと

いうような、整備計画上は考え方になっており

ます。 

  ただ、御案内のとおり、御指摘のとおり、振

興計画の前期の行動計画の中では具体的な整備

の見通しを立てておりませんので、それはどう

いうことかというと、後期の行動計画の中で整

備の方針を決めていく、整備をしていければそ
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ういう方針を明記していくということになろう

かと思います。 

  今のその見直しの再整備計画上はそういうふ

うになっているところでありまして、政治的に

首長がリーダーシップをとって整備していくべ

きではないかと、前に進めるべきではないかと

いうような御指摘でありました。私もそういう

意味で、私の公約などにも一部掲げてあるとこ

ろでありますので、ぜひここはそういう意味で

野球場、そして渡邉議員が力を入れている陸上

競技場の整備については、何らかの形で実現に

向かっていけるようにしていければというふう

に思っているところであります。 

  ただ、野球場はさっき申しましたとおり、計

画上は現在地に改修をしていくというのが基本

的な今のところの考え方になっております。た

だ、陸上競技場は現在地に400メートルのトラ

ックを、公認のコースをとるということは御案

内のとおり現実的に難しいわけでありますので、

ですからほかの400メートルの公認のコースの

施設をつくるということになると、他の地域に

そういうものを整備していかなければならない

というふうになるわけでありますので、そうい

ったところについてはいろいろ今検討している

ところであります。できるだけ行動計画の見直

しの中で具体的に示してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  市民からは、町なかのマザーズというのも非

常に重要だというのはわかると。でも、郊外の

ランナーズ、あるいは野球少年、サッカー少年、

ジュニアアスリートたちのやっぱり活躍できる

そうしたステージを早期につくっていただきた

いというのが声としてありますので、ぜひここ

も継続課題としてぜひ進めていただきたいと思

っています。 

  さて、次の花木の植栽についてでございます

けれども、観光客や市民からは最上川ふるさと

公園と二の堰親水公園、チェリーランドを結ぶ

中継点として、まさに寒河江公園、長岡山は桜、

ツツジ、コスモスに続く花回廊、年間通じて楽

しめる安らぎと潤いのルートをぜひここにもつ

くってほしいというのが要望であります。 

  他の自治体にはない本市の一つの点を線で結

ぶコースがつくれれば、花の観賞、花木の観賞

だけでなくて、将来的にジョギングコースやウ

オーキング、サイクリングコースなどをつくっ

ていけるわけであります。加えて、さくらんぼ

マラソンやツール・ド・さくらんぼなどにも寒

河江公園が活用できるというふうに思っていま

す。 

  まさに未来志向のまちづくりに直結する課題

でありまして、この計画でいきますと2020年度

に花木林の整備ということで計画がございます。

現在の公園に行ってよく見てみますと、特に散

策路を整備したところはまだまだ花を植えたり

する余地がたくさんありまして、そこに年間通

じて花を楽しめる、そうしたものを植栽しては

いかがでしょうかというふうな声が上がってお

りますけれども、市長のお考えをお聞きしたい

と思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり寒河江公園は本

当に市民の憩いの花咲か山というにふさわしい

山だというふうに思いますし、そういう意味で

花木林のゾーンというものを整備計画の中に設

けて整備していくということにしているわけで

あります。 

  御指摘のとおり、今の行動計画の中では平成

32年、2020年ということで予定させていただい

ておるわけでありますけれども、そういう行政

的な整備のみならず民間の方々などの力もいた

だいております。先般も、寒河江ロータリーク

ラブの皆さんからツツジの植栽もいただきまし

たし、また去年の秋には議員の方からも参加を
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していただいて、伐採などの協力もしていただ

いたということで、まさに市民挙げて山の整備

をしていただくような状況もできつつあるとい

うところでありますので、できるだけ2020年と

言わずに来年などに整備ができれば前倒しして

でもそういう整備を進めて、寒河江の新たな観

光名所として充実をしていきたいと考えており

ます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひこの点についても市民との

協働事業ということで、花いっぱいのまちづく

り、112号のバイパスだけでなくて、ぜひこの

花咲か山、長岡山について、市民のお力をおか

りして、民間の皆さんのお力もおかりして整備

できればというふうに思いますので、ぜひ進め

ていただきたいと思っています。 

  続いて、質問に入りますけれども、二の堰親

水公園及び遊歩道改修の整備についての質問で

ございます。 

  これも前回質問したところがありますけれど

も、農林水産省で選定した疎水百選の寒河江川

用水の一つである二の堰については、県営水環

境整備事業において延長約1.5キロメートルの

遊歩道も含めて整備をしていただきました。 

  しかし、これまで利用していた二の堰沿いの

特に左岸の農道については機能が喪失して、そ

の結果としてくし状の袋小路になってしまった

箇所がございます。過去に市長からは１カ所と

いうふうな御答弁もいただいたわけですけれど

も、よく見てみますと数カ所に上っているわけ

です。反対側から二の堰に橋をかけて橋を渡っ

てこなければならなくなったところとか、耕作

には非常に不便なところがございまして、最近

では耕作放棄地が目立っているところでありま

す。 

  この地でＣ12号を含めてさくらんぼ栽培をや

ってはどうかとか、つや姫、雪若丸の栽培をし

てはどうかなんていうふうなことで、新たに配

置された農地利用最適化推進委員の方々がいろ

んな形で声をかけるんですけれども、あそこは

非常に不便でだめだというふうなことで、農家

の皆さんからは、若い後継者からは敬遠されて

いるのが実情でございます。農地が点在して非

効率になっている、あるいは農道が袋小路、道

路に接していないのであれば、軽トラや農業機

械が常にＵターンをしなければならず、借り手

がいないという今の状況でありまして、ぜひ遊

休農地の解消、担い手への農地の集約化と果樹、

山形Ｃ12号や紅秀峰など拡大をしていくために

も、この障害を解消しなければならないと思う

のでございます。 

  せっかく二の堰沿いの除草とかいろんな形で

ボランティアの方があそこを整備しても、その

隣の遊休農地、耕作放棄地で草ぼうぼうの状態

では、非常にさがえブランドが損なわれている

というふうに思うのでございます。 

  それを解消していくためのメニューがあるの

ではないかということで、私もこれまで農林課

さんのほうに伺いながらいろんな手法をお聞き

したわけですけれども、農林水産省の多面的機

能支払交付金、この対象にもなるんではないか

というふうな、これは補助率100％なわけです

けれども、残念ながらこの地域については対象

外と言われております。 

  二の堰沿いの旧農道の原状回復、あるいは機

能代替の整備、これらにつきまして、これにつ

いては新たに着任された農林課長の専門分野だ

ともお聞きしているのでありますけれども、改

めまして市長の御所見をお伺いしたいというふ

うに思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員今御指摘ありました二

の堰親水公園一帯、大変景観がすばらしい地域

でありますので、我々としてもそこの景観を大

事にしながら、そして農業を営んでいる方が農

業が成り立つような地域にしていかなければな
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らないというふうに思っております。 

  御指摘の二の堰沿いの東側の農道については、

去年の３月にもお答えしているわけですが、も

ともと道路としての用地ではなくて二の堰の管

理用に設置をされていた幅２メートルほどの通

路を農家の方が利用していたものというふうに

も聞いているところでございます。袋小路にな

っているということで、議員からは１カ所だけ

ではないよというような御指摘もいただきまし

たが、さらに現在の農道の不便な状況があると

いうことで、何とか解消してほしいという要望

が強くあるわけであります。 

  そういったところを踏まえて、一つの手段と

して、二の堰沿いに農道を設置できないかとい

うようなことで検討してきたところであります

けれども、用地の確保あるいは整備に必要な費

用を受益者に負担していただかなくてはならな

いなどという課題があって、現在のところは実

現にはまだ至っておりません。 

  しかしながら、不便で農地の維持に支障を来

すというようなおそれがあるわけでありますの

で、ここはやっぱり再度改めて地元の方々と相

談をさせていただきながら、取り組みの実施に

向けて調整を進めていきたいというふうに思っ

ているところであります。 

  御指摘のとおり、補助事業などもなかなか今

の状況では該当ならないような状況もあるわけ

でありますけれども、知恵を絞りながらそこは

前に進めていけるように努力をしたいというふ

うに考えております。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。今、力

強い御答弁もいただいたわけですけれども、こ

れについては袋小路等で現場で困っている農家、

あるいは耕作放棄地で景観が損なわれているせ

っかくのこのさがえブランドが傷ついている現

状、私もそこは共有しながら、市民の皆さんと

当局の皆さんの間に入りながらも、ぜひここを

改善していく決意でございますので、今後とも

よろしくお願いしたいと思っております。 

  続きまして、通告番号５番の世界の恒久平和

に向けた平和行政のさらなる推進について質問

させていただきます。 

  隣の朝鮮半島情勢、和平に向けた情勢が毎日

のように報道されているわけでありまして、私

は国内の、あるいは市内の平和祈念を事業とし

て進めていくべきではないかというふうにこれ

までも御提言させていただきました。 

  １つ目は、市民平和祈念式典、コンサートな

どについての御質問でございます。 

  1984年、昭和59年に制定されました本市の平

和都市宣言の理念を具体的に後世に伝えていく

ためにも、一歩も二歩も前に進めていくべきで

はないかというふうに思っています。 

  具体的には、市主催の市民平和祈念式典、平

和コンサートなどを主催して、ここに市民の皆

さんの多くの平和に向けた心を結集させてはい

かがかというふうに思うのでございます。ここ

は施策について、総合的企画事業という分野で

ありまして、これまた新任された企画創成課長

の手腕を発揮していただきながら、先進自治体

での御経験を生かしていただきたいというふう

に思っているのでございます。 

  改めまして、この課題について平和首長会議

のお一人であられます佐藤市長の御所見をお伺

いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平和祈念事業について御質問い

ただきましたが、渡邉議員からはこれまでも平

和事業に関する御質問をいただいているわけで

あります。その都度お答えをしておりますので、

重複する部分があろうかというふうに思います

けれども、改めてお答えさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  先ほども御指摘がありましたが、寒河江市は

昭和59年に平和都市宣言を行って、これも今御
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指摘がありましたけれども、平成25年には核兵

器のない平和な世界を実現することを目的に平

和首長会議に加盟をして、市民の平和と安全の

確保を第一に市政運営を行っているところでご

ざいます。 

  平和に関する事業というものについても、こ

れまでさまざまな機会を捉えて実施しているわ

けであります。具体的に申しあげますと、当然

戦没者追悼式はもちろんでありますけれども、

子供たちあるいは戦争の全く知らない人たちに

対していろんな状況を教えていくということが

大変大事だろうということで、寒河江の図書館

において、図書館まつりなどにおいて戦争体験

談を聞く集いでありますとか、戦争と平和を考

える親子アニメ鑑賞会などもさせていただいて

おります。また、平成27年には終戦70年記念パ

ネル展なども実施をしてきたところでございま

す。 

  また、毎年これは実施しておりますけれども、

国際交流協会の主催で国際交流パーティーとい

うのを実施しておりますが、これはＮＰＯ法人

の国際平和まつりＹＡＭＡＧＡＴＡから御協力

をいただいて、平和の趣旨に沿った内容に取り

組みをさせていただいているところでございま

す。 

  これも国際平和という観点からいくと、トル

コ生活を味わう会などもさせていただいており

ますけれども、国際平和を祈念する趣旨という

ことで取り組みをさせていただいております。 

  御提案は市民平和祈念式典、コンサートの開

催ということでございましたが、より多くの皆

さんに平和への思いを届けるということは大変

重要なことだというふうに思っていますので、

これからどういうふうにしていけば実施するこ

とができるかどうかなども含めて検討していく

べき課題もあろうかと思いますので、その辺の

ところをこれから研究していきたいと考えてい

るところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ御検討をお願いしたいと思

います。 

  地域の市民団体でつくる平和事業については、

市長も御案内のとおり反核平和の火リレー、こ

れは広島から火を採取して山形に持ってきて県

内の自治体を縦断するというイベントでありま

すし、あと原水爆禁止の平和大会、これについ

ても１市４町で輪番で、ことしは西川町が順番

になりますけれども、そこで地域の皆さんとと

もに平和に対する祈りをささげている事業であ

ります。先進の特に山形市などで行っているこ

うした式典やコンサートなどをぜひ目標という

かモデルにしながら、ぜひ本市でも可能な形で

取り組んでいただきたい。このことも継続して

御検討をお願いしたいと思っております。 

  次の質問です。戦没者遺族会への支援につい

てでございます。 

  けさの山形新聞の社会面のほうにも県遺族会

の護国神社にある会館が老朽化してだめだとい

うことで、解体することが決まったというか、

それによって、中に保存されていた貴重な戦地

とのやりとりした手紙なども、どうしたらいい

んだろうということで問題が訴えかけられてお

ったんですけれども、こうしたものに関連しま

して、旧町村、寒河江市ができる前の町村時代

から引き継がれた戦没者名簿というのは、各旧

寒河江町とか西根村などにあったわけですけれ

ども、これも今現在各地区の遺族会が保管をし

て大事にしているということなんですけれども、

将来的なこの保管とか整備、保存については、

市の支援が本当に必要だというふうに言われて

おります。 

  公文書的なこういう文書についての保管につ

いて、本来私は市の管理で行っていただくこと

が必要だというふうに思っています。各地区遺

族会の皆さんは90代以上という方も多くおりま

して、高齢化によって、各地区で慰霊祭などが
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行われているわけですけれども、この運営にも

困難を来しているとお聞きしております。 

  これまでも本市のほうからの支援があったと

思いますが、今後ともここについては全面的と

いうか、多くの力を擁していただきたいと、か

けていただきたいというふうに思うのですが、

市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 戦没者の方々の名簿について御

質問をいただきましたが、戦没者の方の記録に

ついては、国や県では名称を兵籍簿として所持

をして、旧海軍の軍人の方については国で、旧

陸軍軍人の方については県で保管して写しの交

付、あるいは閲覧のサービスなどを行っている

というふうになっております。 

  一方、戦没者の名簿については、作成につい

ての法律の定めはないということで、各地区の

遺族会などが自主的に作成、保管しているとい

うことになっております。ですから、記録の様

式とか記録内容もさまざまだというふうになっ

ているようです。 

  各地区の戦没者名簿には御遺族の方の現住所、

あるいは現在の状況などを記載しているものも

あるというふうに聞いています。 

  市といたしましては、市全体を網羅する名簿

がなかったということから、平成27年に戦後70

周年を記念して市史編さん室及び各地区遺族会

からの御協力をいただいて、戦没者の氏名、本

籍、戦没年月日及び戦没地を記録した戦没者名

簿を作成したところでございます。それ以降、

市の追悼式におきまして、この戦没者名簿の奉

呈を行っているということでございます。 

  今後におきましても、市遺族連合会のほうと

も十分連携のもとに、戦争で犠牲となられたみ

たまに哀悼の意を表しながら、平和な社会の構

築を図ってまいりたいというふうに思っており

ますので、市としてこの遺族会の方々とどのよ

うな連携ができるかどうかなど、改めて相談を

させていただきながら、そういう保存などにつ

いても検討していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ここにつきましては要望になり

ますけれども、ぜひ御支援のほうをさらに充実

させていただきたいと思います。 

  さて、最後の質問になりますけれども、ウと

いうか３つ目の（３）です。子供たちの広島・

長崎・沖縄派遣について、これも継続課題なの

ですが、新教育長のほうに御質問させていただ

きたいと思います。 

  これについては、他の自治体が行っている先

進事例を参考に、本市の独自事業も進めていた

だきたいということで、二度、三度と御提言を

させていただいているものでございます。 

  今年度に当たっては、予算要求されたんだそ

うですけれども、査定で最終的につかなかった

と前教育長も残念がっておりました。ここにつ

いても、ぜひ市長、教育長のリーダーシップと

トップマネジメントを示していただいて、何と

か将来、未来を担う子供たちにこうした平和の

とうとさを学ぶ機会をつくっていただきたいと

いうふうに思います。 

  修学旅行では寒河江高校などで取り組まれて

いるということでありますけれども、中学生、

小学生の段階で、何とか代表団を送ることがで

きないのかということで、軽部新教育長の御所

見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 渡邉議員御指摘のとおり、今

世界の恒久平和につきましては、誰もがこいね

がうものでありますし、やっぱり子供たちのた

めにこれは引き継いでいかなければならない大

切なことだなというふうに認識しているところ

であります。 

  唯一の被爆国である我が国の広島・長崎につ

いて、あるいは第二次世界大戦で戦場になった
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沖縄についてもしっかりと子供たちに学ばせて

いくということは大切なことだなというふうに

思っております。 

  議員から御指摘がありました平和教育事業の

一環としての派遣についてでございますけれど

も、平和教育について、市内の小中学校におけ

る教育の一例を申しあげれば、国語科の授業の

中では戦争に出向く父親を描いた物語文につい

て読み味わうといったような学習がなされてい

たり、あるいは広島の原爆ドームが世界遺産に

指定されるまでを論述した論説文を読解したり

するなどの学習が進められております。 

  また、社会科の授業では、小学校の高学年あ

るいは中学校において、沖縄の戦禍あるいは広

島・長崎への原爆投下については資料をもとに

学習したりする授業が行われており、戦争やそ

の歴史的な背景について理解を深めさせるだけ

ではなくて、平和を守り平和を尊重するという

意識をしっかりと醸成していくという取り組み

がなされているというふうに思っているところ

でございます。 

  感性豊かな子供たちにとっては、教科書や資

料で学習したことを実際にその出来事が起こっ

た現地に赴いて、遺跡あるいは建造物を見たり、

現存する資料を読んだり、あるいは生存なさっ

ている語り部の話に耳を傾けるなどは、平和へ

の理解を深めるだけでなく、子供たちの心にし

っかりと平和の大切さを刻むという意味では大

変重要なことであるというふうに認識している

ところであります。 

  以上のことを踏まえながら、本市としまして

も、先ほど御指摘があったように他の自治体の

先進事例、あるいは各小中学校のニーズなども

お聞きしながら総合的に考え、平和学習につい

ての平和事業については引き続き研究してまい

りたいというふうに思っているところでござい

ます。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ教育長、バトンタッチにな

ったわけですけれども、この思いというものは

しっかり引き継がれていると思いますので、子

供たちへの平和教育の一環としての現地の視察、

派遣について、ぜひ前に進めていただければと

いうふうに思います。ぜひ予算もつけていただ

きたい。重ねてお願いをしたいと思います。 

  さて、結びとなりますけれども、先ほど来、

市長からもありました1984年、昭和59年に制定

された本市の平和都市宣言をもう一度読み返し

させていただきまして、私の質問を終わりたい

というふうに思います。 

  「みどり豊かなふるさと寒河江を核の黒い雨

で汚してはならない。 

  市民のしあわせなくらしと永久の平和を守る

ためにすべてのひとびととともに非核三原則を

堅持し核兵器の廃絶を求め全市民のかたい誓い

として平和都市宣言を行う」。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

 

遠藤智与子議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号６番、７番について、

６番遠藤智与子議員。 

○遠藤智与子議員 本日最後の質問となります。

１時間、どうぞおつき合いよろしくお願いいた

します。 

  私は日本共産党と通告してある質問内容に関

心を寄せている市民を代表して、以下、佐藤市

長に質問いたします。誠意ある答弁をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  まず初めに、通告番号６番、国民年金につい

て伺います。 

  2016年秋、年金制度改革法案が可決されまし

た。この法案は別名年金カット法案と呼ばれ、

物価が上がればそれに伴って年金受給額も上が

り少なくともそれまでの生活水準は維持できる

という期待感を裏切るものとして、大きな批判
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を集めました。 

  年金には、物価や賃金の変動に合わせて支給

額を改定する物価賃金スライドという仕組みが

あります。これまでは物価が上がり賃金が下が

った場合でも、前の制度では年金は据え置きに

とどまっていました。しかし、年金カット法案

では、より低いほうの賃金に合わせて給付が引

き下げられます。物価が上がっているのに年金

は切り下げられてしまいます。物価も賃金も下

がった場合はどうか。以前は物価に合わせて引

き下げられました。ところが、今はより低いほ

うに合わせて引き下げます。物価がマイナス

１％で賃金がマイナス２％の場合、年金は２％

引き下げられることになります。これまでも物

価と賃金がプラスで、賃金のプラス幅が小さい

場合、低いほうの賃金に合わせて改定してきま

した。しかし、賃金がマイナスになったときは

年金までマイナスにはしてきませんでした。と

ころが、今はこうした歯どめも取り払い、物価

と賃金の変動がどうなろうと、ひたすら低いほ

うに合わせて年金を抑え込むものになっていま

す。 

  また、年金を抑制する仕組み、マクロ経済ス

ライドが強化されています。マクロ経済スライ

ドは、物価、賃金が上がっても少子高齢化によ

る年金財政への影響分、調整率イコール0.9％

前後でありますが、これを差し引いて年金の伸

びを抑える仕組みです。当時の政権が2004年、

100年安心といって導入したものであります。 

  ただし、高齢者の生活の安定に配慮して、マ

イナス改定にはしないことがルールとなってお

りました。そのため実施できなかった分を翌年

度以降に持ち越し、物価や賃金が上がったとき

まとめて実施できるようにします。これによっ

て年金抑制は事実上中断なく実施することが可

能になり、物価が上がったときでも未実施の調

整分によって年金が上がらなくなるのです。 

  このような変化の中、私の周りでも今の年金

では生活できない、苦労して支払ってきた掛金

が満額もらえるようになるのはいつなのか。60

歳での受け取りが65歳になり、さらに70歳から

とする動きがある中、不安で仕方がないとする

人々がふえております。 

  申しあげるまでもなく、国民年金は国の制度

であります。だからといって声も上げず何もし

ないで見ているだけでは、私たち地方自治に携

わる者に課せられている市民生活をよりよいも

のにするための責任を果たせなくなる危惧を感

じます。実際に行動している朝日町の議会の活

動も示しながら、私たちにとって国民年金とは

どのようなものなのか考える機会ともなれば、

そう思い、質問するものであります。 

  まず初めに、このような国民年金制度の状況

をどう感じておられるのか、市長の見解を伺い

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 遠藤議員から国民年金の現況、

状況をどういうふうに考えているかという御質

問であります。 

  改めて申しあげるまでもありませんが、国民

年金というのは昭和34年の11月に創設され、昭

和61年度からは公的年金制度に共通する基礎的

な給付について、基礎年金制度が導入されてい

るわけであります。 

  さらに、平成22年の１月からは日本年金機構

が設立されて、国からの委任、委託を受けて一

連の運営業務を担っているわけであります。市

町村においては、法定受託事務として基礎年金

請求手続の受け付けなどを行っているところで

ございます。 

  また、平成16年には、保険料の上限を固定し

て、その範囲で年金の給付水準を自動的に調整

する仕組み、いわゆる先ほど御質問にもありま

したがマクロ経済スライドが導入されて、現役

世代の人口減少や平均余命の伸び率が年金額の

計算に組み入れられるというふうになっている
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ところでございます。 

  御質問の公的年金制度の持続可能性の向上を

図るための国民年金法の一部を改正する法律に

ついては、平成28年12月14日に成立したわけで

ありますけれども、この法律は少子高齢化が進

む中で公的年金制度のメリットをより多くの方

が享受できるようにするとともに、年金制度の

持続可能性を高め、将来世代の年金水準の確保

を図ることによって将来的にも安心な年金制度

を構築するものとされているわけであります。 

  賃金変動に合わせて年金額を改定するマクロ

経済スライドの強化というふうに言われている

ところであります。この制度については、2021

年度、平成33年度から導入されるというふうに

なっているわけでありますので、市としてもそ

の動向をこれからも注視していく必要があると

思っているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 これからも動向を注視してい

くということで、この年金制度が将来にわたっ

て持続可能な制度となるようなものというふう

に思われているということですね。ではない…

…。そのために、将来も持続可能な制度である

ものと認識しているということでございますね。

わかりました。 

  それでは、この公的年金には多種の遺族年金

制度があります。中でも厚生年金と共済年金に

は、随所に手厚い遺族年金制度が設けられてお

ります。 

  対して、国民年金には遺族基礎年金制度が共

通してあるものの保険料の納付済み期間に制約

があります。また、独自給付になっている寡婦

年金も受給期間が60歳から65歳までの５年間限

定で、さらに受給までには国民年金を一度も受

給していないことなどの条件があります。その

ためにこの２つの遺族年金の給付の恩恵にあず

かれないでいる人が少なからずいます。 

  そこで伺います。本市での遺族基礎年金の１

年間の発生件数はどのくらいなのか教えていた

だきたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の平成29年度における

遺族基礎年金の請求手続をされた件数は、１件

となっております。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 平成29年度は１件ということ

でございます。やはり大変少ないなというふう

に思います。このことがなかなか市民の皆さん

には広く知られていないのではないかなという

思いもいたします。 

  平成28年11月、年金受給の資格要件である25

年以上の保険料納入済み期間を10年以上に短縮

する改定、改正年金機能強化法が成立し、年金

受給要件が緩和されたのは喜ばしい限りです。

そして、この改定が国民年金加入者の遺族基礎

年金の受給要件の緩和にもつながることになり、

受給失格者になっていた多数の遺族を救済でき

るようにもなりました。 

  そこで伺います。年金受給要件の緩和による

本市の受給発生件数を教えてください。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成29年８月から施行されまし

た改正年金機能強化法によって、受給資格期間

が25年から10年に短縮になったことに伴って新

たに受給者となった方の人数でございますが、

年金事務所からの通知が来ることになっており

ます。これによりますと、平成30年２月15日現

在で34件となっております。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 平成30年２月分で34件という

ことでございます。この数が多いのか少ないか

ということは、今からの議論にもよると思いま

すけれども、そして平成29年８月の施行で、ま

だ日が浅いため多くはないとも思いますけれど

も、これらを周知していく必要があると考えま

す。これをどのように周知していかれるのか伺
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います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今申しあげましたように、年金

受給資格の条件として、保険料の納付期間が25

年から10年になったということに伴う対象者の

方に対しては、基本的に日本年金機構から直接

年金請求書が送付されているわけであります。 

  また、年金加入期間が10年未満の方につきま

しても、年金加入期間の確認のお知らせの案内

が直接送付されているというふうになっており

ます。 

  そういうこともあって、寒河江市といたしま

しては、年金請求書の提出あるいは受給資格期

間の確認等の周知について、年金事務所と十分

連携、協力を行いながら今後とも進めていけれ

ばというふうに思います。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 日本年金機構と連携して確認

事項を行ったり、提出事務を行ったりというこ

とをしていくということであります。 

  ですけれども、さらに突っ込んだ周知という

ものも必要ではないかなというふうに思うんで

す。市報ですとかそういうところでも定期的に

お知らせをしていくとか、それから機会を得て

……、そうですね。やっぱり市報について、も

う少し定期的に何回か繰り返し載せていく必要

というものもあるのではないかと思うのですが、

それについていかがでしょうか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この辺のところは、当然年金事

務所のほうとも十分相談をさせていただいて、

市として協力できるところは協力させていただ

ければというふうに考えております。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 年金機構とも近いですし、相

談を十分にしていかれるということですので、

ここはどうか十分な相談をしていっていただき

ながら、市民の皆さんに対しての周知、それか

ら市民の相談といったものをぜひお願いしたい

なというふうに思います。 

  それで、次ですけれども、国民年金だけの現

金収入で暮らす夫婦の多くが、今２人の年金で

何とか暮らせているんだけれども、１人になっ

たときは暮らせなくなるという声が少なからず

聞こえてまいります。 

  このように、どちらかが亡くなった場合の生

活保障について、どのような状況になると思わ

れるか市長の見解を伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 それぞれの方が老齢基礎年金の

受給者である老夫婦の一方の方が亡くなられた

場合、配偶者に対する遺族基礎年金の給付はあ

りませんので、はっきり単刀直入に申せば１人

分の年金で生活をしていかざるを得ないという

ふうになるわけであります。 

  ただ、老齢基礎年金の受給額については、国

民年金の保険料納付期間と受給開始年齢によっ

て異なってくるというわけでありますので、そ

の辺のところについてはケース・バイ・ケース

で、それぞれの方々の状況によって、市として

は注視をしながら生活の自立がされるようなこ

とをそれぞれお一人でもいけるように見守って

いく必要があるというふうに考えているところ

でございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 一人になっても自立した生活

ができるようにしていくべきだという市長のお

考えでありますし、１人分の年金で生活するに

はケース・バイ・ケースで一つ一つのケースを

見ながら相談していかれるというようなことで

もございます。 

  それでは、私もこのような場合、ちょっと考

えただけでも２人でもらっていた年金が１人分

減りまして、遺族基礎年金は子供さんがいれば

子供さんに引き継がれますけれども、ともに生

活してきた伴侶に対してはないという、このよ
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うな矛盾があります。 

  そうした場合に生活保護になってしまうので

はないかなという懸念もありまして、そこら辺

のところをちょっと調べてみましたけれども、

そうなった場合の申請件数はゼロだということ

でございました。ですけれども、このゼロが数

年後には高齢者の単身世帯になっていくという

ことで、65歳以上、それ以上の高齢者の単身世

帯になっていく。そうした場合に、生活保護に

ならざるを得ない世帯もふえてくるようだとい

うようなことをちょっと教えていただいたので

すけれども、そうなった場合は、やはり生活保

護といいますと、前回の一般質問でも生活保護

について取り上げましたけれども、なかなか寒

河江市の場合は申請する件数も少ない、せっか

く申請しても取り下げてしまうというようなこ

ともありますね。 

  ですので、モデルケースで二人暮らしで11万

円くらいの生活保護を受け取っている方が年金

１人になった場合の受給額というのは、それと

同じかそれより下回ってしまうような、そのよ

うな状況もあるやに聞いております。ですので、

やっぱり年金１人分で暮らすということについ

ての生活の大変さというものは、実際に私の聞

くところによりますと身につまされることも多

いのでありますが、そこら辺、市としてはケー

ス・バイ・ケースで相談に乗っていくというよ

うなことでございますので、ぜひそれを貫いて

いき、一人一人の生活に寄り添って考えていっ

ていただきたいなと思うところであります。 

  それで、このような実情から、国民年金に遺

族年金制度の新設が望まれております。国民年

金の加入者が亡くなったとき、その人の年金受

給額、または受給見込み額の半額を遺族となっ

た65歳以上の配偶者に給付するなどが一例にな

ります。これは先ほどの寡婦年金制度にかわり

得ることができるし、死亡一時金と選択制にす

ることもできます。 

  そして、この新制度を老齢基礎年金にも適用

させることで、全ての公的年金加入者と整合性

がとれるようになります。厚生年金、共済年金

の受給者または受給資格者の夫婦で年金額の少

ないほうの妻または夫が亡くなったときでも、

遺族となった配偶者に現在のゼロ給付から基礎

年金部分の半額が給付されるようになるからで

す。 

  このような内容のことを、朝日町の議会では

意見書として、国民年金老齢基礎年金の受給者

または受給の有資格者が亡くなったとき、その

年金額の半額以上を遺族となった65歳以上の配

偶者に遺族年金として給付する制度を新設する

こととして、国に提出しております。 

  このことについて、どのような感想を持たれ

るのかお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 お聞きいたしますと、これは平

成29年、去年の３月の朝日町の議会において、

国民年金加入者に遺族年金制度の新設を求める

意見書というのが提出されたということであり

ます。 

  厚生年金においては、国民年金相当の基礎年

金を除いた分の75％が給付されるということで

ございます。国民年金に遺族年金制度を導入す

るには、厚生年金と同様に上乗せした国民年金

制度ということになるわけであります。当然の

ことながら保険料の負担というのが必要になっ

てくるというふうにも想定されるわけでありま

す。寒河江市としても、県内の状況などを見な

がらいろいろ研究をしていかなければならない

というふうに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 県内の状況を見ながら研究し

ていく必要があるというふうなお考えだという

ことでございます。 

  全国で1,741自治体があるうち、このような

意見書を提出しているのは、同じ西村山圏域の
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朝日町ということで、私も大変刺激を受けてお

ります。そして、このような勇気ある行動を広

めて、私たちにとって国民年金がより実りのあ

るものに、生活実態に合ったものになっていく

ように、少しでも力を尽くしていく必要がある

なというふうに感じております。 

  そこのところは市長も同じだということで、

研究なされていくということでございますので、

ここはともに調査研究、勉強会などして、とも

にしていきたいなというふうに思っております。 

  それで、この朝日町議会が寒河江の年金事務

所に通って調べたり、みんなで勉強会をしたり

した上でこの発議をしたということでございま

す。議決の日の総務文教前委員長の懸命の補足

説明を御紹介したいと思います。 

  「前略。自営業者や農業の方が加入している

国民年金について、加入者は保険料を20歳から

掛け始め、還暦の60歳まで40年間に納める掛金

総額は700万円、いやそれ以上に納める人がこ

れからどんどん出てきます。そして、満額と言

われる国民年金を65歳からもらい始めます。偶

数の月に２カ月分ずつ約13万円ずつです。元気

で長生きをという国の方針に応えて90歳まで生

きたとき、受け取る年金総額は2,000万円にも

なります。夫婦で4,000万円です。これは国が

半分出しているからこうなるのです。 

  ところが、予期せぬ運命で長寿を全うできず

に命を落とす人の年金はどうなるか。１回も年

金をもらわずに亡くなったとき、最大で30万円

ほどの死亡一時金がありますが、それで終わり

です。１回でも年金をもらって亡くなったとき

は御愁傷さまで一切何もなしです。これでは余

りに理不尽ではないかというのが私たちの主張

なのです。 

  厚生年金や共済年金の場合は専業主婦の妻が

第３号被保険者として１円の掛金をしなくても

夫の年金の75％が遺族年金として加算されて毎

年200万円以上の年金を一生涯にわたりもらい

続ける人が相当数いますが、国民年金だけの人

は蚊帳の外にいるような気がします。 

  保険料を掛けない年金離れの若者もいる中で、

国民年金を含む全ての公的年金に新たな魅力と

光を与えようではないかというのが今回の意見

書です。全国に1,741ある市町村でこのような

意見書を国に出した例はないと聞きました。小

さな地方の町、朝日町から、のろしを上げるこ

の運動を他市町村にも働きかけ、遠くない日に

大輪の花を咲かそうではありませんか」。こう

格調高く結んでおります。 

  再度、市長、この前文教委員長は涙ながらに

訴えたということをお聞きしておりますけれど

も、このこと聞いた市長の感想はいかがでしょ

うか。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国民年金の制度の他の年金との

差というんですかね。そういうところが現実と

して、今回朝日町議会という舞台で少し議論に

なって、それが意見書という形で国のほうに提

出をされるということでありますから、そうい

うことがより多くの皆さんに理解をいただいて

いくことによって制度の改正などにも結びつい

ていくということにもなろうかというふうに思

いますので、ぜひ議会の皆さんからも御理解を

いただくということが全体の改善に向かってい

くのではないかというふうに思いますので、御

議論を深めていただければというふうに思いま

す。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 こういったことが契機となっ

て制度の改正にも結びついていくのではないか、

そういうことで全体の改善につながっていくも

のだというような感想で、ぜひ勉強を進めてい

きたいというようなお話でございました。 

  今の国民年金、先ほど市長が将来にわたって

持続可能な制度としていくべきものだというふ

うにおっしゃっております。実際に私たちが掛
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金を掛けても、その掛けた分が正当に返ってこ

ないというような、そういう矛盾を含んだ国民

年金に今なっているというふうに私は認識して

おります。 

  この国民年金が、本当に正直者はばかを見る

ということではなくて、本当に掛金を掛けてき

た人が報われるように、そしてさらにそれが報

われるということが目の前でわかれば、今の若

い人たち、現役世代の人たちも率先して掛ける

ようになるのではないかと。今、大変掛け率が

悪いですね。これはとりもなおさず掛けてもそ

の分が戻ってこないからということが多いと思

います。そうではなくて、掛けた分だけ返って

くる国民年金制度にしていかなければ、これか

ら将来にわたって持続可能な制度というふうに

はほど遠いものになるというふうに考えます。 

  ぜひ先進に見習って私たちも勉強するととも

に、市長におかれましても市長会などで機を捉

え話題にしていただき、生活できる国民年金制

度にしていけるように力を尽くしていただけま

すよう願いまして、通告番号６番、国民年金に

ついての質問を終わります。 

  続きまして、通告番号７番、子育て支援につ

いて伺います。 

  ある生活情報誌の裏表紙に、「寒河江は子育

てに本気です。12年ぶり子育て世代が増」、そ

して「杜の保育所開所決定。病児保育施設と小

児クリニック、隣接して一体整備」と大きく載

っているのを目にしました。佐藤市長の子育て

にかける意気込みの強さを改めて感じたところ

であります。 

  一方、以前の議員懇談会のアクションプラン

の提示の中に、指定管理の３つの保育所を民間

立にしていく予定だということが示されており

ました。ずっと気になっていたのですが、改め

てお伺いしたいと思います。 

  まず、民間立に移行する理由を教えていただ

きたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、現在市立保育

所のうち、みなみ保育所、しばはし保育所、に

しね保育所については、指定管理制度を導入し

ているわけであります。それぞれ特色を生かし

た保育が実施されているところでございます。

毎年、実績に対する評価あるいは保護者の方か

らのアンケートなどを行っているわけでありま

すけれども、良好に運営されているというふう

に我々も評価をしているところでございます。 

  しかしながら、今申しあげた施設の建築年、

施設が建築されたのは、みなみ保育所について

は昭和47年、しばはし保育所については昭和52

年、にしね保育所については昭和53年というこ

とで、老朽化がやっぱり否めないわけでありま

す。建てかえが喫緊の課題となっているわけで

ございます。 

  そうした状況の中で、御指摘のありました平

成28年度に行財政改革の検討が行われました。

その上で、それを踏まえて子ども・子育て支援

推進会議というものにお諮りをして、市立保育

所の整備計画を策定したところでございます。 

  なぜ民間立にするのかという御質問でありま

すけれども、先ほど申しましたとおり老朽化し

ているので建てかえをしなければいけない。建

てかえにはやっぱりそれなりの事業費がかかっ

ていくというふうになるわけであります。その

建てかえのときに、民設民営ということにいた

しますと国庫補助を受けることができる。公設

では国庫補助を受けることができないという今

の国の補助制度でございます。 

  さらに、民営ということになれば独自の保育

サービスの実施など多様な保育サービスにもき

め細かく対応できるという利点がございますの

で、そういう意味で民間の活力を導入していき

たいというふうに考えたところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 老朽化した建物などを建てか
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えする場合に、民設民営だと国庫補助が得られ

るということでございますね。予算のことは本

当に悩ましい問題だというふうに思います。 

  そして、民間の活力ということで、指定管理

導入の際から言われてきました民間のノウハウ

を生かして、活力を生かしてということでござ

いますけれども、多様な保育サービスをしてい

っていただくためにも民間の活力が必要だとい

うことでございますけれども、私ども、人、人

間に対応する事業の場合、やはり市が責任を持

って対応する、当たるというのが望ましい、一

番だというふうに思って、再三にわたってその

旨は言ってまいりました。 

  そこで、指定管理者制度になっておりますが、

その更新の際も、市長は子供さんのことですか

ら急に環境を変えることは大変ではないかとい

うことで、なれて頑張っている今現在の指定管

理の方を継続で行ってきて、議会もそれを可決

してきたという経緯がございます。そこだと思

うんですね。子供に対して何が一番大事かとい

うことをやっぱり一番に考えなくてはいけない。

これが大前提であると思います。 

  そうした場合、老朽化の改善ですとか、その

他いろいろの改善点は、やっぱり民設民営でな

いとお金が足りないということなんですね。そ

れ以外の、そこのところをやっていく場合に、

今までどおり継続してきたように指定管理者に

引き継いでいくのか、また新たに募集するのか

ということも含めて、この辺のところはどのよ

うになっていくのかお聞かせ願えればと思いま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 これもちょっとお断りというか

でありますけれども、行財政アクションプラン

では、平成29年度に民設民営の保育所に向けた

検討を行って、30年度からその計画に基づいて

保育所整備を行うというふうにしておりました。

しかしながら、29年度については、なか保育所

について移転、新築改築をして、さらに医療保

育施設の併設ということがございましたので、

そこを優先的に取り組みを進めさせていただい

た関係から、民設民営の保育所に向けた検討と

いうのは今年度から進めていくというふうにし

ているところでございます。 

  そういう意味で、どのようなやり方で民間立

に移行していくのかというのは、御指摘のよう

な現在の指定管理者に引き継いでいくのかどう

かなども含めて、その方法については今後議論

を検討していくということにしているところで

ありますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 市のマザーズ支援拠点事業と

いうものがありまして、それに費やしてきた労

力もいかばかりかというふうに思うわけであり

ます。ですけれども、今年度から保育所整備を

していって、どのようなやり方をしていくかま

ではまだ未定だということでありますし、その

ことについての次の質問で言うつもりの具体的

な話し合いも、これまた２番目の答弁同様今か

らだということでございますね。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 指定管理者という方は、もう既

に今、今ある保育所を運営していただいており

ますから、それで我々も前に保育所の整備計画

というものを示しているわけでありますから、

現在管理していただいている指定管理者の方も

どういうふうに今後なっていくのかというのは

大変興味を持っているというか、心配をしてい

るというんですかね。そういう随分意識をして

いらっしゃっておりますから、機会あるごとに

そういう事業者の皆さんの意向なども現在聞い

ているところであります。具体的にまだこうい

うふうにしていくという方針は市のほうでも決

めておりませんし、指定管理者の皆さんと引き

続き話し合いをさせていただくということにな
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ろうかというふうに思います。 

  そういう意味で、現在の指定管理者の方に引

き継いでいくような形になっていくのかどうか

などについても、今後の検討というふうになろ

うかと思います。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 今現在の指定管理をなさって

いる方も心配だという声を受けとめておられる

ということですね。 

  子供にとって保育所は家族以外の大人と初め

て接する場所であります。その触れ合いの質に

よって、子供の育ちは変わっていきます。心地

よい安心した環境を整え、穏やかな成長を保障

するためにも、密度の濃い話し合いというのは

絶対不可欠のものだと思います。関係者の意を

酌み残すことなく、子供たちの幸せ、その真ん

中を幸せのためにじっくり考えて話し合いを深

めていっていただきたいというふうに思います。 

  今から話し合いをすることだということです

ので、ここはぜひ本当に率直な腹を割った実り

のある話し合いを展開していっていただいて、

じっくりした議論、討議をなさっていただきた

いというふうに思っています。 

  それで、この質問の冒頭に紹介しましたよう

に、子育てするなら寒河江でというような姿勢

で頑張ってきたことが、寒河江市は流出人口よ

りも流入人口が多くなったという報道にもあら

われており、大いに評価するものであります。 

  しかし、ここで市内の３つの保育所を行政の

手から離し、民間立にするというのには若干や

っぱり少し矛盾を感じるところでもありました。

同じ寒河江市で暮らす子供たちの保育をひとし

く保障していく責務が市にはあるのではないか

なというふうに考えますが、このことについて

お伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 改めて申しあげるまでもありま

せんけれども、市内には認可保育の施設という

のは、寒河江市立保育所が分園１カ所を含めて

７カ所、民間立の保育所が４カ所、そして認定

こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設

が各１カ所で、全部で14カ所の施設があるわけ

です。これら全ての保育所に通う子供たちの保

育については、市が実施主体になるわけであり

ます。市でこの14カ所について入所申し込みを

受け付けをして、入所に関する審査を行って入

所を内定していくということになるわけであり

ます。もちろん施設の内定については保護者の

皆さんの御希望をお聞きして決めていくという

ことになるわけであります。 

  そういう意味では、市立であろうが民間立で

あろうがということになろうかというふうに思

いますし、また設置や設備、保育士の配置など

の基準、それから経費負担の仕組み、保育料な

どについても同じであるわけです。さらに市の

条例で定めた運営基準により保育を実施してい

るということでありますので、私どもとしては、

どの施設に入所したとしても保育の質は保障さ

れているというふうに思っております。官民の

差はないというふうに理解しているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 市が実施する主体が14カ所で

すね。それ以外の民間の保育施設に対しても同

じように責任があると、同じようによりよい保

育を目指していくというようなお考えでござい

ます。これは一貫して言われてきたことでござ

いますし、子ども・子育て支援制度の導入の際

も一般質問でのやりとりの中で、市長は市の責

任はさらに重くなったと述べておられます。そ

の言葉どおり子育て支援に力を入れ、寒河江市

マザーズ支援拠点事業が展開される運びにもな

っているわけであります。 

  一方で、その新しい杜の保育所と呼ばれてお

りますなか保育所に、全ての子供が入れるわけ

ではないんですよね。保護者からしてみれば、
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新しくてきれいな保育所に入れたい、そう望む

のが人情ではないかなというふうにも思うとこ

ろであります。 

  そうした場合、他の保育施設との格差が大き

くならないような施策も必要と考えます。この

ことは先日行いました議会報告会でも出された

話でもあるわけです。市内全域の計画的な整備

をどのように行っていくのか、指定管理の保育

所の老朽化や施設の建てかえなども、先ほども

触れられましたけれども、ここでさらに突っ込

んだ考え方をお聞かせ願えればと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一部繰り返しの御答弁になって

しまうかもしれませんが、保育所の施設整備に

ついて年次計画というものを立てさせていただ

いているわけであります。御指摘のとおり、な

か保育所については、保育所の中でも基幹的な

保育所だということで、これは寒河江市立保育

所として今回整備をしていくということにして

いるわけでありますけれども、なか保育所だけ

が新しくなってということにはもちろんいきま

せんし、他の施設も老朽化しておりますから、

できるだけ早く他の保育所についても整備をし

て、多くの子供たちが安心して快適に過ごせる

ように整備をしていかなければならないという

ふうに思っているところであります。 

  そういう意味で、できるだけ早く整備をして

いくには、先ほど申しあげましたような手法と

申しましょうか、やり方というのが、結果とし

て我々が今考えている整備の方法だというふう

に思っているところであります。できるだけ早

く整備計画に基づいて計画的に整備を進めてい

きたいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 整備を早めていくということ

でございます。 

  先日の全員協議会の中でも、国、県に対して

の重要事業要望書の中にも、この保育整備をす

るための補助金、お金というものの要望をなさ

っておりますね。ですので、本当に国が子育て

支援、社会保障などにもっともっとお金をかけ

てくれる、そういう姿勢でありましたら何も問

題はないわけですけれども、いかんせんそうで

はないという現実があります。 

  そうした場合に、お金をどこから持ってきて、

どのように新しくしていくのかということでは、

確かに頭を悩ませるところだなというふうには

思いますが、同時に国や県に対して要望を続け

ていきながら、子供たちにとってのよりよい保

育環境というものを手放さずに考えていただき

たい。市長はもともと子育て支援に頑張ってお

られますので、その姿勢であるということには

確信を持っておりますけれども、いかんせん国

の制度というものはなかなか私たち自治体にと

って優しいものではないなというふうに、繰り

返しになりますが思うところであります。ここ

をぜひとも踏みとどまり頑張っていただいて、

子供のよりよい保育環境のためにさらに充実さ

せていっていただきたいなというふうに思いま

す。 

  未来を担う寒河江市の子供たちが人間として

育つ土台となる時期を、丁寧に手をかけ、お金

もかけて、責任を持って守り育てることが人口

減少のさらなる歯どめともなり、そうやって育

てられた子供たちが将来寒河江市に実りのある

たくさんの花を咲かせてくれることを信じてお

ります。 

  冒頭、１時間おつき合いくださいと言いまし

たが、１時間にはなりませんでしたけれども、

ここで子供たちの将来、それから市長の手腕、

そういうものを信じて、私の一般質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

 

   散    会    午後２時２７分 

 

○内藤 明議長 以上をもちまして、本日の日程



 - 68 -

は終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第３号       第２回定例会 

   平成３０年６月４日（月）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○内藤 明議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 平成３０年６月４日（月）                        （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

８ さくらんぼ振興に

ついて 

（１）さくらんぼ重点品種について 

（２）紅秀峰の振興について 

（３）新品種山形Ｃ１２号の振興の方向

性について 

（４）さくらんぼのトップセールスにつ

いて 

（５）国際チェリーパークについて 

３番 

佐 藤 耕 治 

市 長 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

除雪対策全般につ

いて 

 

 

 

 

（１）平成２９年度の本市の積雪量・除

雪・被害等の状況について 

（２）幸生・田代地区における特別豪雪

地帯の指定について 

（３）ＧＰＳ搭載除雪車の効果と今後に

ついて 

１５番 

木 村 寿太郎 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

中学校運動部部活

動の指導について 

（４）市民から要望の高い「間口除雪」

について 

（５）白岩・高松・醍醐地区における排

雪場所について 

（１）市内の中学校に配置される部活動

指導員について 

（２）県内他市町村の進捗状況について 

（３）中学校運動部における生徒数の割

合と部活動の種類について 

（４）中学校生徒が望む部活動の傾向に

ついて 

（５）担当制教職員における競技経験者

の割合について 

（６）新指導者の選定方法・部活動の指

導法・待遇について 

（７）担当制教職員と外部指導者の位置

付け・役割分担・責任などの度合い

について 

（８）少子化における部活動の在り方に

ついて 

 

 

 

 

教 育 長 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

再生可能エネルギ

ーについて 

公文書の保管につ

いて 

寒河江マザーズ支

援拠点整備事業に

ついて 

 

（１）太陽光発電の普及状況ついて 

（２）新設された補助金の課題について 

（１）現在の保管状況について 

（２）デジタル保存の取り組みについて 

（１）なか保育所の特徴とアピールポイ

ントについて 

（２）現在のなか保育所の跡地利用の進

捗状況について 

１６番 

柏 倉 信 一 

市 長 

 

市 長 

 

市 長 

 

 

 

佐藤耕治議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号８番について、３番佐

藤耕治議員。 

○佐藤耕治議員 おはようございます。 

  寒政・公明クラブの佐藤耕治です。連日の猛

暑、大変執行部の皆さん、御苦労さまでござい

ます。また、議員の皆さんも、６月議会が始ま

るということで大変スケジュールがお忙しいと

ころ、本当にお疲れさまでございます。一般質

問２日目、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  先日、初日の工藤議員、渡邉議員ともちょっ

とテーマがかぶっているところもありますけれ

ども、重複しないようにしたいと思いますので、
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よろしくお願い申しあげます。 

  ６月議会はさくらんぼ議会と銘を打ち、また

「さくらんぼと歴史が育む スマイルシティ 

寒河江」や「さくらんぼの里さがえ」と、「紅

秀峰とつや姫の里」さらに「チェリーランドさ

がえ」など、さくらんぼ一色のまち寒河江であ

ります。これは言うまでもなく、さくらんぼ栽

培農家なしでは語れません。 

  早速、通告番号８番、さくらんぼ振興につい

てお伺いいたします。 

  現在、さくらんぼの栽培されている品種は佐

藤錦、紅秀峰、紅さやか、紅ゆたか、紅てまり、

高砂、大将錦、南陽、正光錦、月山錦、ナポレ

オン、夕紅錦、高陽錦、レッドグローリー、セ

ネカなど、数多くの品種が栽培されております。

このことは、栽培のしやすさや受粉樹などでは

なく、商品価値として佐藤錦の食味の高さや、

佐藤錦以外の品種が低価格に推移していること

にあります。また、山形の販売戦略のキャッチ

フレーズとして、果物の王様佐藤錦として全国

各地にＰＲが展開されている実情にあります。 

  寒河江市のさくらんぼの重点品種についてお

伺いしたいと思います。佐藤錦は40年を超すブ

ランド品種であります。消費者人気ナンバーワ

ンの品種でもあります。寒河江市のさくらんぼ

の重点品種をどのように考えているのか、市長

にお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  佐藤耕治議員から、さくらんぼの振興につい

ての御質問がございますので、お答えをしたい

というふうに思います。 

  御指摘のとおり、寒河江市はこれまでもさく

らんぼにこだわったまちづくりを進めているわ

けでありますけれども、当然のことながらさく

らんぼの生産振興を農業の大きな柱の一つに取

り組んできているわけであります。御案内のと

おり、佐藤錦につきましては、首都圏までの生

食での流通が可能となった昭和50年代、当時他

の品種と比較した際の食味のよさ、それから樹

勢もよく、着生も多い特性があるわけでありま

すし、また寒暖差のさくらんぼ栽培に適した寒

河江の風土、それから昭和40年代後半からの減

反政策、さらには雨よけハウスの開発などによ

る高品質化など、さまざまな要因によって栽培

面積が拡大をしている今日まで至っているのか

なというふうに思います。そういう意味では、

御指摘のとおり40年以上変わらず消費者の皆さ

んからの人気、知名度といったものがあります。

そういう意味で、寒河江市産のさくらんぼの主

力になっているわけであります。 

  他方、消費者ニーズ、大変多様化しているわ

けでありますし、農産物全体にしてみれば、そ

ういう消費者ニーズに応えるような品種改良あ

るいは新たな伝統的な作物などについての新た

な掘り起こしなども進んで、全国各地でさまざ

まな新たなブランド農産物の開発が進められて

いるという状況にあろうかというふうに思いま

す。 

  特に、さくらんぼのような果樹にあっては、

実際に出荷するまで多くの手間暇がかかる、も

ちろん施設整備もかかると、こういうことであ

ります。 

  そういった意味で、御質問にあります寒河江

のさくらんぼの重点品種は何かと、こういう御

質問でありますけれども、今後のという意味で

あるとすれば、このような環境の中で将来を見

据えて、市として重点的な支援やブランド化な

どの振興を図っていくための品種ということに

なりますので、我々としてはこれまでの佐藤錦

のような、食味が良好でさらには一般の消費者

からも高い評価を得られて、生産者の栽培意欲

を満たすような大変魅力ある品種が寒河江市の

将来の農業の発展につながっていく、そういう

品種であろうというふうに思っているところで

あります。 
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  ちょっと長くなりましたが、そういう意味で

は寒河江市がこれまで面積の拡大とブランド化

に取り組んでいる紅秀峰については、まさに重

点品種として現在進行形で取り組んでいるもの

というふうに考えているところでございます。

御案内のとおり、紅秀峰、食味のよさに加えて、

寒河江の園芸試験場で生まれた品種ということ

もあって、本市のこれからの農業振興の柱とな

る品種の一つであるというふうに思っていると

ころでございます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 答弁ありがとうございました。 

  紅秀峰も本当に寒河江の顔になってきている

ということも、平成に入って間もなく開発がさ

れて、今なお栽培している方々がいらっしゃい

ますが、本当にこの紅秀峰をこれから推進して

いくためにも、本当にＰＲも大切でありますけ

れども、この紅秀峰の振興についてお伺いした

いと思っているところであります。 

  紅秀峰の面積拡大には、まだまだ道半ばであ

ります。苗木への補助や育成費、雨よけハウス

部材への補助金支援が行われてきておりますが、

事業を加速させるには、これまでのハウス部材

に加え、建設費用を含む支援が必要ではないで

しょうか。一般建築物では、材料代、建設費が

別々に分かれている事業はありません。これま

では、農家みずからがハウス建設をしており、

現在は農家の規模拡大により生産管理作業に追

われ、さらに高齢化によりハウス建設ができな

い状況下にあります。普及拡大には、建設費を

対象にすることで事業が加速すると考えますが、

このことについて市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 面積を拡大していく方策という

のはどういう方法があるかということを考えて

いく場合に、基本的にはやっぱり単価が高い、

紅秀峰は佐藤錦よりずっと単価が高いというこ

とであれば、農家の人はいっぱいつくると思い

ます。そうなっていないわけですね。ですから、

そこがなっていないのが、その甘んじてそれを

甘受するということだけではいかんと思います。

値段を高くするような販売戦略を、農業団体あ

たりがもっと真剣に取り組むというのが第一義

的だというふうに思います。 

  今はそういうふうになっていないので、やは

り面積が拡大しないというのが一因だというふ

うにも佐藤議員も思われているというふうに思

いますが、そういう中でどういうふうにして寒

河江のブランドの紅秀峰を拡大していくかとい

うと、一つは市のこれは単独の補助事業という

ふうになるわけでありますけれども、紅秀峰の

里ブランド推進事業として、これまでも苗木購

入補助を活用いただき、植栽された方が苗木の

成長に合わせて、後年、後に出荷時の品質確保

のために必要となる雨よけハウスの整備などに

ついて補助をさせていただいているところであ

りますが、現在はこの制度では、農家の方みず

からが資材を購入して組み立てる、設置をする

という前提に、この制度の設計をしているわけ

でありますが、御指摘のように制度と実態がず

れているのではないかというような御指摘であ

りますので、我々としては今後御自身で組み立

てをする場合、あるいは委託して行う場合など

の支援のバランスなどを考慮していく必要があ

るのではないかというふうに考えておりますの

で、これから制度の見直しについて調査させて

いただいて検討していきたいというふうに考え

ております。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 苗木の購入関係で、一年生の苗

木と大苗が普及されまして、ことし、来年、再

来年と３年間ほど雨よけハウスを希望する方が、

大苗購入の方々がふえてくると思いますので、

ぜひ検討をお願いし、そしてより早く生産量拡

大につなげていっていただきたいと思っている
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ところであります。 

  続いて、新品種山形Ｃ12号の振興の方向性に

ついてお伺いしたいと思います。 

  県が開発しました山形Ｃ12号については、農

家の皆さんは困惑しながら苗木を希望されてい

る方々が多数占めております。県の農林水産部

では、山形Ｃ12号のブランドに向けた生産振興

の方向性が出されており、導入の基本的な考え

方として次のようなものが挙げられております。 

  １つに、品種構成が佐藤錦に偏重しているこ

とから、結実の多い年には収穫がおくれ、品質

が低下するとの課題が生じているため、佐藤錦

から山形Ｃ12号への改植を進めていく。 

  ２つに、佐藤錦からＣ12号への改植を進める

ことで、生産面では収穫期の労力配分に加え、

大玉であることによる収穫・出荷調整作業の省

力化につなげていく。 

  ３つに、Ｃ12号を導入することで、販売面で

は大玉果実の出荷割合の増加による収益性の向

上、輸出による販売拡大につなげていく。 

  ４つに、導入は生産者登録制とし、意欲ある

生産者を中心に導入を進め、技術的なフォロー

アップを図りながら、大玉果実の生産を着実に

進め、早期のブランド確立を目指していく、と

あります。 

  また、目標とする普及面積では、紅秀峰の初

年度の苗木供給本数の４倍に相当する7,000本

程度を供給し、スピード感を持って計画的に生

産を拡大し、ブランド化を進める。さらに、具

体的な普及面積目標は、２年目以降の苗木の導

入状況や、市場等における果実の販売動向を踏

まえながら設定していく、と出されております。 

  市長に、このことについてどのように考えて

いるのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 県におきます山形Ｃ12号の導入

の基本的な考え方については、ただいま佐藤議

員からも御指摘ありましたが、山形Ｃ12号、果

実が３Ｌから４Ｌ中心の大玉である、それから

艶があって着色が良好だ、それから食味は糖度

が20度以上で佐藤錦並みで、酸味が少なくすっ

きりとした甘さである、果肉がかたく日持ち性

にすぐれる、それから収穫時期は佐藤錦と紅秀

峰の間となる６月下旬から７月上旬というよう

な特徴があるというふうに聞いているところで

ございます。 

  寒河江市におきましても、これまで紅秀峰の

栽培拡大面積に取り組んでまいりましたが、御

指摘のとおりなかなか面積がふえていかないと

いう状況で、多くを佐藤錦が占めているのが現

状であるわけでございます。そういった中で、

去年あるいはおととしあたりは、結果的に豊作

であったということでありますので、収穫時期

の後半におきましては佐藤錦はうるみの発生な

どで品質低下したり、あるいは収穫できずにも

ぎ残しをしてしまうというような課題があった

わけでございます。さくらんぼは収穫の適期が

短い、それから作業が短期間に集中して、作業

従事者の確保といった面に大きな課題を抱えて

いるところでございます。そういった中で、こ

の山形Ｃ12号が佐藤錦から改植が進んでいくと

いうことになれば、作業の平準化あるいは人手、

雇用期間が延びるというようなことから、これ

らの課題の一部は解決に向かうのではないかと

いうようなことが期待されているところでござ

います。 

  しかしながら、この品質については、先日の

工藤議員の御質問にもお答えしましたとおり、

まだ実際に食した方が極めて少ないのではない

かというふうに思っているところでございます。

話題が先行している部分があろうかというふう

に思いますし、農業全体でありますけれども、

農家の方の高齢化というものもありますから、

この高齢の生産者の方が10年スパンでその果樹

の改植が果たして取り組めるのかといった点も

当然疑問になってくるというふうなところもあ
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ろうかというふうに思います。 

  県のほうでは、このブランド化プロジェクト

会議の取り組みを進めるということであります

から、そしてこの新聞記事なども見ると、試食

会なども開くということでありますから、試食

会をするということは６月中にそういうことは

多分やられるんだというふうに思いますから、

そういう取り組みの状況なども注視をさせてい

ただいた上で、生産者の皆さんとも十分情報交

換、意見交換をさせていただいて、適切な対応

を見きわめていくということが必要なのではな

いかというふうに考えております。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 Ｃ12号につきましては、本当に

まだ海のものとも山のものとも言えないような、

それで食されていない状況下の中で、これが本

当に一番いいんだということが、２番目ではど

うかという問題ではありませんが、本当に方向

性を見るために、本当にこれまで県で推奨して

きたさまざまな品種の中で、現在も日の目を浴

びている品種、佐藤錦や紅秀峰、紅さやかなど

があります。またそうでない品種が幾つか挙げ

られます。新品種の取り組みには、収穫までの

育成年数と、雨よけハウス費用に10アール当た

り約現在200万円を超す費用がかかり、助成率

５割でも100万円程度自己負担がかかる必要と

なります。さらに、植栽してから５年、７年、

10年後の販売単価の不安要素が大きく左右され

ることに危機感を持っている生産者は少なくあ

りません。佐藤錦の知名度を上回るＰＲと、労

働力確保が重要であると私は考えております。 

  そこで、新品種山形Ｃ12号の将来を見据えて

の寒河江市の方向性をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員からもありましたが、

さくらんぼについても新品種が数多く出ている

わけでありますが、なかなか佐藤錦を超える評

価が得られていない品種が多々あるわけであり

ます。そういう果たしてそれと違う山形Ｃ12号

の品種なのかどうかということが、まだまだ見

定めることができないというのが現状かという

ふうに思いますし、そこが一つの生産者の方に

二の足を踏ませている要因にもなるのかなとい

うふうに思います。 

  また、先ほどありましたが、改植、新植した

場合、一定期間収入が途絶えるというようなリ

スクが生じる懸念がありますので、そういう意

味ではやっぱり慎重にならざるを得ないという

ようなところでございます。 

  県のほうでは、感覚的に思うと、つや姫の成

功例が頭の中にあって、そういうその手法を同

じようにＣ12号にも適用しようというような思

惑というんですか、考え方があるんだというふ

うに思います。それは悪いことではないとは思

いますが、ただつや姫と違うのは、さくらんぼ

の場合は、つや姫はいっぱいライバルが全国に

おるわけですけれども、はっきり申しあげると

さくらんぼは山形県以外は今のところ大きなラ

イバルはいないというところが、ちょっとやっ

ぱりその辺とブランド化戦略の展開が、本当は

違ってもいいのかなというところがしないでも

ないという個人的な考えがありますが、ただや

っぱりほかの県でも、あるいはアメリカンチェ

リーなどもありますから、年々そういった県外

産、外国産、力をつけているというふうにも認

識をしておりますから、そういう意味で山形Ｃ

12号が佐藤錦、紅秀峰のように農家の皆様に納

得していただける品種であるかは十分見きわめ

る必要があろうとは思いますけれども、また一

方で時期を失することがないように、寒河江の

取り組みの方向性といったものを迅速に検討し

ていく必要があるというふうに認識をしており

ます。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 なかなかＣ12号、私は食べたこ

とはございます。本当に役職柄、こういう議員
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以外でもちょっと役職を持っていますので、あ

りますが、本当に落葉果樹の場合、先ほども言

いましたように５年、７年、10年、本当に日の

目を浴びるのか、浴びないのかということから

すれば、本当に山形県のさくらんぼが今地球の

温暖化現象によりまして、20年後は産地が移行

すると言われております。その中でも、ブラン

ドをしっかり持っていくためには、本当にさま

ざまな課題を持たなくてはならないと思います、

目標も持たなくてはならないと思います。 

  私がＣ12号を考えるときに、これから検討し

ていく中で、答弁はいいんですけれども、私な

りに思うのは、栽培者の高齢化拡大によって、

生産拡大にまず問題がある。もう一つは、佐藤

錦を主力品質化というのは、皆さんことし多分

食べていただければ、それなりに感覚的にはわ

かると思います。問題となるのが、さくらんぼ

自体が収穫期間が紅さやかですと約１週間弱で

す。佐藤錦は、栽培によっては20日ぐらいもた

せることができます。それは、皆さん御存じの

ように、山辺町では７月中・下旬まで佐藤錦栽

培されていることです。一般的には、10日から

２週間が１品種の作物と言われておりますので、

労働力の競合が一般的にはこのうるみ果が出る

という症状からすれば、技術面の栽培ハードル

的なものを設けていかないと、高品質ブランド

化にはつながっていかないと思っておるところ

です。そしてまた、佐藤錦は結実が安定しない

ことから、結実の安定しにくい地域というもの

は寒河江市内にも幾つかあります。調べれば、

多分調査すれば農林課のほうでもわかると思い

ますので、その点を含めますと安定しにくい地

域への支援強化や、あとやる気のある方々への

団地化造成、やりたい人、10人か100人かはわ

かりませんけれども、その人で団地化を進める

という方法でブランド化を進める方法などが、

これから検討、計画していただければ幸いと思

っているところであります。 

  続きまして、さくらんぼのトップセールスに

ついてお伺いしたいと思います。 

  ６月１日よりさくらんぼ狩りがオープンされ

まして、６月９日から７月１日まで「さがえさ

くらんぼの祭典」が開催され、１年で一番交流

人口が期待される月でもあります。しかし、観

光客数は東日本震災から低迷していると聞いて

おります。観光客増加や販売強化にも、市長の

トップセールスを実施されていることに対して

も、大変敬意を示したいと思います。私も、栽

培者の１人として、この場をおかりしましてト

ップセールスありがとうございますとお礼を申

しあげます。 

  今後、さらに消費者ニーズに対応した攻めの

戦略が私は必要だと考えます。特に、これまで

トップセールスがされていない中国、四国、九

州地方へのイベント参加を実施することで、観

光客増加やさくらんぼ販売強化につながり、経

済効果が高まると私は考えますが、市長の御所

見をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さくらんぼのトップセールスに

ついては、さくらんぼの販売確保・拡大、販売

戦略の一環としてこれまでも実施をしているわ

けでありますけれども、ことしは去る４月26日

に、まずハウスさくらんぼのトップセールスを

東京の大田市場で実施をさせていただきました。

例年実施をしているところでございますが、今

後も今週になるんですか、６月７日に、これは

県知事をトップとしたオール山形体制で実施を

していくということにしておりますし、また６

月28日には紅秀峰のトップセールスを、西村山

１市４町で連携をしながら大田市場で実施をし

ていくというふうに予定をしているところでご

ざいます。 

  御指摘のとおり、東日本大震災発生に伴って、

平成23年度には11万5,000人まで観光さくらん

ぼ園の入り込み数は減りましたが、昨年は18万
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5,000人ということで、震災前の数字に近づい

ている状況になってございます。市といたしま

しても、こういった取り組みをさらに充実をし

ていく必要があるというようなところで、もち

ろんトップセールスも大事でありますけれども、

全国の各地でさくらんぼの種吹きとばし大会な

どを実施をさせていただいて、風評被害の払拭

に努めてきているところでございますし、これ

からもそういったところで一般消費者の方と向

き合ったＰＲ活動などもさらに充実をしていき

たいというふうに考えております。 

  これも今週ですけれども、６月６日には新た

なＰＲ活動の手法として、東京都内で開催のマ

ルシェイベントに出展をして、さくらんぼのＰ

Ｒ活動を実施する予定でございます。消費者の

反応、ニーズなどを探りながら、継続した実施

についても検討していきたいというふうに思っ

ております。 

  ただいまは、関西より西の地域でのトップセ

ールスの実施について御提案をいただきました

が、確かに大阪方面には毎年ある程度の量は寒

河江のさくらんぼは出回っているわけでありま

す。市としても、これまで10年ぐらいですか、

３年ぐらい前までトップセールスを大阪でも実

施をしてまいりましたが、実際その効果という

のをどういうふうに考えるかということであり

ますが、なかなか関西、大阪のほうは関東より

も値段がつきません。ですから、同じ品物を大

阪に持っていくよりは東京に持っていったほう

が値段が高いというのは現実ですね。農家の所

得のことを考えれば、東京のほうに持っていく

というのが普通の考え方だというふうに思いま

す。農協もそういうことをやっていかざるを得

ないというような、現実的にはそういうことで

あります。ですから、大阪のほうにも行って申

しあげているのは、やっぱりぜひ多くの品物を

持ってきていただきたいというならば、それな

りの値段をつけていただかないと、東京方面に

物が流れていくと。物が余っているわけではあ

りませんので、さくらんぼの場合は。ですから、

そういうことで農家の所得ということを考えて、

有利販売を展開しているというのが現状だとい

うふうに思います。 

  さがえ西村山農協によりますと、ことしから

九州の一部、熊本のほうですかね、少量ながら

販路を開拓したということでありますので、実

際さっきも申しましたけれども、出荷量との費

用対効果なんかも十分考慮させていただいた上

で、トップセールスなども実施していくかどう

かの可否を検討する必要があるというふうに考

えております。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当に費用対効果を考えると、

なかなか難しいところもあります。しかしなが

ら、私が考えるに、九州、四国でもそうですけ

れども、30万から100万人以上行われているイ

ベント、お祭りもありますけれども、かなり北

海道の夕張メロンを初めさまざまなものが販売

されている中で、バイヤーさんが山形に来てい

る方も、毎年ではなくて何十社も来ておりまし

て、さまざま物が少ないさくらんぼなりにこだ

わって販売をされている方もいらっしゃいます

ので、ぜひ来年高品質で高級なさくらんぼとし

て、これから四国、九州のほうにもデパート、

専門果実店を含めて検討していただければと思

っているところであります。 

  中でも、先ほど市長からもお話がありました

けれども、種とばしを含め、自分たちだけでや

るのではなくてトップセールスも大切ですけれ

ども、市民も一丸となってＰＲするということ

であれば、私は市民一人一人がセールスを展開

できるような仕掛けのようなものが大切かなと

思っております。その中でも、私が私なりに考

えますと、個人や団体が県外に訪れる際、おし

ゃれなさくらんぼのデザインがされた服などを

着用することで、さくらんぼのＰＲの一環とな
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ると私は考えております。例えば、夏であれば

Ｔシャツ、ポロシャツ、ズボン、秋にはトレー

ナー、ジャケット、ジャンパー、ネクタイ、ソ

ックスなどが挙げられます。有名デザイナーが

手がけるさくらんぼをモチーフにしたおしゃれ

な衣服を作成することで、愛用者がふえ、市民

のさくらんぼ全国展開が図られると私は考えま

すが、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市民の皆さんが、お一人お一人

草の根的にさくらんぼのセールスマンとなって、

本市のＰＲを自発的に行っていただけるという

ことは、理想的なプロモーションの一つの形で

あるというふうに思っております。そういうこ

とが実現できれば大変ありがたいことだなとい

うふうに思っているところであります。 

  有名デザイナーのシャツとかなんというと大

変でありますけれども、ただブローチつけるだ

けでも、この皆さんつけていらっしゃるブロー

チつけるだけでも、非常に県外に行ったときは

注目を集めますよね。山手線なんか、こういう

のをつけて歩いたりすると、それだけでも相当

ＰＲになるのではないかというふうにも思いま

す。 

  御案内のとおり、Ｔシャツのお話ありました

が、ここ最近毎年、職員がスーパークールビズ

ということで、チェリンとかさくらんぼをデザ

インしたＴシャツを着ております。去年からは、

その職員だけではなくて一般の方もそのＴシャ

ツを買えるようにしているわけです。これは、

寒河江の企業でありますグンゼさんにお願いを

して、地元の産品ということでそういうものを

つくらせていただいているところでありますし、

新たなグッズというわけではあまりせんが、チ

ェリンのグッズなどは、チェリンそのものがさ

くらんぼの妖精といっているわけですから、チ

ェリンのグッズがそのさくらんぼの宣伝になっ

ているわけですね。いろんな靴下とかＴシャツ

とかいろいろあるわけなので、そういったこと

を活用していくだけでも大変ＰＲになってくる

というふうにも思いますから、一般の方、消費

者の皆さんだけではなくて、生産者の方からも

そういったものを着用、利用していただければ

ありがたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

  また、そういうことと同時に、やっぱり今は

ネット社会ですので、ＳＮＳなどを活用して情

報が瞬く間に拡散をするというところでありま

すから、そういったエリアを使って寒河江のい

ろんなＰＲグッズなどが紹介できていくことに

なれば、もっともっと市民の皆さんが主体とな

ったＰＲということについても広がりを持って

いけるのではないかというふうに思います。そ

ういう意味では、行政の知恵だけではなくて、

民間の皆さんの知恵などもおかりして、これま

での取り組み以外の新たな取り組みなども提案

できればというふうに考えているところでござ

います。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 短いさくらんぼのシーズンでは

ありますけれども、１カ月足らずのやつを残り

11カ月、さくらんぼのブローチも結構ですけれ

ども、さまざまなことを身につけて県外に出て

いくような周知活動などを、団体を通じながら

私も努力したいと思っているところでもありま

す。 

  行政視察関係でも、シーズンを問わずブロー

チをつけている議員さんも何人かいらっしゃい

ますので、本当にその辺は市民にも訴えていき

たいなと思っているところでもあります。 

  続きまして、さくらんぼといえばチェリーラ

ンドが大変有名でして、チェリーランドの中で

も今回国際チェリーパークについてお尋ねした

いと思っているところであります。 

  チェリーランドさがえは、平成２年に建設さ

れ、平成４年にグランドオープンし、26年を経
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過しております。チェリーランド敷地西側にあ

る国際チェリーパーク内にある、世界12カ国の

108種類のさくらんぼ並木が130本植栽されてお

ります。当時は、観光客に大変好評であったと

聞いております。これからの観賞には、４月の

開花期や６月の着色期から食べごろまでの短い

期間だけでなく、通年にわたる実物の観賞がで

きる「日本一さくらんぼの里さがえ」の名のと

おり、将来に向けた新たな観光スポットが必要

と私は考えますが、市長の御所見をお伺いいた

します。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国際チェリーパークにつきまし

ては、御案内のとおり日本だけではなくて、ヨ

ーロッパ、アメリカ、中国など世界12カ国のさ

くらんぼが植栽をされている、全国でも唯一の

世界のさくらんぼ展示場ということでございま

す。オープン当時は、115品種222本が植栽をさ

れていたわけでありますけれども、木が大きく

なったための間伐、あるいは気象や土壌条件が

合わずに枯れてしまったなどもあるわけでござ

います。植栽した当初は、それぞれの品種に合

った剪定などの管理方法も、なかなかよくわか

らない。苦労されたようでありますが、現在は

大きく育って、６月のシーズンにはたわわに実

った世界のさくらんぼを、ここ１カ所で見るこ

とができるという施設になっているわけであり

ます。 

  そのほか、寒河江で栽培されている他の果樹

も植栽をして、リンゴ、ラ・フランスなど晩秋

まで特産の果実、果物をごらんいただける公園

として整備をしてきたわけでありますけれども、

実際はそのさくらんぼの実りの時期以外は、余

り園内に足を運ぶ方が大変少ないというのが現

状であろうかというふうに思います。 

  そういったことで、このたびチェリーランド

につきましては、他の議員の皆さんからの御質

問もありましたとおり、再整備計画というもの

を策定する予定にしておりますので、この国際

チェリーパークにつきましても、御指摘の点な

ども踏まえてより有効に、また長期間利用され

るような内容に再整備を進めていくための計画

を検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 本当にチェリーランドそのもの

は、河川公園も含めてですけれども、大変広い

面積がございます。その中でも、国際チェリー

パークは、本当に一番最初案を出してくださっ

た方にもちょっと私話をさせてもらったことも

ありまして、本当に当初は人気があってよかっ

たなと。私も四、五年間ぐらいは剪定作業もち

ょっと頼まれましてやったこともありますけれ

ども、先ほども私が言ったように、新しい感覚

ということからすると、私の考えるところでは、

その国際チェリーパーク敷地内にさくらんぼ施

設を活用した生育ごとに分けた施設を設置し、

さくらんぼの開花から着色期までを通年観賞で

きるようなおもてなしがどうでしょうかという

提案というものなんですけれども、このことは

現在の栽培マニュアルが裏づけております。 

  温室栽培マニュアルは、温室栽培歴30年以上

の栽培者の方々の御努力と、県の農業機関とと

もに栽培生育調査を行い、確立した技術であり

ます。現在、一般技術として栽培指針ともなっ

ております。このような施設は、温度、湿度、

土壌水分、休眠打破、日照量、受粉などを自動

制御設備にすることで、栽培が可能となります。

このような施設が存在することで、チェリーラ

ンドさがえの知名度が高まり、観光客増加にも

つながると私は考えますが、市長はどのように

思われるか、御所見をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 佐藤議員からは、さくらんぼの

開花から着色期までを通年で見ることができる

施設をどうかと、こういう御提案でありますが、
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果樹栽培の専門家であられる佐藤議員の御提案

ですので、さくらんぼの栽培技術も大変進歩を

して、１年を通してさくらんぼを実らせること

が可能になっているというふうに認識をさせて

いただきたいというふうに思います。 

  御案内のとおり、生育の時期をずらすという

ことについては、過去に平成４年のべにばな国

体のときに、寒河江は剣道の競技場になりまし

たが、お越しをいただくお客様にさくらんぼを

ごらんいただこうということで、ポット栽培の

さくらんぼでの抑制栽培、秋に実らせていると

いうことで、当時の寒河江市農協が主体となっ

てこの取り組みをしていただいたわけでありま

すけれども、実際そのちょうど期間中に、赤く

実ったさくらんぼをごらんいただいたわけであ

りますけれども、それまでの苦労は大変なもの

があったというふうなこともお聞きをしている

ところでありますが、御提案のとおりに、通年

でさくらんぼをごらんいただくような技術、施

設も含め技術が可能であるということになれば、

それは大変大きな話題となって、観光客の誘客

にも大変つながるというふうにも思いますので、

今後我々としても再整備計画の策定の中で検討

させていただくというふうになろうかというふ

うに思いますが、いろいろそういう意味では

我々もあわせて一緒に研究をさせていただきた

いというふうに思います。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 ぜひ前向きに検討してもらって、

よりよい、これまでにないチェリーランドさが

えになっていけばと私は思っておるところであ

ります。その中でも、本当にチェリーランドは、

道の駅といえばチェリーランドというふうに東

日本、東北、山形県でも大変知名度がある有名

な場所にもなっております。 

  しかしながら、全国の道の駅数は現在1,145

カ所ほどありまして、生き残りをかけながらさ

まざまな展開がされてきております。今後の、

チェリードームも老朽化しているわけでござい

ますので、さくらんぼに特化した建造物などが

私は望ましいのかなと思っているところでもあ

りますけれども、計画が進んでいるということ

でもありますけれども、チェリーランドさがえ

の構想的なものがあればお聞きしたいと思って

いるところでございます。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 チェリーランドにつきましては、

施設、建物、物販施設も含めてですけれども、

25年以上たっているということで、これまで道

の駅の草分け的な施設であったわけであります。

そういう意味では、生き残ってきた施設なのか

なというふうにも思いますが、これからも末永

く生き残っていく、あるいは道の駅の象徴とし

て繁盛していくための施設についてどうしてい

くかということを、やはり真剣に考える時期だ

ということでありますので、再整備計画、今検

討中でありますけれども、その中でいろいろ検

討していくことにさせていただきたいというふ

うに思いますが、いろいろ市民の皆さんとか議

会の皆さんなどからもいろいろ御提案をいただ

いて、そういう意味で、象徴的な施設として観

光誘客の拠点としての名にふさわしい施設に生

まれ変わるようにしてまいりたいというふうに

考えているところであります。 

○内藤 明議長 佐藤議員。 

○佐藤耕治議員 この整備計画についても、さま

ざまな地域そして年代ごとにワークショップや

市民の声なども反映しながら、よりよい10年後、

20年後、30年後のチェリーランド構想を考えな

がら進めていっていただきたいと思っていると

ころでございます。 

  これで私の一般質問を終了させていただきま

す。本日はありがとうございました。 

 

木村寿太郎議員の質問 
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○内藤 明議長 通告番号９番、10番について、

15番木村寿太郎議員。 

○木村寿太郎議員 おはようございます。 

  私は１人会派でございますので、その名称が

創生寒河江の会と申します。多分皆さん初めて

お聞きになったかと思いますので、お見知りお

きをよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、一般質問に入るわけでございます

けれども、ちょっと質問事項を見ると13項目ぐ

らいあって多くなるかと思うんですけれども、

はしょって頑張って１時間内に終わるようにし

たいと思いますので、市長、教育長にはよろし

くお願いしたいと思います。 

  その前に議長にお願い申しあげます。私、タ

ブレット、ちょっとまだ使いなれなくてこなせ

なくて、多分事務局にも途中でお願いするかな

というふうなことも、ハプニングもあると思い

ますので、よろしく御理解をお願いしたいと思

います。 

  それでは、第１問に入りますけれども、除雪

対策全般についてということでございますけれ

ども、先ほど佐藤議員もおっしゃったように、

毎日真夏日の中で何で雪のことを聞くのかと思

われるかもしれませんけれども、頑張ってやり

たいと思いますのでよろしくお願いしたいと思

います。 

  平成29年度の初雪は11月初旬であり、低温が

続き、そのまま根雪になってしまいました。市

の組織としては、豪雪対策本部ではなく豪雪対

策連絡本部でとどまりましたが、市内延べにす

ると市道342キロという長い距離での除雪であ

ります。その間、市内除雪協力会や関係機関と

本市の市職員、特に建設管理課職員の方々、そ

のほかに雪の窓口を担当されて苦情電話を受け

ている方など、昼夜を問わず除雪対策の労苦に

対して、厚く感謝と敬意を申しあげます。 

  そして、第６次寒河江市振興計画の基本政策

第５章に「便利で快適に生活できるまち」のき

め細やかな除雪対応にのっとった政策が実現で

きるように期待をしながら、質問をさせていた

だきたいと思います。 

  さて、我々の議会としても、２月19日に常任

委員会ごとに２班に分かれまして、12年ぶりの

豪雪地帯に行ってまいりました。私たちの班は、

田代、留場、楯、谷沢、清助新田、高松地区を

巡回し、特に冬の田代地区はほとんどの議員が

初めての経験であり、自宅の屋根まで届いてい

る排雪された雪の塊や、吹雪の中での高齢者の

方々の雪掃きなど目の当たりにし、平野部との

違いに皆さん絶句するばかりでございました。

終了後に議会会議室で懇談会を行い、後ほど議

員から要望や意見を提出してもらいましたとこ

ろ、25項目もの要望や意見が出て、もう１回よ

りよくまとめ、上申しようと思いますのでよろ

しくお願いしたいと思います。 

  それでは、早速第１問に入りますが、雪とい

うと寒河江市では私の地元である白岩地区が話

題になるわけですが、市民、地区民を代表し、

要望や質問させていただきますので、よろしく

お願い申しあげます。 

  まず、昨年度の本市の積雪量、除雪、人身事

故や建物、農作物への被害状況など、例年と比

較してどうだったのかをまずお聞きいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 昨年度の寒河江市の積雪量、降

雪による被害、除雪などの状況でございますが、

まず積雪量については、市街地の最深、一番深

い積雪ですが、これは１月27日で77センチメー

トルでございました。寒河江市では豪雪対策本

部というのは、80センチ以上の場合、豪雪対策

本部をつくりますが、それに至らなくて豪雪対

策連絡本部というふうになっております。これ

は１月25日に設置をして、豪雪に起因する被害

防止などに努めたところでございます。この連

絡本部は、平成24年度から６年連続連絡本部と、

こうなってございます。 
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  次に、被害や事故などにつきましては、除雪

作業中の転倒や転落による人身被害・人身事故

は10件の被害があって、うち１件につきまして

は、御案内かと思いますが、白岩地区内で転落

により87歳の男性お一人が死亡するという痛ま

しい事故が起こっているところでございます。 

  また、農業被害については、さくらんぼの加

温ハウス４棟、バラ栽培の園芸ハウス１棟、物

置用のハウス１棟が全壊をしております。また、

育苗ハウスの半壊が１棟の報告がございました。 

  道路除雪の状況でございますが、早朝の一斉

除雪出動が13回、それから自主出動で最も回数

が多かったのは田代地区で、29回の出動になっ

ております。降雪量は大変多いように感じられ

たわけでありますけれども、除雪回数につきま

してはおおむね平年並みとなっているところで

ございます。 

  それから、除雪事業費については、排雪分な

ども入れまして、見込みでは１億9,000万円ほ

どになろうかというふうに考えております。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 答弁ありがとうございました。

やはり雪が消えると、どうしても雪の多かった

ことを忘れがちになりますが、雪害を最小限に

食いとめ、減災に向け抜本的な今後の対策を練

り上げておくべきではないかと考えております。 

  ことしの冬も、市内では、先ほど市長からも

御報告ありましたように、私どもの地元で１件

死亡事故がありました。それを教訓に、しっか

り再発防止につなげ、次に備える必要を認識す

ることが大切かと思っております。 

  次に、第２問に入ります。 

  今から40年ほどになりますが、1971年に国土

審議会は豪雪対策特別措置法に基づき、特別豪

雪地帯指定基準を議決したようですが、豪雪地

帯にも特別豪雪地帯と豪雪地帯の２つに分類さ

れているようでございます。全国では、24都道

府県546の市町村、大体全国の約31％ぐらい豪

雪地帯の指定を受けており、本県の特別豪雪地

帯は26市町村に及び、その他の市町村は全部豪

雪地帯に該当するそうでございます。 

  西村山地区では、当然朝日町、大江町、西川

町が指定を受けております。しかし、県内でも

酒田市は旧八幡町、鶴岡市は旧羽黒町、旧櫛引

町、旧朝日村、庄内町は立川町など５地区が一

部特別豪雪地帯の指定を受けております。合併

などにより多少変更になってきたのかと想像さ

れますが、この状況であれば、本市の幸生、田

代地区などは、シーズンに平均30回前後の除雪

回数があります。積雪量や周りの状況からして

も、当然該当するのではないかと思われます。

特別豪雪地帯と豪雪地帯の違いと、これまでに

特別豪雪地帯としての指定を受けるための申請

をした経緯はあるのか、またなかったとしたら

今後のお考えをお伺いしたいと思います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 木村議員からは、幸生、田代地

区における特別豪雪地帯の指定について御質問

がありましたが、豪雪地帯における雪害を防除

し、産業の振興と民生の安定向上に資するため

として制定されました豪雪地帯対策特別措置法

の第２条第１項に、国土交通大臣、総務大臣及

び農林水産大臣は、積雪が特に甚だしいため産

業の発展が停滞的で、かつ住民の生活水準の向

上が阻害されている地域について、積雪の度そ

の他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、

かつ国土審議会の意見を聞いて、道府県の区域

の全部または一部を豪雪地帯として指定すると、

こういうことになっているわけです。その法律

の第２条の第２項のほうで、第１項により指定

された地域のうち、豪雪地帯のうち、積雪の度

が特に高く、かつ積雪により長期間自動車の交

通が途絶するなど、住民の生活に著しい支障が

生じる地域を、国土審議会の議決を得て国土交

通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基

準に従って、特別豪雪地帯として指定するとい
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うふうになっているわけであります。 

  この特別豪雪地帯の指定基準というのは、市

町村を指定の単位としています。昭和33年から

昭和52年までの20年間の累年の平均積雪積算値

というのが、要するに積雪の量を20年ずっと積

み重ねていくんですが、それが１万5,000セン

チメートル日、これを日で割ったときに１万

5,000センチメートル日以上の地域が、市町村

の２分の１以上の面積があること、またはその

地域の中に市役所や役場があること、さらに積

雪による自動車交通の途絶の状況や医療、義務

教育、郵便集配の確保の困難性、財政力並びに

集落の分散の度合いなどで総合的に判断すると、

こういうふうになっています。 

  先ほど御指摘のとおり、山形県は全域が豪雪

地帯の指定をされているわけでありますけれど

も、特別豪雪地帯については合併前の市町村単

位で、現在の市町域の一部が特別豪雪地帯の指

定を受けている市町を含め、県内26の市町村が

指定を受けていると、こういうことであります。

そういった意味で、寒河江市はそういうことに

該当していないということであろうかというふ

うに思います。 

  その特別豪雪地帯の指定を受けた場合の支援

策というのは、義務教育施設の新築・改築など

の補助率のかさ上げ、さらには基幹的な市町村

道で国土交通大臣が指定するものの改築につい

ては県が行うことができるなどということで、

限られた内容の支援があるということでござい

ます。寒河江市は、そういう意味で基準を満た

していないので、この特別豪雪地帯の指定は受

けることができないというふうになっているわ

けでありますので、御理解をいただきたいなと

思います。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 市町村の単位でということで

ございますので、今私、鶴岡とか酒田のことで

申しあげましたけれども、合併する前に町であ

ったところがなったというふうに理解している

ところでございます。 

  それでは、続いて第３問に入ります。 

  本市では、高齢化と核家族、単身化の進行で、

お年寄り世帯が増加し、若年人口の流出により、

いわゆる除雪弱者の負担を少しでも軽減しよう

と、この冬新たな除雪等情報提供システム、い

わゆるＧＰＳ装置を導入し、思いやり除雪の施

行を始めたわけですが、その効果と今後の課題

などについてをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど木村議員からありました

が、29年度から除雪情報システムということで、

ＧＰＳを搭載して、さらにこのシステムに要介

護度３以上の独居高齢者の住宅位置情報を登録

したスマートフォンを除雪車の重機に備えつけ

て、除雪作業に出動をして、これらの住宅付近

に差しかかったときにスマートフォンから警報

アラームが鳴って、この世帯の間口に極力雪を

置かないようオペレーターに知らせる仕組みに

なっているわけであります。また、出動中の除

雪車が現在どの場所で作業を行っているか、イ

ンターネットで確認ができる機能も搭載をさせ

ていただきました。 

  この思いやり除雪については、対象となる市

民の方からは大変好評を得ているわけでありま

す。好評を得ているわけでありますけれども、

間口に雪を置かないようにするためには、除雪

車の走行スピードを下げて、また排雪板の角度

を細かく調整しながら走行する、あるいは間口

に雪を置かない分だけ雪押し場への移動回数も

ふえていくということで、作業時間が長くなっ

ていくということになっております。 

  この間口除雪の対象者は、約80件でございま

したが、今後その対象が拡大していくというこ

とも要望が出てくるのではないかというふうに

思っているところでございます。現在の除雪車

の台数、あるいは雪押し場の確保の状況のまま、
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その対象を拡大した場合には、なかなかその本

来の目的であります市民の皆さんの出勤前の道

路除雪を完了していくということが不可能にな

る可能性も懸念されるというようなところがあ

りますので、今後に向けて対応をいろいろ検討

していく必要があるというふうに考えておりま

す。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 御答弁ありがとうございまし

た。全くそのとおりだと思いますし、もっと高

齢化が進んで対象を広げてほしいという要望が

当然出てくると思いますけれども、やはり私も

除雪のオペレーターの話を聞きますと、なかな

か個人情報が絡んできて、どこだということも

教えられないし、なかなか大変だというふうな

情報もございますけれども、便利になったこと

は確かでございますので、今後の御利用の仕方

をもうちょっと考えていただければ大変ありが

たいと思います。 

  それでは、続きまして第４問に入ります。 

  前問の質問とちょっと重複する部分も少しは

あると思いますが、市民から要望の高い間口除

雪についてを伺います。 

  道路除雪は、雪国にとってどうしても必要な

仕事であります。誰かが除雪というものを負担

しなければ、市民は生活に欠かせない国道、県

道、市道までに到達しないわけで、利用するこ

とさえままならないわけであります。特に、自

宅の間口に残された雪はかたい上に重く、お年

寄りが片づけるには大変な労力になるわけです。 

  寒河江市の最近の高齢化率を見ると、30.7％

でございます。県内35市町村の低いほうから４

番目でございますが、これが一旦中山間地にな

ると、田代地区が53.7％、幸生地区が44.4％に

なり、単独世帯や高齢者夫婦のみの世帯がどん

どんふえてきております。この雪対策が移住に

結びついている要因でもあると思われているわ

けです。こんな点から、間口除雪について、本

市でも今後どんな対策を考えているのかをお聞

きします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど申しあげましたけれども、

この除雪の一番の目的というんですか、やっぱ

り通勤時間帯まで、それまでに終了させていか

なければならないという一つの使命があるわけ

でありますが、これまでもその除雪路線が順次

延びていることがあって、開始時間を早めてい

ただいたり、あるいはその受託していただいて

いる業者の方をふやしたり、あるいは台数をふ

やしたりということで、そういう目的を達成で

きるように努力をしてまいりました。 

  また、今そういう中でも、新たな課題という

ことになりますと、オペレーターの方が高齢化

している。なかなかかわりの人がいない、ある

いはそういうベテランの方が少なくなっている

というようなことで、逆に若い方がなり手が不

足をしているようなことも、人材が不足してい

るというところもあります。また、雪押し場な

どについては、新しい新興住宅地などについて

はなかなか確保できないというところもあろう

かというふうに思います。 

  そういった中で、間口除雪のほうを拡大をし

ていくということに考えますと、ただ単に台数

をふやして人をふやしていくという机の上だけ

でのことはなかなか難しいということも考えら

れますので、我々としてはそういう努力をして

いきながらも、市民の皆さんからもある程度理

解をしていただいて、協力をしていただく部分

というのが新たに出てくるのではないかという

ふうに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 全く今市長がおっしゃるとお

りでございますけれども、間口に雪を残さない

ように何らかの配慮をしているというのが、県

内35市町村では約８割に当たる27市町村に上っ

ているということでございます。人口や財政規
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模など、各自治体で抱える事情は違うわけです

が、高齢化は確実に進んでいくわけでございま

す。新たな住民ニーズが今後も高まることは確

実であります。今後は福祉課題として問題を捉

え直し、予算を充てるとかいうアプローチを活

発化するという取り組みも必要になってくるの

ではないでしょうか。 

  続いて、第５問に入ります。 

  排雪場所についてお伺いいたします。 

  現在、市内には排雪場所として３カ所設けら

れているわけですが、豪雪になった場合には、

臨時的にもう１カ所を設けているというのが通

常かと承知しております。現在、白岩・高松・

醍醐地区の排雪場所は、国道112号線と287号線

が交わる高松跨線橋５差路付近の八鍬河川敷に

あるわけですが、入り口が狭隘であり、カーブ

が多く、見通しが悪く、排雪車の大きさでは交

差もできない状態であります。特に、土・日曜

日に集中する排雪は、入り口の付近で渋滞が激

しく、往復に大変な時間を要するわけで、つい

やってはいけない寒河江川や実沢川に捨てて、

県のパトロールに注意され、困惑しているよう

な現状でございます。 

  統計的に見ても、本市の一番雪が多い地区で

あり、要望は何回かお願いしているわけでござ

いますけれども、一歩前に進んだ御回答をいた

だければ大変ありがたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内の雪捨て場については、御

案内のとおり寒河江川それから最上川の河川敷

に３カ所、通常は設置をしているわけでありま

すが、その１カ所が御質問の高松八鍬地内の寒

河江川河川敷というふうになっているわけでご

ざいます。 

  御指摘がありましたとおり、その進入路が河

川管理用道路を活用したものとなっているため

に、余り幅員が広くなくて、大型ダンプカーな

どが通行するにはすれ違いができないというよ

うなところであります。また、この進入路、大

きくカーブしているために見通しが悪くて、そ

の雪捨て場に入る車と出る車が進入路の途中で

鉢合わせをして立ち往生するなどということで、

渋滞が発生してしまうなどということが間々見

受けられているところでございます。 

  この高松・醍醐・白岩地区は、御指摘のとお

り市内でも降雪が多い地帯でありますので、こ

の現在の八鍬雪捨て場をもっと利用しやすくし

ていく方法はないのかどうか、どうしたら利用

していく、利用しやすくなるのかどうか、また

河川敷のみならず、新たに雪捨て場として活用

可能な場所はないのかどうかなどについて、関

係機関と十分協議を重ねながら協力要請などを

していく必要があるというふうに考えておりま

す。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。本

当に雪が今はないわけでございますけれども、

こういうときに質問するのもどうかと思います

けれども、雪対策は課題を挙げればきりがない

わけでございます。住みなれた土地に安心して

住み続けるには、今後は流雪溝の整備や消融雪

装置の普及やロボットも含めた先進技術の開

発・導入も考えなければならない時代に来てい

るのではないかと思います。 

  今後は、超高齢化時代になってくると、間口

除雪やＧＰＳの搭載など、先ほど申しあげまし

たように福祉課題として問題を捉え直し、予算

を獲得しなければならない時期に来るのではな

いかと思います。今後ますます除雪対策に対し

ては御理解いただくようお願い申しあげまして、

第１問を終わらせていただきます。 

○内藤 明議長 木村議員、ちょっとお待ちくだ

さい。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 
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 休 憩 午前１０時５１分  

 再 開 午前１１時０５分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  木村議員。 

○木村寿太郎議員 続きまして、通告番号10番、

市内の中学校に配置される部活動指導員につい

てをお伺いいたします。 

  ことしも４月７日に、市内３中学校の入学式

がありました。新１年生が希望に満ち、胸を膨

らませて入学してきたのかと思っております。

中には、小学校のスポーツ少年団や地域のスポ

ーツクラブとはまた違った部活動に入部するこ

とを楽しみに、期待を持って入部する生徒がほ

とんどかと思います。しかし、いざ入部してみ

て、月日がたつにつれ、現実のギャップに悩む

生徒も今後はいるのか心配でもあります。 

  それでは、第１問を伺いますが、１日目、同

僚議員の國井議員と重複する部分があると思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

  では、第１問、市内の中学校に配置される部

活動指導員についてをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 おはようございます。 

  部活動指導員の配置につきましては、学校教

育法施行規則の一部を改正する省令が施行され、

今年度から本格的な運用が始まっているところ

でございます。 

  この制度化の背景には、日本の中学校教員の

勤務時間がＯＥＣＤ参加国の中でも最も長く、

特に部活動と課外活動への指導時間が長いとい

うこと、ＯＥＣＤ平均では2.1時間ですけれど

も、日本におきますと１週間当たり7.7時間と

いうふうなことで長くなってございます。 

  また、運動部活動の顧問でございますが、日

本体育協会が調査したものによれば、保健体育

以外で当該部活動の競技経験がない者が46％と

いうふうな現状にございます。 

  ことしの３月にスポーツ庁から出された運動

部活動のあり方に関する総合的なガイドライン

の中に、教員の多忙化にかかわって、部活動の

休養日の設定について週当たり２日以上の休養

日を設けることとか、１日の活動時間を長くと

も平日で２時間、休業日は３時間程度として、

できるだけ合理的かつ効率的・効果的な活動を

行うということが示されております。このガイ

ドラインの中にも、議員からございました部活

動指導員についての記述がございます。ガイド

ラインに明記されておりますように、今後の部

活動のあり方については、国を挙げて課題を整

理、改善していく動きになっておりますので、

この部活動指導員についても、教員の働き方改

革の一環として注目度が高いというふうに推察

しております。 

  本市の現状でございますが、配置につきまし

ては、先日の一般質問でもお答えし、繰り返し

にはなりますが、７月より３名の指導員を市内

の３つの中学校に１名ずつ配置する予定であり、

本定例会においても寒河江市特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部改正の議案を上程

しているところでございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 御答弁ありがとうございまし

た。 

  今教育長からも御答弁ありましたように、大

体内容としては部活動の活動時間については平

日２時間、土日においては３時間以内とし、週

２日以上の休養日を設けるような指針案かと思

いますが、短時間で効率的な練習を促すことで、

生徒のけがを予防し、勉学など部活以外での機

会を確保し、顧問教員の過重労働も減らす目的

かと思われます。 

  続いて、第２問に入ります。 

  いろいろな資料などによると、これらが本年

度から実施ということで本格的に始まるわけで

すが、部活動指導員、県内他市町村の配置の進



 - 87 -

捗状況はどうなっているかをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 部活動指導員の運用につきま

しては、今年度から開始されました文科省の働

き方改革推進事業の一環として進められており、

国・県・市町村が事業主体となってございます。 

  部活動指導員の報酬につきましては、国・

県・市町村がそれぞれ３分の１ずつを負担し、

事業を進めてまいります。 

  県の今年度の事業方針としましては、県内公

立中学校98校のうち、その２分の１、半分に当

たる49校に１名ずつの指導員配置を行おうとし

ております。事前の市町村の意向調査によれば、

今年度は本市を含め21市町村がこの事業に手を

挙げているというふうに聞いております。県と

して、来年度までには県内全ての公立中学校へ

１名ずつの配置を予定しているところでありま

すが、本市としましては今年度中に、先ほど申

しあげましたけれども、市内３校全ての中学校

に、市独自の持ち出し分の予算も含めて部活動

指導員１名ずつを配置していきたいというふう

に考えているところでございます。 

  先週５月28日に、本市を含めた教育事務所管

内の事業参加教育委員会を対象にして研修会が

開催されて、制度の趣旨、部活動運営、指導に

ついて理解、確認をしたところでございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 どうもありがとうございまし

た。 

  県内では21市町村ずつに配置されるというこ

とでございますけれども、来年からは各１校１

名ずつというふうに理解してもよろしいのでし

ょうかと思いますけれども、それでは第３問に

入らせていただきます。 

  地域によっても変化は違うでしょうが、各中

学校とも生徒数の減少により部活動の種類や数

も少なくなり、その配分にも事欠く状況かと思

います。市内３中学校の運動部における生徒数

の現状と、顕著な成績と部活動の種類の増減な

どについてをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 市内３つの中学校の運動部活

動の状況についてお答え申しあげます。 

  市内の３つの中学校とも、運動部、文化部含

めてでございますが、部活動には全員加入とい

うことが原則になっております。 

  まず、初めに市内の生徒数、加入状況でござ

いますが、市内３中学校で運動部に加入してい

る生徒数の割合は、今年度につきましては

82.9％ということになります。ですから、その

ほかは吹奏楽部等の文化部に所属しているとい

うことになります。 

  また、部活動の種類でございますが、各中学

校ごと申しあげますけれども、陵東中学校にお

きましては10種類、男女別14の運動部がござい

ます。人数別で見ますと、その中の陸上アスリ

ート部が50名前後と多くなっております。この

陵東中学校の陸上アスリート部につきましては、

学校の部活動にはない競技、例えば硬式野球、

サッカーのクラブチーム、カヌー、あるいはゴ

ルフ、ダンスで、ふだんは外部のクラブで活躍

している、活動している生徒が加入しておりま

す。外部で活動がないときは校内で基礎トレー

ニングなどを行っているということでございま

す。 

  陵南中学校でございますが、12種類、男女別

17の運動部がございます。人数で見ますと、こ

こ数年はソフトテニス、卓球が男女合わせて約

70名程度、サッカーと陸上が各50名程度と部員

数が多い状況になってございます。逆に、10年

ほど前には約70名ほどいた野球部は、現在では

20名ほどに減少しております。 

  陵西中学校でございますが、５種目、７つの

運動部がございます。運動部活動の人数につい

ては、ここ二、三年は大きな変化はないものの、

他の２校と比べると部員数はどの部も少ない傾
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向にございます。生徒数の減少による部活動の

休部・廃止につきましては、過去10年のスパン

で見ますと、陵西中学校におきましては柔道部

が平成19年度より休部となってございます。ま

た、平成29年度からは、それまでありました総

合運動文化部、先ほど申しあげた陵東中学校で

いえば陸上アスリート部のようなものでござい

ますが、この陵西中学校の総合運動文化部につ

きましては、29年度から募集を停止していると

いうふうなことでございます。 

  次に、運動部活動の成績でございますが、市

内３つの中学校ともに、県大会には西村山地区

代表として、団体・個人を含め多くの生徒が出

場し、上位入賞などを含めすばらしい成績をお

さめておりますので、ここで申しあげるとも枚

挙にいとまがないという状況でございますので、

昨年度の東北大会出場以上の顕著な成績のみを

申しあげたいというふうに思います。 

  東北大会には、陵南中学校は個人で水泳、陸

上、新体操、柔道などが出場し、新体操と柔道

では全国大会に出場しております。陵東中にお

きましては、水泳、陸上、柔道で東北大会に出

場しております。陵西中学校につきましては、

男子バレーボール部が東北、全国大会に出場し

ております。 

  本市中学校の運動部活動の成績を見ますと、

県大会、東北大会そして全国大会というふうな

ことで、個人・団体を含め数多くのすばらしい

活躍と成績をおさめ、生徒の頑張りを賞賛した

いなというふうに思っているところでございま

す。以上でございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 今成績まで教えていただきま

して、ありがとうございます。 

  やはり、こういうふうになると、生徒さんの

やっぱり価値観というのも時代とともに大きく

変わってきているかなと思いますし、スポーツ

少年団とか、やっぱり今教育長がおっしゃった

ような部活動の方向に行くということは、多種

目にわたりいろいろな形でスポーツに参加する

ということは本当にいいことだなと考えており

ます。 

  それでは、続きまして第４問、完了していま

すので次の質問を伺います。 

  私個人的にも思っておりますが、新聞記事に

も時々掲載されておりますように、日本でもロ

ンドンオリンピックでの多くのメダルを獲得し、

終了後に各地で行われるメダル獲得者によるパ

レードや、地元の声援による盛り上がりがスポ

ーツによる感動を生んでいるのかと思われます。

非常に国民の関心が高まっているのも、このス

ポーツの競技に対する皆さんの感覚かと思って

おります。 

  それにも増して、オリンピックの競技の種類

の多さというものには、私もちょっと驚いてい

るところでございますが、その分可能性を秘め

た若い方々の意気込みや思いも大きいのかと思

われます。社会情勢や、もちろん友人との関係

などは大きく影響するのでしょうが、そんな意

気込みにも心強く思っている１人でございます。 

  それでは、第４問、中学校生徒が望む最近の

運動部活動の傾向についてをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほど申しあげましたとおり

でございますが、市内の３つの中学校では、運

動部、文化部含めて既存の部活動への全員加入

ということを基本としておりますが、現状を見

てみますと、中学校に設置されている部活動以

外のスポーツ競技等に参加している生徒もおり

ます。例えば、硬式野球やサッカー、あるいは

陸上、新体操などで、同じ種目であっても、よ

り専門的な技術向上を目指して外部のクラブチ

ームに加入するなど、生徒のニーズも多様化し

ているということも事実であろうというふうに

思います。 

  また、近年、卓球やテニス、陸上、水泳など
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の個人種目において、オリンピックや世界大会

において日本人選手の活躍が多く見られるよう

になったこともあり、子供たちの興味、関心に

も少なからず影響があるというふうに思われま

す。市内３中学校の今年度の運動部活動の入部

状況を見ますと、先ほどと重複しますが、ソフ

トテニス、卓球、サッカー、陸上への入部が多

い傾向が見られ、スポーツや運動部活動への考

え方へも多様化が見られるとともに、生徒の好

むスポーツのニーズにも変化が生じているので

はないかなというふうに感じているところでご

ざいます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 先ほど来、今お聞きしていま

すと、やはりスポーツに対する感覚というのが、

やっぱり時代とともに本当に大きく変わってき

ているなと思いますし、私らもスポーツ少年団

なんかつくった経過があるわけですけれども、

その経過を見ても、あの当時昭和54年ころだっ

たと思いますが、そのころにしてみましても、

ほとんどの方が野球部に入っていたのかと、私

も１学年大体、あの当時で小学校４年生、５年

生、６年生で大体60名ぐらいいたんですね。そ

れが、今完全に少子化でスポ少でも消滅してし

まいました。そんな傾向を考えると、今後とい

うのはやっぱり季節ごとに異なる競技を行った

り、体力づくりを目的としたりするなど、過度

な練習を避けたい生徒も参加しやすい運動部の

一種を考えたりすることも必要になってくるの

ではないかなというふうなお話を伺ったことが

ありますが、そのようになると私どもとしても

寂しいなと思うのが感想でございます。 

  それでは、第５問に移ります。 

  私も保護者の方々から、部活動の指導者や担

当者の指導についていろいろ御相談を受けるこ

とがあります。現状では、部活動の種類もたく

さんあるわけで、担当者の中には、その競技の

経験のない方も当然いるとお聞きしております。

本市の現状では、担当者の競技経験者というの

はどれぐらいの割合でいらっしゃるでしょうか。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 教員の競技経験者ということ

についてでございますが、初めに競技経験者と

いう考え方、定義といいますかその考え方につ

いて申しあげます。競技経験者とは、運動部活

動を指導する顧問が、当該競技について指導資

格とかライセンスを持っているということでは

なくて、顧問が中学校や高校で当該部活動の経

験があるとか、また大学では当該競技の経験が

あるという意味で、競技経験者という文言を使

わせていただくということで御理解いただきた

いというふうに思います。 

  市内の３つの中学校への聞き取り調査により

ますと、競技経験者の割合は学校によってもや

や違いはありますが、約40％から45％の範囲と

いうことになっております。先ほど、全国的に

は担当部活動の競技経験がない教員の割合を、

日本体育協会の26年度の調査で申しあげました

が、それが46％ということでありますので、逆

に言えば100から46を引いた54が、全国的には

競技経験者ということになりますので、これを

比べますと、市内の３つの中学校の競技経験者

はやや少な目なのかなというふうに思っている

ところでございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 御答弁ありがとうございまし

た。 

  やはり、この今教育長の報告を聞いてみまし

ても、教員はオールマイティーではないなとい

うふうな感じはするわけでございますけれども、

しかし生徒からすれば、未経験者の担当であれ

ば、自分の競技力の向上は多くを望めなくなる

可能性というのは大きくなるのではないかと思

いますし、中学校に入って部活動で成長して、

高校、大学への運動部へのステップとしたいと

いう大きな希望を持って入学した生徒、保護者
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の気持ちもちょっと複雑になってくるような感

じがしております。 

  そこでお聞きしますが、市内の３中学校の未

経験の部活動担当者に対する指導方針などはあ

るのか、あるとすればどのような形で行ってい

るのか、そしてまた各学校にお任せしているの

かなどをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 部活動につきましては、平成

29年３月に告示されております学習指導要領の

解説によれば、教育課程外の学校教育活動とい

うふうにされております。教育課程外の学校教

育ではありますけれども、学校教育の一環とし

て教育課程との関連を図るようというふうに留

意されております。 

  このように、部活動は集団の中で異なる年齢

の生徒同士、生徒と教師との好ましい人間関係

の構築を図ったり、自己肯定感、責任感、連帯

感を育成するなど、極めて教育的価値が高い教

育活動でございます。また、この学習指導要領

には、地域の人々の協力、社会体育施設や社会

教育団体等の各種団体との連携など運営上の工

夫を行って、持続可能な運営体制が図られるよ

うにするというふうにも明記されておりますの

で、部活動の経験のある、なしにかかわらず、

教員のみが指導にかかわるのではなく、その他

の関係機関とも連携を図りながら体制を整えて

いかなければならないというふうに考えている

ところであります。 

  このようなことからも、教育課程である体育

に関する指導力の向上のための教員研修は、体

育の教員には体系的に設けられてはおりますけ

れども、部活動指導は、先ほど申しあげました

ように学校教育の一環として位置づけられてい

るものの、学習指導要領上は教育課程には含ま

れないというふうなものでございますので、教

員を対象とした部活動の指導の専門的な研修は、

県や本市を含め各市町村では実施されていない

というのが現状でございます。 

  ただ、各種競技団体や各種目の競技会、また

は競技専門部が主催・共催して行う指導者講習

会とか審判講習会などは開催されておりますの

で、教員は自主研修として参加して、指導者と

してのスキルアップに努めている状況にござい

ます。また、顧問によっては、余暇を利用しな

がら意欲的に自主的な研修を行って、指導力向

上を図っている者もございます。 

  いずれにしましても、競技経験のない教員に

とっては、みずからの指導力のスキルアップは

自主的・自発的な研修による研さんに頼らざる

を得ない現状にあり、こういった意味からも教

員の働き方改革というものが必要になっている

ゆえんだというふうに考えているところでござ

います。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 御答弁ありがとうございまし

た。そうなると、やっぱりこういう部活動指導

員の必要性というのがだんだん迫ってくるのか

なという感じがしておりますので、全く今ちょ

うど好機のときかなというふうな感じもしてお

ります。 

  それでは、第６問に移ります。 

  新指導者の選定、部活動の指導方法について

は、第１日目の國井議員からの質問で伺ってい

ますので割愛させていただきますが、新しい部

活動指導員の制限などを含んだ待遇についてな

どをお聞きいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 部活動指導員の待遇といいま

すか勤務につきましては、１週間当たり３日間、

１日当たり２時間としておりますが、実際の勤

務の割り振りにつきましては、各学校の実態に

応じた設定ができるものというふうになってご

ざいます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 待遇というと、そのように理
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解していいのかどうかわかりませんけれども、

こちらで理解したいと思います。 

  新しくなる制度であるために、先ほど教育長

からも話ありましたように、条例変更などの複

雑な手続があるのかと思いますが、手当の支給

でございますが、現況の担当制教員とのかかわ

りもあり、またテスト段階ともお聞きしており

ます。十分な体制づくりを期待したいと思いま

す。 

  それでは、第７問に入ります。 

  スポーツ庁などの部活動指導員の制度化につ

いての資料を見せてもらいますと、中学校、高

等学校などにおいては校長の監督を受け、部活

動の技術指導や大会への引率などを行うことを

職務とするとあるが、担当教職員といわゆる部

活指導員との位置づけ、責任の度合いなどにつ

いてをお伺いいたします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 担当教職員と部活動指導員の

役割分担等につきましては、教員の働き方改革

の一環としての顧問教員の負担軽減を主な目的

として、学校の実態に応じて運用されるもので

ありますので、１つの部活動の顧問として、あ

るいは複数にまたがる部活動の顧問の支援とし

ての勤務が期待されているところであります。 

  部活動指導員には、先ほどありましたスポー

ツ庁のガイドラインの基本的な考え方を踏まえ

ながら、各中学校の部活動方針、服務などを遵

守するとともに、生徒の安全、事故対策への体

制を確認した上で、当該校の部活動の実態に応

じた効果的で効率的な運用が期待されておりま

す。単独での大会引率、顧問が不在での指導も

可能であることから、技術的な指導のみならず、

生徒の発達段階、個人差に対する心身の問題に

寄り添いながら、顧問教師や外部指導者と連携

をしながら、保護者とも共通理解を図るように

なっておりますので、従来の外部コーチ以上に

責任の度合いは高いものであるというふうに思

われます。だからこそ、このような部活動指導

員の配置によって、チーム学校による部活動指

導の効果的な運営が図られていくのではないか

なというふうに考えているところでございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 それでは、時間も迫ってまい

りましたので第８問に入りますけれども、本市

においても少子化がどんどん進んでおります。

特に、陵西中学校においては全学年で生徒数が

本年度141名であります。これは、現在の陵東

中学校の３年生の生徒数140人とほぼ同数です。

全体としては陵東中学校の３分の１以下だとい

うふうに理解しておりますが、現在２年生は全

員で43名で、あと１名で１年生のときに２クラ

スになれるところでしたが、現況１クラスとい

う状態で、陵西学区には今議員が４名おります

が、授業参観などを一緒にいつも研修させても

らっておりますが、現在の教室にはすし詰め状

態でちょっとかわいそうかなという感じがして

おります。学科によっては２つに分けて授業を

行っておりますが、１クラス減少になったこと

から、教職員の３名も減にもなっております。 

  この制度によって学校現場も期待できるかと

思いますが、この少子化が進んでいく中で、今

後の部活動のあり方がどうなるのかを教育長に

お伺いします。 

○内藤 明議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員からございましたように、

今後少子化が進んで、そして先ほど申しあげま

したような、子供たちのスポーツに対するニー

ズの多様化なども鑑みますと、これまで行って

いた部活動が今後も持続可能なのかということ

については、問題は深刻であるのかなというふ

うに思っているところであります。 

  まず、部活動の顧問につきましてであります

が、部活動にとっては指導者が確保されて、し

っかりとした指導体制が組まれるということは、

子供たちにとっては何より重要なことだなとい
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うふうに思っております。しかしながら、先ほ

ど陵西中学校の例にもございますとおり、県費

負担教職員の教職員定数につきましては、義務

標準法をもとにした県の基準により配置されて

おりますので、学校の規模にもよりますけれど

も、１学級減により１から３名の定数が減少す

る場合もございます。学級が減っても、部活動

は現状のままであるとすれば、部活動に大きな

影響が出てくるということも当然のことだとい

うふうに思っております。 

  こういった学級減による教職員定数減のよう

な場合につきましても、この部活動指導員の配

置につきましては大変有効である制度であるの

かなというふうに考えているところでございま

す。 

  また、今後の部活動の例えば休部または廃部

といった状況なども考えられるのかなというふ

うに思いますが、県の中体連では平成20年度よ

り、部員不足のために単独校ではチーム編成が

できず、大会出場の機会がない生徒たちに活動

の場を保障するということで、２校合同チーム

での出場を認める救済措置がとられております。 

  昨年度は、県中体連総合体育大会男子バレー

ボール競技におきまして、櫛引中と鶴岡四中が

合同で出場しておりますし、ソフトボールにお

きましても天童一中と天童三中が合同で出場し

ております。西村山地区内では、中体連主催の

大会ではありませんが、平成27年度の西村山地

区協会長杯バレーボール大会女子におきまして、

朝日中と西川中が合同チームで出場した例がご

ざいます。ただ、これらの例は恒常的に継続で

きるものではないというふうに考えております。  

  部員が減少する部にあっては、部活動存続の

あり方の方向性はどうあるべきか、存続廃止す

る場合には、納得性ある基準はどうあるべきか

など、今後の部活動運営のあり方についてにつ

いては顧問、コーチだけではなく、当該部活動

にかかわる関係者、あるいは小学校時代に指導

したスポーツ少年団の指導者、保護者や地域の

方々も含めて幅広く丁寧に議論し、慎重に取り

組まなければならない問題であるというふうに

感じております。 

  いずれにしましても、現状と今後考えられる

状況をしっかりと分析し、教職員、生徒、保護

者、当該スポーツにかかわる関係者、ＯＢ、地

域住民が十分に共通理解をし、納得感を持って

方向性を定め進めていくことが大切であるとい

うふうに考えております。 

  教育委員会としましても、適切に指導、助言

しながら、学校の対応をしっかりと見守り、支

えてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

○内藤 明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 御答弁ありがとうございまし

た。 

  今教育長の説明にありましたように、それぞ

れの生徒が今以上の技能を高め、記録に挑戦し

ようとすることは必然なことであります。その

ことを学校は指導、支援しなければならないわ

けで、問題となるのは指導者が大会で勝つこと

のみを重視し、過重な練習を強いたり、生徒の

バランスのとれた生活や成長に支障を来してく

るといういろいろな課題が出てくるわけですが、

また生徒、保護者、地域、競技団体などの意識

や価値観も多様化してきております。少子化に

より、運動部活動を取り巻く環境もさまざまな

課題がますますふえてくるわけでございます。

速やかな対応を御期待申しあげまして、はしょ

って申しあげましたが、私の一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

 

柏倉信一議員の質問 

 

○内藤 明議長 通告番号11番から13番までにつ

いて、16番柏倉信一議員。 

○柏倉信一議員 今定例会最後の一般質問となり
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ました。私にとって、このたびの質問が何十回

目の質問になるのか把握はしておりませんが、

一般質問のトリをやらせていただくのは初めて

の経験でございます。適度な緊張感を持ちなが

ら質問に入らせていただきたいと思いますので、

おつき合いのほどをお願いをいたします。 

  通告番号11番についてお伺いいたします。 

  今年度より、市民への再生可能エネルギーの

普及を図ることを目的として、新たな補助金が

設置されました。このたびの取り組みを理解す

べく、特に太陽光発電について少し勉強をさせ

ていただきました。地球温暖化が深刻さを増す

中、我が山形県でも環境に優しい太陽光発電シ

ステムを設置する家庭がふえているようです。 

  改めて申しあげるまでもないことですが、日

本は石油、石炭などのエネルギー資源のほとん

どを諸外国からの輸入に頼っているわけで、こ

うした化石燃料はいずれなくなってしまいます。

一方、太陽光発電は、こうした心配は皆無であ

り、将来の国産エネルギーとして期待が寄せら

れています。何より、発電の際、地球温暖化の

原因とされる二酸化炭素を全く排出しないため、

環境に優しいクリーンエネルギーとして注目を

集めています。私が調べた資料によれば、太陽

光発電を4.3キロワット設置した場合、年間18

リットルの石油缶で約57個分のＣＯ２が削減さ

れ、杉の木約163本の植樹効果に匹敵するとの

こと。我が寒河江市の新たな取り組みは的を射

たものと言えます。 

  太陽光発電のシステムはシンプルであり、シ

リコンなどの半導体に光が当たると電子が飛び

出し、電気が発生するという光電効果を応用し

た太陽電池を使用して、太陽の光エネルギーを

直接電気エネルギーに変換して発電する仕組み

です。太陽光発電により発生した直流の電力は、

パワーコンディショナーによって家庭などで利

用できる交流の電力に変換され、さまざまな家

電製品などに消費され、余った電力、いわゆる

余剰電力は売ることができます。 

  さて、そこで伺います。この太陽光発電シス

テムは、現在どのくらい設置されているのかお

伺いをいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市内でということだというふう

に理解をさせていただきますが、現在市内で東

北電力と売電契約をしている世帯の数は678件

であります。寒河江市内１万3,983世帯の4.8％

になっているところでございます。そのうち、

ちょっとデータがはっきりわかるのは、平成26

年から29年度までに県の再生可能エネルギー等

設備導入事業費補助金を受けて太陽光発電設備

を設置した件数は171件ということでございま

す。このうち、４件については蓄電池設備もあ

わせて設置しているという状況になってござい

ます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただきました。この数

字が多いのか少ないのかでございますけれども、

次にこのたびの補助金は、現在の数字で結構で

すが、どのくらい申請されているのかお伺いを

いたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の補助制度、今年度に

新設をしたわけでありますけれども、５月末時

点での申請件数は、太陽光発電設備は５件、木

質バイオマス燃料機器、電源を必要とするペレ

ットストーブでありますが、１件の申請があり、

これは交付決定をしております。なお、改めて

申しあげるまでもないですけれども、再生可能

エネルギーの整備導入事業費補助事業について

は、予算措置として太陽光発電設備が40件、蓄

電池設備が３件、木質バイオマス燃料装置は電

源あり、電源なしそれぞれ４件を予算措置をし

ているところでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 本当に新規事業として今年度か
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ら始まったばかりの補助金でございますので、

出だしとしてはこんなものなのかなというふう

に思いますけれども、このたびの新設された補

助金の内容をよりわかりやすく周知することが

必要と考えます。前段で申しあげたとおり、特

に太陽光発電が注目されているわけ、理由を端

的に表現すること、また県の補助金と併用でき

ることなどは最低限の部分と思いますが、周知

の方法、内容についての見解をお伺いいたしま

す。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 柏倉議員からも御指摘ありまし

たが、太陽光発電というのは限りある化石燃料

に依存することなく枯渇の心配のない太陽光エ

ネルギーを利用して発電を行うということで、

将来の国産エネルギーとして期待をされている

わけであります。また、二酸化炭素を全く排出

しないということで、環境に優しいクリーンエ

ネルギーということで注目をされているわけで

あります。そういう意味で、温室効果ガス排出

量の削減を図るために、とりわけこの太陽光発

電設備の導入というものを促進するということ

は、我々にとっても急務であるというふうに考

えています。 

  この補助制度を利用していただくための趣旨、

それから内容の周知については、御指摘のとお

り補助率とか補助対象経費などの制度の概要ば

かりのみならず、もちろん県の補助制度と併用

することが可能であること、あるいはさらには

太陽光発電の仕組み、設備設置費用はどのくら

いかかるのか、あるいは冬でも発電できるのか

などの発電設備導入に当たっての素朴な疑問な

どにも対応していくデータや具体例などを、ホ

ームページなどに掲載して周知をしているとこ

ろでありますが、今後は市報などへの掲載、あ

るいはチラシの配布などによって、より一層周

知を図って普及促進に努めてまいりたいと考え

ております。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 今後の周知の方法等々に関して

答弁をいただきました。最近は、太陽光発電の

普及がやや停滞ぎみとなっているというふうに

私も感じておるところですが、その理由の一つ

に売電価格が下がっていることが大きな要素と

いうふうに思われるわけですが、売電価格も下

がっていますが、システムの設置価格も下がっ

ております。まして、このたびの補助金は県の

補助と併用できるということで、また雪国にあ

っては冬期間降雪の影響なども、先ほどの市長

の答弁にもございましたとおり懸念されており

ましたが、最近は融雪太陽光パネルなるものも

登場してきたようでございます。こうした部分

もぜひ周知の中に入れてほしいと考えておりま

す。 

  この質問の最後になりますけれども、このた

びの補助金は太陽光発電とあわせて蓄電池設備

を設置した場合に限り、蓄電池設備にも補助金

が該当することとなっていますが、災害時など

に有効に活用でき、より効率的に太陽光発電を

利用してもらうこと、また現在のシステムの普

及率等々を加味すると、蓄電設備単独でも補助

金の対象とすべきと考えますが、市長の御所見

をお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、太陽光発電の

システムにつきましては、日中の明るい時間に

発電を行い、余った電気を電力会社に売電をす

ることができるわけでありますけれども、夜間

など発電ができない時間帯は電力会社の電気を

使う、使用するということになるわけでありま

す。そこで、太陽光発電の電気をより効果的に

使用するために、蓄電池設備が普及してきたと

ころでございます。日中に発電した電気を蓄電

して、使いたいときに使用できますので、災害

時への備えにも有効な手段だというふうに思っ

ているところであります。そういうことから、
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御指摘のとおり近年は太陽光発電設備とセット

で設置をしていく傾向にあるわけであります。 

  そういった観点を踏まえて、市の補助制度に

つきましては、太陽光発電と蓄電池設備をセッ

トで設置をした場合に対象としているところで

ございます。逆に言えば、蓄電池設備を単独で

設置をした場合は対象となっていないというの

が今の制度でございます。 

  蓄電池設備については、まだまだ高額な設備

でありますが、今後御指摘のとおり、既設の太

陽光発電設備に設置する単独の蓄電池設備につ

いても増加していくことが予想されますので、

市としても状況を見ながら対応を検討していき

たいというふうに考えております。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 ぜひ、そのように取り組んでい

ただきたいというふうに思います。 

  ここまで、いろいろと太陽光発電に関して申

しあげさせていただきましたが、マスコミ初め

我々政治の舞台でもたびたび話題となる脱炭素、

脱原発問題を、市民一人一人が身近な問題と捉

え、子や孫に枯れることのない自然エネルギー

である太陽光発電が普及することを願いたいも

のです。一説によれば、国民１人当たり太陽光

発電1,000ワットを達成すれば、原発の発電量

に匹敵するという説もあるようです。こうした

観点から、我が寒河江市が新規事業として計上

した再生可能エネルギーの補助金が有効活用さ

れることを念じたいと思います。 

  次に、通告番号12番、公文書の保存について

お伺いいたします。 

  寒河江市文書取扱規程によれば、保存されて

いる公文書は、非常時に際していつでも持ち出

すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、

火災、盗難などの予防を完全にしておかねばな

らないとなっており、保存期間は公文書の種類

によって永久、10年、５年、１年となっている

ようですが、現在公文書の保存年限ごとの量や

保管場所、保管年数、終了後の文書はどのよう

に廃棄されているのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり、公文書の保管

については、寒河江市の文書取扱規程に基づい

て保存年限を定めて管理をしているところでご

ざいます。保存年限については、先ほどありま

したが、永久、10年、５年、１年ということで

４つに区分をしております。平成29年度末での

公文書をつづる簿冊件数がありますが、これは

3,100件でございます。そのうち、永久保存の

簿冊の占める割合は約10％、10年のものは約

５％、５年のものは約74％、１年のものは約

11％というふうになってございます。 

  それから、公文書の保管場所でございますけ

れども、もちろん市役所の庁舎内にも保管をし

ておりますが、庁舎は限られているということ

がありますので、そのほかフローラ・ＳＡＧＡ

Ｅ、さらには浄化センターなどに保管場所を確

保して保管をしているところでございます。 

  それから、保管年数終了後の文書の廃棄につ

いてでございますが、毎年度公文書の適正な管

理と保管場所確保のため、文書を通知をいたし

まして、各課において適切に廃棄をしている状

況になってございます。廃棄する文書につきま

しては、保存文書廃棄簿を各課で策定をして、

決裁の後、リサイクル可能な文書を除いて直接

クリーンセンターのほうに持ち込んで廃棄をし

ているということになっております。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 やっぱり、私が想像したとおり、

大変な量だなというふうに思いながら答弁を伺

っておりました。保管、管理も大変な労力、時

間、経費を要するものというふうに解釈をさせ

ていただきました。 

  さて、こうした部分に大変な力を発揮するＩ

ＣＴの普及は大変なものであり、どんどんデジ

タル化を進めるべきと考えます。現在、議会改
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革活性化検討委員会においても、議会図書室に

ある関係文書なども順次スキャンして、将来的

にデジタル保存すべきではないかとの議論が始

まったところであります。行政のスリム化、効

率化、コスト削減など、さまざまな面を考慮し

て、できるだけ早い時期にデジタル保存体制を

進めるべきと考えますが、市長の見解をお伺い

します。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 その公文書のデジタル保存につ

いての御質問でありますけれども、寒河江市に

おきましては平成28年度から文書管理システム

というものを導入をして、文書番号を採番する

重要な文書については、文書管理システムにお

いて管理をし、デジタル保存を進めているとこ

ろでございます。全ての文書をデジタル保存し

ていくということが理想であるわけであります

けれども、市民の皆さんあるいは事業者などか

らの紙ベースでの申請文書、あるいはサイズが

大きくてデジタル保存することが難しい図面な

どについては、紙文書で保存をして文書管理シ

ステムと併用して運用をしているところでござ

います。 

  また、国の会計検査や県の検査などの対応が

必要となるものについては、やむを得ず紙文書

で保存しているものがあるわけでありますが、

可能な限り文書管理システムを活用していくよ

う、今取り組んでいるところであります。 

  しかしながら、過去の文書にさかのぼってデ

ジタル保存していくということになりますと、

なかなか多額の経費もかかるということで、今

後の検討課題というふうに考えているところで

ありますが、デジタル保存の特性である検索の

機能を活用した円滑な情報公開制度への対応、

さらには紙やトナーなどの資源削減などデジタ

ル保存の長所を生かしながら、引き続き適切な

文書管理に基づいて市民に開かれた市政運営と

いうものを進めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

○内藤 明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○内藤 明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  柏倉議員。 

○柏倉信一議員 午前中の答弁で、平成28年から

文書管理システムを使用しているということを

頂戴しました。残念ながら、どのようなシステ

ムなのか、私よく承知しておりませんけれども、

いずれにしましても本格的に進めるに当たって

は、文書取扱規程の変更、国・県などとの関係、

要する費用の問題など、さまざまハードルがあ

ることは私も承知しておりますが、いずれ近い

将来本格的なデジタル化になるのは時間の問題

というふうに思います。 

  先ほどの答弁では、保存されている大半は３

種、保存期間が５年のものが大半のように伺い

ました。現在抱えている莫大な量の公文書をさ

かのぼってデジタル保存することは、予算的に

も大変厳しいことは承知しておりますが、今年

度分や来年度分の公文書をデジタル保存するこ

とは、そう難しいものではないというふうに考

えております。今後、なお一層本格的なデジタ

ル保存に進めるべきというふうに考えますが、

改めて市長の御所見をお伺いします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 午前中の御答弁の中でも申しあ

げましたが、公文書をデジタル保存することの

メリットというものは、柏倉議員も御指摘であ

りますが、十分そこは認識しているところであ

りますので、平成28年度から進めております文

書管理システムの適切な運用というものを進め

ていきたいというふうに考えておりますが、先

ほど申しましたが、現存する全ての公文書をデ

ジタル保存するということはなかなか難しいと
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いうふうにも考えております。そのためにも、

事務機器の増設も必要でありますし、職員にも

その分負担がかかるというようなところがあろ

うかというふうに思います。現在進めているデ

ジタル保存などを一層進めながら、また今後も

国や県、あるいは他の市の状況などを十分調査

をさせていただいて、できるだけデジタル保存

を進めるよう努力をしてまいりたいというふう

に考えております。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただきました。私の意

図するところは十分御理解をいただいておるな

というふうに解釈をさせていただいたところで

ございます。改めて申しあげるまでもないとい

うふうに思いますが、世はまさにＩＣＴの時代

ということで、こういう分野に関しては積極的

な取り組みが必要だというふうに思うわけでご

ざいます。 

  通告番号13番、寒河江マザーズ支援拠点整備

事業について伺います。 

  昨年度あたりから、我が寒河江市に視察に見

える自治体がかなりふえてきました。視察項目

も多岐にわたり、これはとりもなおさず本市の

施策が他の自治体から高い評価を得ている証拠

であり、また視察数がふえることで本市の交流

人口拡大にもつながるわけで、大変喜ばしい限

りであります。これまで市民サービスの向上に

努めてきた成果と言えます。 

  とりわけ、子育て支援の成果は確実に出てき

ているのではないでしょうか。社会動態が12年

ぶりにプラスになったのは、市民にとって大変

明るい話題です。中でも、20代、40代の生産年

齢が増加しているのは期待が持てます。高校生

までの医療費無料化、第３子以降の保育料の無

料化、給食費の完全無料化に向けた取り組み、

移住定住支援などの施策に対する評価であり、

今後は子育て環境日本一をアピールしてはと考

えているところです。 

  こうした現況に満足することなく、市立なか

保育所の新築移転が進んでいますが、小児科医

療施設を併設した保育所の誕生は、子育て世代

には待望の保育所となることは間違いありませ

ん。来春の開所が待たれるところです。 

  そこで、質問させていただきますが、このた

びの寒河江マザーズ支援拠点整備事業の大きな

特徴である病児保育について伺います。病児保

育には３つのタイプがあると思いますが、我が

寒河江市マザーズ支援拠点整備事業ではどのよ

うに実施していくのか、県内や東北地方でこう

した施設はどのくらいあるのか伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 マザーズ支援拠点整備事業の病

児保育事業についての御質問でありますが、病

児保育事業には病児対応型、病後児対応型、そ

して体調不良児対応型ということで３つタイプ

があるわけであります。 

  病児対応型、すなわち病児保育というのは、

症状が安定しているが病気の回復期には至って

いないお子さんをお預かりする場合であります。

それから、病後児対応型、すなわち病後児保育

というのは、病気の回復期にあるお子さんをお

預かりするものでございます。それから、体調

不良児対応型というのは、保育中に体調不良に

なった場合に、保護者の方が迎えに来るまでの

間、その保育所で緊急的に対応をとるというも

のでございます。 

  この３つのタイプがあるわけでありますが、

寒河江マザーズ支援拠点整備事業におきまして

は、医療保育施設で病児保育を実施して、新な

か保育所で病後児保育及び体調不良児対応型を

実施するという予定になってございます。こう

した同じ施設や敷地内で病児保育、病後児保育、

体調不良児対応型を一体的に実施をしていると

いうのは、県内におきましては三川町と庄内町

の２カ所だけでございます。東北地方はどのく

らいあるかというようなお尋ねでありましたが、
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これは実際把握しておりませんが、まれである

というふうにも思います。 

  これまでも、寒河江市内では、さがえさくら

んぼ子供園あいはーとに委託をして病後児保育

を実施しているところでございますが、今回寒

河江マザーズ支援拠点におきましては病児保育、

病後児保育、体調不良児対応型を一体的に実施

をするということで、さらに保育の幅が広がっ

て、一層子育て支援につながっていくものと期

待しているところでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただきました。県内で

は、三川町と庄内町でこのような取り組みをや

っておられるというふうな答弁をいただきまし

た。 

  取り組みとしてはやっておられても、やり方

自体はちょっと我が寒河江市とは少し違うパタ

ーンなのかなというふうに私なりに解釈してい

るんですが、２つの町のやり方は民間が主導と

なった一体型の施設だというふうにお聞きをし

ております。いずれ機会がございましたら、私

も視察か何かで三川町あるいは庄内町さんにも

お邪魔をさせていただいて、勉強させていただ

く時間をつくりたいなというふうに思いながら

答弁を拝聴しておりました。 

  次に、議会に示された資料によれば、このた

びの施設は外見からもかなり個性の強い施設の

ようですが、建物の特徴とアピールポイントは

どのようなものなのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このたび新築を予定しておりま

すなか保育所につきましては、地域産材をふん

だんに用いた木造２階建てでございます。そし

て、八角形の形をした保育室等と遊戯室等から

成る特徴的な建物になっているわけであります。

この八角形のメリットといたしましては、土地

が不整形な敷地でありますので、この敷地を最

大限に有効利用できる。それから太陽の動きに

合わせて効率的に日差しを取り込むことができ

る。明るく快適な空間をつくり出すことができ

る。それから動線が集中的になることなどがあ

るわけでありますけれども、何よりシンボル性

を持つことで、長く市民に愛される建物になる

のではないかと期待しているところでございま

す。 

  また、木材を使用するということで、環境に

優しくぬくもりのある建物となり、内部につい

ては樹木状加工ということでありますが、森の

中にいるような木の香りのあふれる空間という

ふうになります。この樹木状加工というのは、

柱やはり、筋交いなど木の軸が樹木の枝のよう

に分かれた構造ということで、こういうふうな

構造になるということでございますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。 

  子供たちにとって、八角形の遊戯室のぐるぐ

る回路を走り回ったり、その樹木状加工に触れ

ることで変化のある空間を楽しみながら、活発

で創造的な遊び、あるいは豊かな想像力を育め

る内容になるのではないかというふうに思いま

す。 

  また、庭のほうには築山や遊具なども設置を

させていただくのはもちろんでありますけれど

も、芋の畑などを設けて、育てて食べる喜びを

体験させたり、ゼロ歳から１歳児専用の庭を設

けたりということで、年齢ごとに楽しめる環境

を整備していく予定にしております。 

  それから、駐車場については、地下水を利用

した無散水融雪設備を導入することによって、

利便性を高めるとともに、二酸化炭素排出を削

減し、環境に配慮した駐車場にしていくという

ことにしております。 

  こうして来年のオープンを目指しているわけ

でありますので、来年は年号も変わるというこ

とでありますから、新しい時代にふさわしい特

徴的な施設になろうかというふうに考えている

ところでございます。 
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○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 答弁をいただきました。私は、

初めてあの図面を拝見したときに、八角形とい

う建物だったものですから、これは八幡様の下

に建てるから八角形なのかななんて、かなり浅

はかな見方をしたことを、今市長の答弁を聞い

ておりまして恥じなくてはいけないなというふ

うに思いながら伺っておりました。自然に配慮

した環境に優しい、そしてまた土地の地形とい

うものを最大限活用した中で、あのような設計

をされておるということを改めて認識をさせて

いただきました。 

  次に、ソフト面の整備についてお尋ねします。 

  病児保育といっても、病児の受け入れられる

症状には制約が出てくると思います。また、職

員の配置基準なども定められているようですが、

スタッフ構成なども含め、ソフト面の整備をど

のように取り組まれるのかお伺いいたします。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 今御指摘のとおり、その病児保

育を受けられる症状については、ある程度の制

約が余儀なくされるのではないかというふうに

考えております。もちろん、このことについて

は、引き受けてくださる医師の先生と相談とい

うことになりますが、通常ははしか、それから

水ぼうそうなどの感染性の強い病気については

なかなか難しい、お断りせざるを得ないという

ような状況があるわけでありますが、おたふく

風邪、それから風疹、インフルエンザなどにつ

いては、一定の条件のもとに受け入れるという

ことになろうかというふうに考えております。 

  病後児保育につきましても、病児保育と同様

な考え方で、なおかつ回復期にある場合に受け

入れると、こういうふうになっております。 

  職員の配置基準については、病児保育と病後

児保育は同じ基準になっておりまして、それぞ

れ看護師などを利用児童おおむね10名につき１

名、保育士を利用児童おおむね３名につき１名

というふうに配置をすることになろうかという

ふうに思います。体調不良児対応型については、

看護師などを１名以上配置をし、預かる児童の

人数は看護師等１名につき２名程度になるとい

うふうに考えております。職員体制については、

基準に従って配置をしていくという予定になっ

ております。今のところ、病児保育、病後児保

育とも定員は３名を予定しているところでござ

います。 

  今後、利用方法、条件などを整理をいたしま

して、市報やホームページなどを利用して広く

周知を図りながら、その利用につなげてまいり

たいと考えております。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 いろいろと答弁を頂戴しました。

来春の開所に向けて、担当課はもとより市とし

て前例のない取り組みとなるわけで、何かと予

期せぬアクシデントなども多々出るのではない

かというふうに思われますけれども、特に地域

住民、関係団体との連携を密にしていただいて、

意見集約を図りながら、より完成度の高い施策

となるよう対処していただきたいと思います。 

  先週、土曜日の山新に、２年連続産まれた赤

ちゃんの数が100万人割れ、出生率前年対比

0.01ポイント減の1.43で、２年連続低下の報道

がなされました。一方、岡山県奈義町では、驚

異の出生率2.81を達成、切れ目ない支援、安心

感の報道もありました。平成26年の数字のよう

でしたが、機会をつくり、ぜひ視察などできれ

ばと考えておりますが、本市の取り組みが功を

奏し、こうした数字となることを期待をしたい

と思います。 

  さて、なか保育所の来春開所まで１年を切っ

たわけですが、現在のなか保育所の跡地利用の

進捗状況について伺います。 

○内藤 明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 なか保育所が移転した後の土

地・建物につきましては、重症心身障がい者の
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生活介護事業、重症心身障がい児の児童発達支

援事業及び放課後等デイサービス事業用施設と

して、ＮＰＯ法人に貸与する方針にしていると

ころでございます。この施設は定員30名で、西

村山地域では初めてのものとなる予定になって

ございます。 

  去年の11月に議員懇談会で御説明を申しあげ

ましたが、その後ことし４月までになか保育所

に隣接する町会であります山岸、山岸南及び中

央１町会の皆さんを対象に説明会を開催させて

いただき、その後町会の総会などでも説明を行

って、地域の皆さんからは理解は得られている

のではないかというふうに考えているところで

ありますが、今後も丁寧な御説明をさせていた

だきたいというふうに思っているところであり

ます。 

  また、ことし３月末には第５期の障がい福祉

計画及び第１期障がい児福祉計画というものを

策定をいたしました。計画の中では、重症心身

障がい児を支援する児童発達支援事業所及び重

症心身障がい児を支援する放課後等デイサービ

ス事業所施設の確保の義務化が国の指針として

示されたことを受けて、成果目標としていると

ころでございます。このことは、寒河江市のみ

ならず西村山地域の他の４町におきましても、

西村山自立支援協議会での合意を受けて各町の

計画の成果目標ともなっているところでござい

ます。 

  現在は、ＮＰＯ法人が施設整備事業に関する

国・県の補助金申請の準備中でございます。申

請を８月に予定をしているところでございます。

今後とも、平成32年の４月の開所に向けまして、

国及び４町とも協議をしながら支援を継続して

まいりたいと考えているところでございます。 

○内藤 明議長 柏倉議員。 

○柏倉信一議員 詳細な説明をいただきました。

まずは順調に進めていただいているのかなとい

うふうに思います。 

  先般、寒河江市手をつなぐ育成会総会に出席

をさせていただきました。市長も祝辞を述べて

おられましたが、総会資料によれば、これまで

の３つの施設に対する助成金を新年度は半分に

し、残り半分は会の事業である知的障がい児、

障がい者の教育施設及び福祉施設の設置という

趣旨のもと、先ほど説明のあった厚生施設の費

用の一部として蓄えたいとの説明がございまし

た。一日も早い施設の完成を待ち望んでおられ

るこうした団体があることを十分視野に置いて

いただき、跡地利用に取り組んでいただくよう

提言申しあげ、私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。 

 

   散    会    午後１時２３分 

 

○内藤 明議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第４号       第２回定例会 

   平成３０年６月５日（火）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第４２号 寒河江市先端設備等導入促進基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例措 

            置に関する条例の制定について 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 議第３７号 平成３０年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃  ４ 議第３８号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃  ５ 議第３９号 寒河江市都市公園条例の一部改正について 

 〃  ６ 議第４０号 市道路線の認定について 

 〃  ７ 議第４１号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結 

            について 

 〃  ８ 議第４２号 寒河江市先端設備等導入促進基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例措 

            置に関する条例の制定について 

 〃  ９ 請願第１号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書の提出に関する請願 

 〃 １０ 請願第２号 政府に対して「森友学園」、「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に対 

            する説明責任を果たすよう求める意見書の提出に関する請願 

 〃 １１ 請願第３号 種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願 

 〃 １２ 質疑 

 〃 １３ 予算特別委員会設置 

 〃 １４ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。石山議会運営委員長。 

   〔石山 忠議会運営委員長 登壇〕 

○石山 忠議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、去る６月４

日、委員６名全員出席並びに関係者出席のもと

議会運営委員会を開催し、協議いたしましたの

で、その結果について御報告申しあげます。 
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  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議第42号寒河江市先端設備等導

入促進基本計画に基づく固定資産税課税標準の

特例措置に関する条例の制定についての１案件

であります。 

  追加案件の取り扱いについては、日程第１、

議第42号を上程した後、日程第２で議案説明を

受け、その後に日程第３、議第37号から日程第

11、請願第３号まで追加案件を含めた９案件を

一括議題とし、日程第12で議案に対する質疑を

行うことといたしました。 

  日程変更の詳細につきましては、お示しして

おります日程表のとおりとなります。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○内藤 明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議は、議会運営委員長報告のとおり

変更することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は、議会運営委員長

報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第１、議第42号寒河江市先

端設備等導入促進基本計画に基づく固定資産税

課税標準の特例措置に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第２、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  私から、議第42号寒河江市先端設備等導入促

進基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例

措置に関する条例の制定についてを御説明申し

あげます。 

  本日、追加提案いたしました議案につきまし

ては、平成30年５月23日に公布された生産性向

上特別措置法の制定に伴い、本市産業の活性化

及び雇用の拡大を図るため、新たに本条例を制

定するものでございます。 

  以上、条例の制定について御説明申しあげま

したが、よろしく御審議の上、御可決ください

ますようお願い申しあげる次第でございます。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第３、議第37号平成30年度

寒河江市一般会計補正予算（第２号）から日程

第11、請願第３号種子法廃止に伴う万全の対策

を求める請願までの９案件を一括議題といたし

ます。 

 

質     疑 

 

○内藤 明議長 日程第12、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いいたします。 

  初めに、議第37号平成30年度寒河江市一般会

計補正予算（第２号）に対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第38号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてに対す

る質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第39号寒河江市都市公園条例の一部
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改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第40号市道路線の認定についてに対

する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第41号寒河江市公共下水道寒河江市

浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第42号寒河江市先端設備等導入促進

基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例措

置に関する条例の制定についてに対する質疑は

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第１号核兵器禁止条約の日本政府

の署名と批准を求める意見書の提出に関する請

願に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第２号政府に対して「森友学園」、

「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に

対する説明責任を果たすよう求める意見書の提

出に関する請願に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第３号種子法廃止に伴う万全の対

策を求める請願に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○内藤 明議長 日程第13、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第37号平成30年度寒河江市一般会計補正予

算（第２号）については、議長を除く15人を委

員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第37号平成30年度寒河江市一般会

計補正予算（第２号）については、予算特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査すること

に決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○内藤 明議長 日程第14、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す委員会付託案件表のとおりそれぞれ所管の委

員会に付託いたします。 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第３８号、議第３９号、

議第４０号、議第４１号、

議第４２号、請願第１号、

請願第２号、請願第３号 

予算特別委員会 議第３７号 

 

 

   散    会    午前９時３８分 

 

○内藤 明議長 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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平成３０年６月１４日（木曜日）第２回定例会 
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   議事日程第５号        第２回定例会 

   平成３０年６月１４日（木）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

日程第 １ 諸般の報告 

      （１）第９４回全国市議会議長会定期総会の報告について 

 〃  ２ 全国市議会議長会感謝状伝達 

 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 ３ 議第３７号 平成３０年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃  ４ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ５ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第 ６ 議第３８号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃  ７ 議第３９号 寒河江市都市公園条例の一部改正について 

 〃  ８ 議第４０号 市道路線の認定について 

 〃  ９ 議第４１号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結 

            について 

 〃 １０ 議第４２号 寒河江市先端設備等導入促進基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例措 

            置に関する条例の制定について 

 〃 １１ 請願第１号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書の提出に関する請願 

 〃 １２ 請願第２号 政府に対して「森友学園」、「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に対 

            する説明責任を果たすよう求める意見書の提出に関する請願 

 〃 １３ 請願第３号 種子法廃止に伴う万全の対策を求める請願 

 〃 １４ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １５ 質疑・討論・採決 

 

日程第１６ 議会案第３号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書の提出について 

 〃 １７ 議会案第４号 「森友学園」、「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に対する説明 

             責任を果たすよう求める意見書の提出について 

 〃 １８ 議会案第５号 種子法廃止に伴う万全の対策を求める意見書の提出について 

 〃 １９ 議案説明 

 〃 ２０ 質疑・討論・採決 

   閉  会 
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   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開   午前９時５５分 

 

○内藤 明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営

委員長の報告を求めます。石山議会運営委員長。 

   〔石山 忠議会運営委員長 登壇〕 

○石山 忠議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、６月13日、

委員６名全員出席並びに関係者出席のもと議会

運営委員会を開催し、協議いたしましたので、

その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、諸般の報告、全国市議会議長会

感謝状伝達、議会案第３号核兵器禁止条約の日

本政府の署名と批准を求める意見書の提出につ

いて、議会案第４号「森友学園」、「加計学園」

疑惑の速やかな真相究明と国民に対する説明責

任を果たすよう求める意見書の提出について、

議会案第５号種子法廃止に伴う万全の対策を求

める意見書の提出についての５案件であります。 

  さらに、６月５日に追加議案として上程され

ております議第42号寒河江市先端設備等導入促

進基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例

措置に関する条例の制定についてがございます

ので、議事日程の一部変更が必要となります。 

  日程変更の詳細につきましては、お示しして

おります日程表のとおり変更となります。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○内藤 明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は、議会運営委員長

報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

諸 般 の 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第１、諸般の報告でありま

す。 

  （１）第94回全国市議会議長会定期総会の報

告については、お示ししております文書によっ

て御了承願います。 

 

全国市議会議長会感謝状伝達 

 

○内藤 明議長 日程第２、全国市議会議長会感

謝状伝達であります。 

  伝達について、事務局長から申しあげます。 

○田宮信明事務局長 それでは、私から申しあげ

ます。 

  去る５月30日、第94回全国市議会議長会定期

総会におきまして、全国市議会議長会評議員と

しての功績に対し、内藤 明議長に感謝状が贈

呈されておりますので、伝達を行います。 

  感謝状の伝達については、柏倉信一副議長よ
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り内藤 明議長に伝達をお願いいたします。 

   〔内藤 明議長 登壇〕 

○柏倉信一副議長 感謝状。寒河江市、内藤 明

殿。 

  あなたは市議会議長会評議員として会の運営

の重責に当たられ、本会の使命達成に尽くされ

た功績はまことに顕著なものがありますので、

第94回定期総会に当たり深甚な感謝の意を表し

ます。 

  平成30年５月30日。全国市議会議長会会長山

田一仁。 

  おめでとうございます。（拍手） 

  〔感謝状伝達〕 

○田宮信明事務局長 以上で、感謝状の伝達を終

わります。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 日程第３、議第37号平成30年度

寒河江市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第４、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。阿部予算特

別委員長。 

   〔阿部 清予算特別委員長 登壇〕 

○阿部 清予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第37

号平成30年度寒河江市一般会計補正予算（第２

号）であります。 

  ６月５日、委員15名全員出席のもと委員会を

開催し、議第37号を議題とし、質疑の後、各分

科会に分担付託し審査することにいたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすべきものと決した旨の報告が

ありました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第37号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第５、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより、議第37号平成30年度寒河江市一般

会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第37号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 次に、日程第６、議第38号寒河



 - 109 - 

江市特別職に属する者の給与等に関する条例の

一部改正についてから日程第13、請願第３号種

子法廃止に伴う万全の対策を求める請願までの

８案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○内藤 明議長 日程第14、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。伊藤総

務産業常任委員長。 

   〔伊藤正彦総務産業常任委員長 登壇〕 

○伊藤正彦総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、６月５日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第38号から請願第

３号までの８案件であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上、初めに議第

40号の審査を行い、次に議第39号、議第38号の

順に審査を行うことを諮り、異議なく了承され、

その後請願第１号から請願第３号までを審査す

ることに決しました。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第40号市道路線の認定についてを

議題とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「塩水３号線で宅地に近いほうの一

部を緑色に塗り、歩道としているが、次回の道

路整備を行う際、同じような形にするとかなり

限定されてしまうが、問題はないのか」との問

いがあり、当局より「歩道が整備されていない

道路の路側帯を緑色に着色するグリーンベルト

は、歩行者の安全を優先するという考えから行

ったもので、次の整備の際には整備を行う業者

と事前相談や十分な打ち合わせ等をしながら指

導していかなければならないと考えています」

との答弁がありました。 

  委員より「側溝の内側に上下水道管を入れる

工法は過去にあったのか」との問いがあり、当

局より「開発行為により行った事例はありませ

ん」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第39号寒河江市都市公園条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議第38号寒河江市特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第41号寒河江市公共下水道寒河江市

浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に

入りましたが、質疑もなく、討論を終結し、採

決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議第42号寒河江市先端設備等導入促進

基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例措

置に関する条例の制定についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りました 

  質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今回の特例措置とこれまでの低工

法等の優遇措置と重複する部分はあるのか」と

の問いがあり、当局より「低工法、農工法によ

る固定資産税課税免除条例の適用期限は、平成

21年12月31日で終了しておりますが、その内容

を引き継ぐ形で企業立地等の促進に関する固定

資産税課税免除条例が平成22年に制定されまし

た。今回の特例措置も、産業の活性化や雇用の
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創出という目的で、目的は同じですが、対象と

なる業種、設備の要件等に違いがあり、これま

でと違い、規模の小さい企業等の設備投資でも

対象となるため、幅広く税制の優遇措置の適用

が受けられるものとなっています」との答弁が

ありました。 

  委員より「課税免除による減収額は交付税で

措置されるとのことだが、減収額は幾らなの

か」との問いがあり、当局より「特例措置の適

用期間は平成31年度から平成36年度までの６年

間となり、1,800万円程度の減収を見込んでお

りますが、この減収額の75％分は普通交付税で

措置されることとなります」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第１号核兵器禁止条約の日本政府

の署名と批准を求める意見書の提出に関する請

願を議題とし、担当書記による請願文書朗読後、

審査に入りましたが、質疑もなく、自由討議に

入りました。 

  自由討議の内容を申しあげます。 

  委員より「日本は唯一の被爆国であり、率先

して核兵器のない世界をつくっていくことが、

日本に与えられた使命だと思う。国連で採択さ

れていることから、日本も批准することが求め

られていると思う」。 

  委員より「本市は平和都市宣言をし、平和へ

の態度を表明している状況を鑑みれば、核兵器

というのは恐ろしいものだとして、この請願書

をぜひ採択すべきと考える」との意見がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て採択すべきものと決しました。 

  請願第１号が採択すべきものと決しましたの

で、請願第１号に係る意見書について、担当書

記による意見書案朗読後、審査に入りましたが、

質疑、意見等もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって意見書案のとおり議会案

を提出するものと決しました。 

  次に、請願第２号政府に対して「森友学園」、

「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に

対する説明責任を果たすよう求める意見書の提

出に関する請願を議題とし、担当書記による請

願文書朗読後、審査に入りましたが、質疑もな

く自由討議に入りました。 

  自由討議の主な内容を申しあげます。 

  委員より「請願趣旨の初めに書かれていると

おり、真相究明と国民に対する説明責任が果た

されていないことが、世論調査で相当出ている。

本当かどうかわからない部分をきっちり調べて

ほしいということのあらわれなので、この請願

は願意妥当だと思う」。 

  委員より「世論調査の結果からも、森友、加

計問題というのは誰しもが納得できないことだ

ろうと理解している。本人の証人喚問などを行

う中で、みずからが明らかにしていくというこ

とが本当の姿だと思うし、ましてや関係省庁の

記録が直されて、それを国会に提出するという

ことはとんでもないことである。地方議会から

こうした意見を上げていくのは、まさに願意妥

当だと思う」との意見がありました。 

  委員より「真相究明は必要だと思うが、この

請願書が提出されてから、今も国会でいろいろ

と議論されている。現状を見定めながら、必要

なときにしっかり意見書として提出すべきだと

思う。また、いまだ改ざんの原因究明はされて

おらず、本当かどうかわからない文書を載せた

まま意見書を提出していいのかとの考えから、

継続審査を要望する」として、請願第２号に対

し、閉会中における継続審査とすることの動議

が提出されたことから、採決を行い、採決の結

果、賛成少数をもって閉会中における継続審査

としないものと決しました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て採択すべきものと決しました。 
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  請願第２号が採択すべきものと決しましたの

で、請願第２号に係る意見書について、担当書

記による意見書案朗読後、審査に入りましたが、

質疑、意見等もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって意見書案のとおり議会案

を提出するものと決しました。 

  次に、請願第３号種子法廃止に伴う万全の対

策を求める請願を議題とし、担当書記による請

願文書朗読後、審査に入りましたが、質疑、意

見等もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり採択すべきものと決

しました。 

  請願第３号が採択すべきものと決しましたの

で、請願第３号に係る意見書について、担当書

記による意見書案朗読後、審査に入りましたが、

質疑、意見等もなく、討論を終結し、採決の結

果、賛成多数をもって意見書案のとおり議会案

を提出するものと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第15、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 請願第２号の政府に対して「森

友学園」、「加計学園」疑惑の速やかな真相究明

と国民に対する説明責任を果たすよう求める意

見書の提出に関する請願の自由討議について、

継続審査とすべきというふうな意見が出された

ということで、今委員長の御報告をいただきま

したけれども、１点だけちょっと御質問させて

いただきたいと思います。 

  中身は、その財務省の調査等がまだ明らかに

なっていないところで、この請願を賛否すべき

でなく、継続審査すべきというふうなことだっ

たんですけれども、その趣旨というのは、この

願意というのは速やかな真相究明と説明責任を

果たすよう求めているこの請願であって、この

継続審査というふうなことを鑑みれば、むしろ

反対というふうな意見ではなかったのかと思う

んですけれども、反対意見ではなかったんでし

ょうか。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦総務産業常任委員長 報告いたしまし

たとおり、継続審査という動議でありました。

反対という内容の意見、動議ではありません。 

○内藤 明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 反対でなければ、その継続審査

の動議のその理由というものは、ちょっと私か

らすれば理解できないんですけれども、その辺

の議論はなされなかったんでしょうか。 

○内藤 明議長 伊藤議員。 

○伊藤正彦総務産業常任委員長 報告した内容の

とおりであり、その他の意見等はありませんで

した。 

○内藤 明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、請願第２号を除く議第38号寒河江市

特別職に属する者の給与等に関する条例の一部

改正について、議第39号寒河江市都市公園条例

の一部改正について、議第40号市道路線の認定

について、議第41号寒河江市公共下水道寒河江

市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

について、議第42号寒河江市先端設備等導入促

進基本計画に基づく固定資産税課税標準の特例

措置に関する条例の制定について、請願第１号

核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求め

る意見書の提出に関する請願、請願第３号種子
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法廃止に伴う万全の対策を求める請願の７案件

を一括して採決いたします。 

  ただいまの７案件に対する委員長報告はいず

れも可決及び採択であります。 

  ７案件は、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第38号、議第39号、議第40号、議

第41号、議第42号、請願第１号及び請願第３号

は原案のとおり可決及び採択されました。 

  次に、請願第２号政府に対して「森友学園」、

「加計学園」疑惑の速やかな真相究明と国民に

対する説明責任を果たすよう求める意見書の提

出に関する請願について、起立により採決いた

します。 

   〔古沢清志議員、佐藤耕治議員、伊藤正彦

議員、阿部 清議員、國井輝明議員、杉

沼孝司議員、木村寿太郎議員 退席〕 

  本案に対する委員長報告は採択であります。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、請願第２号は採択することに決しま

した。 

   〔古沢清志議員、佐藤耕治議員、伊藤正彦

議員、阿部 清議員、國井輝明議員、杉

沼孝司議員、木村寿太郎議員 着席〕 

 

議 案 上 程 

 

○内藤 明議長 次に、日程第16、議会案第３号

核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求め

る意見書の提出についてから、日程第18、議会

案第５号種子法廃止に伴う万全の対策を求める

意見書の提出についてまでの３案件を一括議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○内藤 明議長 日程第19、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第３号

から議会案第５号までについては、会議規則第

37条第３項の規定により議案説明を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

質疑・討論・採決 

 

○内藤 明議長 日程第20、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、議会案第３号について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議会案第４号について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議会案第５号について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより、議会案第３号核兵器禁止条約の日

本政府の署名と批准を求める意見書の提出につ

いてを起立により採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 
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  よって、議会案第３号は原案のとおり可決さ

れました。 

  次に、議会案第４号「森友学園」、「加計学

園」疑惑の速やかな真相究明と国民に対する説

明責任を果たすよう求める意見書の提出につい

てを起立により採決いたします。 

   〔古沢清志議員、佐藤耕治議員、伊藤正彦

議員、阿部 清議員、國井輝明議員、杉

沼孝司議員、木村寿太郎議員 退席〕 

  本案は、原案のとおり決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議会案第４号は原案のとおり可決さ

れました。 

   〔古沢清志議員、佐藤耕治議員、伊藤正彦

議員、阿部 清議員、國井輝明議員、杉

沼孝司議員、木村寿太郎議員 着席〕 

  次に、議会案第５号種子法廃止に伴う万全の

対策を求める意見書の提出についてを起立によ

り採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議会案第５号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

   閉    会    午前１０時２７分 

 

○内藤 明議長 これにて平成30年第２回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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平成３０年６月５日（火曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番  國  井  輝  明  委員 

  １２番       登 代 子  委員    １３番  杉  沼  孝  司  委員 

  １４番  工  藤  吉  雄  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  柏  倉  信  一  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  竹 田   浩  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

安 達   徹  財 政 課 長  設 楽 伸 子  子育て推進課長 

佐 藤 和 好  学校教育課長     

○事務局職員出席者 

田 宮 信 明  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第１号  第２回定例会 

   平成３０年６月５日（火）    本会議終了後開議 

 

   開  会 

日程第 １ 議第３７号 平成３０年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時４５分 

 

○阿部 清委員長 おはようございます。 

  ただいまから、予算特別委員会を開会いたし

ます。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○阿部 清委員長 日程第１、議第37号平成30年

度寒河江市一般会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○阿部 清委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○阿部 清委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

にかかわる部分に絞って発言され、また執行部

におきましても、質問者の意をよく捉えられ、

簡潔にして適切に答弁されますよう御協力願い

ます。 

  初めに、議第37号第１表中歳入全部について

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はありません

か。石山委員。 
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○石山 忠委員 若干お伺いしたいと思います。 

  10款教育費の探究型学習推進プロジェクト事

業の負担金15万円とありますけれども、このプ

ロジェクトの具体的な内容ありましたら教えて

いただきたいと思います。 

○阿部 清委員長 佐藤学校教育課長。 

○佐藤和好学校教育課長 お答えいたします。 

  今回の補正予算の探究型学習推進プロジェク

ト事業につきましては、寒河江小学校のほうで

行う事業でありまして、内容といたしましては、

寒河江小学校のほうで学校での公開研究、あと

先生方の研修、勉強等を行うというふうな事業

内容になっております。 

○阿部 清委員長 石山委員。 

○石山 忠委員 補正なので当たっているかどう

かわかりませんけれども、今あの探究型の学習

というのは相当クローズアップをされて進めら

れていると思いますけれども、小・中・高まで

含めてかもしれませんが、そういう考え方から

すると、今後はこれをもっと重点的に拡大をし

ながらも広げていくというような計画があるの

かどうかもお伺いしたいと思います。 

○阿部 清委員長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 探究型学習の推進につきまし

ては、県全体で行っているものでございまして、

平成27、28、29と３カ年間、まず県内小学校８

校、中学校８校で行ってきて、一つの区切りが

ございました。そして、４年目ということで、

新たに推進協力校を手を挙げていただいて、そ

してそれを継続、発展させていくというふうな

ことで、寒河江小学校さんが積極的にこれに手

を挙げてくれまして、県の補助金を使って、先

ほど課長が申しあげましたように、校内におけ

る研修、あるいは校外からさまざまな有識者を

招聘して、授業改善と確かな学力の向上につな

げていくというふうなことで頑張っていただく

ということで、探究型学習４年目になりますけ

れども、県内小学校８校、中学校８校、継続校

もございますけれども、寒河江小学校のように

新たに手を挙げてくださった学校もあって、合

わせて小中16校で推進していくというふうなこ

とで、喫緊の課題である学力向上に対して、寒

河江小学校の取り組みに大いに期待していると

ころでございます。 

○阿部 清委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○阿部 清委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お示ししておりま

す分科会分担付託案件表のとおり、それぞれの

分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表  

分 科 会 分担付託案件 

総務産業分科会 
議第３７号第１表中歳入全

部、歳出第３款の一部 

厚生文教分科会 
議第３７号第１表中歳出第

３款の一部、歳出第１０款 

 

 

   散    会     午前９時５１分 

 

○阿部 清委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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平成３０年６月１４日（木曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番  國  井  輝  明  委員 

  １２番       登 代 子  委員    １３番  杉  沼  孝  司  委員 

  １４番  工  藤  吉  雄  委員    １５番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １６番  柏  倉  信  一  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 野 英 行  副 市 長 

軽 部   賢  教 育 長  竹 田   浩  
総務課長（併） 
選挙管理委員会 
事 務 局 長 

安 達   徹  財 政 課 長  設 楽 伸 子  子育て推進課長 

佐 藤 和 好  学校教育課長     

○事務局職員出席者 

田 宮 信 明  事 務 局 長  山 田 良 一  局 長 補 佐 

齋 藤 晴 光  総 務 係 長  兼 子 拓 也  総 務 係 主 事 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第２回定例会 

   平成３０年６月１４日（木）   午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第３７号 平成３０年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃  ２ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 
      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○阿部 清委員長 おはようございます。 

  ただいまから、予算特別委員会を再開いたし

ます。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○阿部 清委員長 日程第１、議第37号平成30年

度寒河江市一般会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○阿部 清委員長 日程第２、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○阿部 清委員長 初めに、総務産業分科会委員

長の報告を求めます。伊藤総務産業分科会委員

長。 

  〔伊藤正彦総務産業分科会委員長 登壇〕 

○伊藤正彦総務産業分科会委員長 おはようござ

います。 

  総務産業分科会における審査の経過と結果に

ついて御報告申しあげます。 

  本分科会は６月５日、委員全員出席し開会い

たしました。 

  分担付託されました案件は、議第37号第１表

中歳入全部及び歳出第３款の一部であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第37号平成30年度寒河江市一般会

計補正予算（第２号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、第１表中歳出第３款の一部を議題とし、
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当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑

もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成多数

をもって原案を了とすべきものと決しました。 

  以上で、総務産業分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○阿部 清委員長 次に、厚生文教分科会委員長

の報告を求めます。佐藤厚生文教分科会委員長。 

  〔佐藤耕治厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○佐藤耕治厚生文教分科会委員長 おはようござ

います。 

  厚生文教分科会における審査の経過と結果を

御報告申しあげます。 

  本分科会は６月５日、委員全員出席し開会い

たしました。 

  分担付託されました案件は、議第37号平成30

年度寒河江市一般会計補正予算（第２号）第１

表中歳出第３款の一部及び歳出第10款でありま

す。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第37号平成30年度寒河江市一般会

計補正予算（第２号）第１表中歳出第３款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

した。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「駐車場の無散水融雪設備はどのよ

うな仕組みか、改めてお聞きしたい」との問い

があり、当局より「駐車場に山砂利等を敷き、

その上に整備する路盤の中に地下水をめぐらす

パイプを設置し、融雪するという仕組みです」

との答弁がありました。 

  委員より「駐車場の除雪については、除雪車

は利用せず無散水融雪設備で行うのか」との問

いがあり、当局より「除雪車の使用は想定して

おらず、無散水融雪設備で解けるという設計に

なっています」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、歳出第10款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「今後、探究型学習を実施する学校

をふやす考えはあるのか」との問いがあり、当

局より「県としては、全ての学校に探究型学習

を実施してもらうことが最終目標であり、県内

８地区の小中学校各１校ずつを推進校に指定す

ることで、地区内への波及を考えています」と

の答弁がありました。 

  委員より「探究型学習推進校として選ばれた

寒河江小学校が実施する取り組みの具体的な内

容は」との問いがあり、当局より「他校のモデ

ルとなるものとして、寒河江小学校では今年度

より県から教育マイスターが配置されています

が、その下に校内マイスターというものを設置

し、授業改善のための研究を各ブロックに分け

て行うなど、先生方の研究の練り合いを高める

システムを立ち上げ、取り組んでいます」との

答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  以上で、厚生文教分科会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○阿部 清委員長 日程第３、質疑・討論・採決

であります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第37号平成30年度寒河江市一般会

計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長の報告は、いず

れも原案を了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第37号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

   閉    会    午前９時３８分 

 

○阿部 清委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  阿 部   清 

 


